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年度評価 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）
Ａ 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 R元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

Ｂ Ｂ Ａ     

評定に至った理由 研究所の目的・業務、中長期目標等に照らし、研究所の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、

効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

 

２．法人全体に対する評価 

・今年度は職員の意欲を根差した取り組みを開始し、自らの使命や課題を所全体で議論・共有することで各分野に渡る有意義な活動の展開を図るため、国難

災害を乗り越えるために防災科研はどのような役割を担うべきか等について、ブランディング活動を通じて全所的な議論を行い、”防災科研のアイデンテ

ィティ”を作成するとともに、あるべき将来像を描いた”長期構想”の作成を進めたことは高く評価できる。 

・平成 30 年度から開始する内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」第 2期の課題の一つ「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」にお

いて、防災科研は５つの研究開発項目の研究開発機関や共同研究開発機関となり、これらの活動を総合的に推進するため、「国家レジリエンス研究推進セ

ンター」を設置し、大学や民間企業等の参画研究機関と共同するため所内規程を改訂するなど、推進体制を構築したことは高く評価できる。さらに、「戦

略的イノベーション創造プログラム（SIP）」第 2期の管理法人にもなったことから「戦略的イノベーション推進室」も新設した。 

・S-net の観測データ活用は JR 東日本において太平洋側のほぼ全領域に拡大し、千葉県での活用も開始しただけではなく、DONET の観測データにおいても JR

東海と JR 西日本における活用にむけ確実に進展したことは、社会実装を大きく前進させる取組として高く評価できる。 

・今年度に実施した「成果発表会」では、ターゲットをより広く地方公共団体や民間にも広げていくための成果の工夫や新手法を用い、対前年度の 2倍近く

の参加者となり新たな客層を獲得できたことは高く評価できる。それに加えて新たな取り組みとして、ベルマーク財団と連携し全国十数校での所員による

防災科学教室を実施し全国組織との持続可能性な防災教育のシステム構築を作ったことについても高く評価できる。 

・テキサス大学との協力においては、我が国に不足している衛星データの活用に関して米国の知見に学ぶ会議を国内の重要な関係者の参加を得て開催すると

ともに、同大学との継続的な協力の礎を築いた。それに加えて海外との防災協力の取組では、ペルー政府に働きかけ我が国の知見を活かした防災対策の実

現に向け貢献したことは高く評価できる。 

・地震動の即時予測、余震活動予測を行うシステム開発のため構築したプロトタイプの高度化と実証試験が着実に進み、強震モニタ API のプロトタイプシス

テムについては試験運用に進めたことは高く評価できる。 

・内陸地震シナリオ作成のモデルケースとして 2016 年熊本地震を対象とした 3次元動的破壊伝播シミュレーションを実施し論文誌上で発表した結果、2018

年度日本地震学会論文賞を受賞したことは高く評価できる。 

・10 層 RC 建物試験体を対象として、大規模な地震後も継続利用できる柱梁接合部の損傷を抑制する設計技術の提案と実証を実施し、次年度に日本建築学会
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が発刊する指針に掲載予定となったことは高く評価できる。さらに、防災科研として初めてのクラウドファンディングによる寄付金募集に挑戦し、海外（ネ

パール）における石積の伝統的な家の地震被害を防ぐための実証実験を大型耐震実験施設で実施したことは、今後の活動に先鞭をつけたこととメディア等

での所の PR にも貢献したことは高く評価できる。 

・全国を対象とした 250m メッシュの土砂災害・浸水危険度を配信する技術が構築され、平成 30 年 7 月豪雨時に災害現場に配信されたことは高く評価できる。

また、リアルタイム浸水予測モデルが完成し、地方自治体に技術移転が行われ自治体自身の予算で運用されることになった点も高く評価できる。 

・積雪地域で多発する雪下ろし関連事故の防止につながる「雪おろシグナル」及び吹雪予測手法の開発に関して、雪氷防災に関する研究開発が自治体等との

連携により高度化するとともに対象範囲が広域化したものであり社会に貢献する研究成果として高く評価できる。 

・地震ハザード評価に関する研究が、文部科学大臣表彰及び内閣総理大臣表彰で評価されただけにとどまらず、研究成果を社会実装に向けた取り組みも大き

な進展があったことは高く評価できる。また津波レシピに基づいた南海トラフ沿いの地震による広域のハザード評価を実施し、2019 年度に地震本部によっ

て日本初の公表となることは極めて高く評価できる。 

・災害時のアーカイブ機能の強化に関して「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」等の取組と連携しながら、継続して防災科研クライシスレスポン

スサイトを運用するとともに、その運用の効率化・標準化に努めたことは高く評価できる。また、平成 30 年に試行を開始した内閣府が設置する官民チー

ム「災害時情報集約支援チーム（ISUT）」の一員となり、大規模災害時における状況認識の統一に資するよう、府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D）

を活用しながら現地での情報収集・集約及び情報共有を行う活動を実施しただけではなく、平成 30 年 7 月豪雨では災害直後より被災地へ職員を順次派遣

し、SIP4D を用いて県の災害対策本部や災害対応機関（地方自治体、自衛隊、消防等）のニーズに応じた情報共有支援を行い、それが ISUT の令和元年度か

らの本格運用開始に大きく貢献したことは高く評価できる。 
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年度評価 項目別評定総括表

中長期計画 
年度評価 

項 No. 
H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．防災科学技術研究

におけるイノベーショ

ンの中核的機関の形成

  Ａ     Ⅰ-1 

中核的機関としての産

学官連携の推進 
Ｂ Ａ (Ａ)      

基盤的観測網・先端的

研究施設の運用・共用

促進 

Ａ Ｓ (Ｓ)      

研究開発成果の普及・

知的財産の活用促進 
Ｂ Ａ (Ａ)      

研究開発の国際的な展

開 
Ｂ Ｂ (Ａ)      

人材育成 Ｂ Ｂ (Ｂ)      
防災行政への貢献 Ｓ Ｓ (Ｓ)      
２．防災科学技術に関

する基礎研究及び基

盤的研究開発の推進 

  Ａ     Ⅰ-2 

災害をリアルタイムで

観測・予測するための

研究開発の推進 

Ｂ Ａ (Ａ)      

社会基盤の強靱性の向

上を目指した研究開発

の推進 

Ｂ Ｂ (Ａ)      

災害リスクの低減に向

けた基盤的研究開発の

推進 

Ｂ Ａ (Ａ)      
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中長期計画 

年度評価 
項目別調書 No. 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１．柔軟かつ効率的なマ

ネジメント体制の確立 
  Ｂ     Ⅱ-1 

研究組織及び事業の見直し Ｂ Ｂ Ａ      
内部統制 Ｂ Ｂ Ｂ      
研究開発等に係る評価の実

施 
Ｂ Ｂ Ｂ      

２．業務の効率化   Ｂ     Ⅱ-2 
経費の合理化・効率化 Ｂ Ｂ Ｂ      
人件費の合理化・効率化 Ｂ Ｂ Ｂ      
契約状況の点検・見直し Ｂ Ｂ Ｂ      
電子化の推進 Ｂ Ｂ Ｂ      
Ⅲ．財務内容の改善に関

する目標を達成するため

とるべき措置 

Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ 

Ⅳ．その他業務運営に関

する重要事項 
Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅳ 
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年度評価 項目別調書 
 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．事業に関する基本情報 

Ⅰ．1 防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

２．主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報 ②主要なインプット情報 

指標 数値 

目標 

H28

年度 

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2 

年度

R3 

年度

R4 

年度

 H28

年度

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2 

年度

R3 

年度

R4 

年度 

共同研究（件） 770 件

以上 

122

件 

138

件

128

件

予算額（千円） － － －     

受託研究件数（件） 140 件

以上 

42 件 46 件 49 件 決算額（千円） － － －     

クロスアポイント

メント制度の適用

者数（人） 

28 人 

以上 
3 人 5 人 6 人

経常費用（千

円） 

－ － － 
  

客員研究員の受入

等の件数（件） 

420 件

以上 
85 件 

101

件

117

件
経常利益（千円

－ － － 
  

観測網の稼働率

（％） 

95％以

上 

99.5

％ 

99.3

％

98.7

％

行政サービス

実施コスト（千

円） 

－ － － 
  

先端的研究施設の

共用件数（件） 
 51 件 57 件 48 件

従 事 人 員 数

（人） 

－ － － 
  

知的財産の出願

（件） 

28 件 

以上 
5 件 9 件 12 件  

   
  

シンポジウム・ワ

ークショップ開催

数（回） 

140 回

以上 
75 回 71 回 61 回

    
  

プレスリリース等

（件） 

175 件

以上 
33 件 36 件 40 件   

論文数（編/人） 7編/人

以上 

1.2

編/

1.3

編/

1.2

編/
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人 人 人

学会等での口頭発

表（件/人） 
42 件/

人以上 

6.7

件/

人 

6.2

件/

人

6.1

件/

人

  

公開ウェブのアク

セス件数（件）  

17,4

08,0

00 件 

13,1

01,0

00 件

11,6

86,0

00 件

  

海外の研究機関・

国際機関等との共

同研究（件） 

56件以

上 
13 件 14 件 17 件   

海外からの研修生

等の受入数（人）

280 人

以上 

657

人 

546

人

448

人
  

論文数（SCI 対象

誌等）（編） 

336 編

以上 
63 編 66 編 60 編   

国際学会等での口

頭発表（件/人）
7件/人

以上 

1.5

件/

人 

1.7

件/

人

1.3

件/

人

  

地方公共団体等の

協定数（件） 

98件以

上 
43 件 74 件 62 件   

災害調査の実施・

支援等（件） 

 128

件 
25 件 80 件   

国や地方自治体等

への情報提供・協

力等（件） 

 
1,58

1 件 

1,11

7 件

1,04

3 件
  

３．中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 
年度計画 

(平成 30 年度の該当部分)
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ａ 

１．防災科学技術研究にお

けるイノベーションの

中核的機関の形成 
 

１．防災科学技術研究にお

けるイノベーションの

中核的機関の形成 

  <評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事
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情を踏まえて総合的に勘

案した結果、適正、効果

的かつ効率的な業務運営

の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認め

られるため、評定をＡと

する。 
 

    (Ａ評定の根拠) 

 

・平成 30 年度から開始す

る内閣府の「戦略的イ

ノベーション創造プロ

グラム（SIP）」第 2 期

の課題の一つ「国家レ

ジリエンス（防災・減

災）の強化」において、

防災科研は 5 つの研究

開発項目の研究開発機

関や共同研究開発機関

となり、これらの活動

を総合的に推進するた

め、「国家レジリエンス

研究推進センター」を

設置し、大学や民間企

業等の参画研究機関と

共同するための推進体

制を構築した。 

・S-net の観測データ活

用は JR 東日本におい
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て太平洋側のほぼ全領

域に拡大し、千葉県で

の活用も開始した。

DONET の観測データは

JR 東海と JR 西日本に

おける活用にむけ確実

に進展した。このよう

に社会実装を大きく前

進させた。 

・「成果発表会」では、タ

ーゲットをより広く地

方公共団体や民間にも

広げていくための見せ

方の工夫や新手法を用

い、対前年度の 2 倍近

くの参加者となり新た

な客層を獲得できた。 

・災害時のアーカイブ機

能の強化については、

「戦略的イノベーショ

ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の取組と連

携しながら、継続して

防災科研クライシスレ

スポンスサイトを運用

するとともに、その運

用の効率化・標準化に

努めた。その結果とし

て、大阪府北部地震、

平成 30 年 7月豪雨、北

海道胆振東部地震にお

いて、情報統合運用室

を軸として研究系部
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署・事務系部署が一体

となって効率的に対応

した。 

・先方の求めに応じる「受

け身」の国際協力から、

こちらから協力したい

分野を目指して積極的

に働きかける「攻め」

の国際協力に転じた点

であり、具体的には、

テキサス大学との協力

においては、我が国に

不足している衛星デー

タの活用に関して米国

の知見に学ぶ会議を国

内の重要な関係者の参

加を得て開催するとと

もに、同大学との継続

的な協力の礎を築いた

ところであり、非常に

積極な取組が見られた

ことは高く評価でき

る。それに加えて、海

外との防災協力の取組

としては、タイ国を対

象とした SATREPS 事業

に防災科研の有する技

術・ノウハウを活用し

ながら着実に取り組む

他、ペルー政府に働き

かけ、我が国の知見を

活かした防災対策の実

現に向け貢献している
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ところであり、また、

仙台防災枠組の科学技

術分野の推進に実質的

に貢献する防災減災研

究推進ハブの構築も行

っており、非常に積極

的な活動した。 

・平成 30 年に試行を開始

した内閣府が設置する

官民チーム「災害時情

報 集 約 支 援 チ ー ム

（ISUT）」の一員とな

り、大規模災害時にお

ける状況認識の統一に

資するよう、府省庁連

携防災情報共有システ

ム（SIP4D）を活用しな

がら現地での情報収

集・集約及び情報共有

を行う活動を実施した

だけではなく、平成 30

年 7 月豪雨では災害直

後より被災地へ職員を

順次派遣し、SIP4D を

用いて県の災害対策本

部や災害対応機関（地

方自治体、自衛隊、消

防等）のニーズに応じ

た情報共有支援を行

い、広島市長より感謝

状を頂いた。 
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(１）中核的機関としての

産学官連携の推進 

 

我が国の防災科学技術

の中核的機関として、防災

科研の基盤的観測網や先

端的研究施設等の先端的

研究基盤を活用し、「研究

開発成果の最大化」に向け

て、災害からの被害軽減や

事業継続性の確保等のニ

ーズを有するインフラス

トラクチャー事業者等の

民間企業や地方公共団体

との防災・減災対策に関す

る連携・協働等を推進し、

我が国全体の防災科学技

術の水準の向上を図る。 

また、クロスアポイントメ

ント制度を活用した産学

官の多様な人材の受入れ、

研究開発上の多様なシー

ズを有する大学等の研究

機関や民間企業等とニー

ズを有する地方公共団体

や民間企業との共同研究

の推進、プロジェクトベー

スの研究開発センターの

設置等を通じて、人材と

「知見・技術・経験」を結

ぶネットワークを構築す

ることにより、研究開発か

ら社会実装まで一体とし

(１）中核的機関としての

産学官連携の推進 

 

引き続き「地震津波火山

ネットワークセンター」

「総合防災情報センター」

では安定的で継続的な事

業を推進する。また、「先

端的研究施設利活用セン

ター」では知財活用・社会

実装を推進する。さらに、

「レジリエント防災・減災

研究推進センター」「気象

災害軽減イノベーション

センター」「火山研究推進

センター」「首都圏レジリ

エンス研究センター」「国

家レジリエンス研究推進

センター」では外部資金に

よる大型プロジェクト研

究を推進する。 

 

○イノベーション

ハブを形成し、産学

官による研究開発

を一体的に進める

基盤の構築に向け

た取組を推進して

いるか。 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果

《モニタリング指

標》 

・共同研究・受託研

究件数 

・クロスアポイント

メント制度の適用

者数、客員研究員の

受入等の件数 

 

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 

 

・「地震津波火山ネットワークセンター」及び「総合防

災情報センター」では、安定的で継続的な事業を推進

した。 

・また、「先端的研究施設利活用センター」では知的活

用・社会実装を推進した。「レジリエント防災・減災

研究推進センター」「気象災害軽減イノベーションセ

ンター」「火山研究推進センター」「首都圏レジリエン

ス研究センター」「国家レジリエンス研究推進センタ

ー」では外部資金による大型プロジェクト研究を推進

した。「国家レジリエンス研究推進センター」は、平

成 30 年度から開始された内閣府の「戦略的イノベー

ション創造プログラム（SIP）」第 2期の課題の一つ「国

家レジリエンス(防災・減災)の強化」において、防災

科研が５つの研究開発項目の研究開発機関や共同研

究開発機関となったため、これらの活動を総合的に推

進するために設置された。なお、「国家レジリエンス

研究推進センター」を新設するにあたり、大学や民間

企業等の参画研究機関と共同するために所内規程を

改定するなど、研究開発の進捗フォローや関係省庁を

含めた社会実装具体化のための推進体制を構築し、衛

星、AI、ビックデータ等を活用した国家レジリエンス

の強化に資する新技術の研究開発を行うことを目指

していく。 

・昨年度に設置した「首都圏レジリエンス研究推進セン

ター」では、「データ利活用協議会」を運営し各研究

課題における民間企業と顕著な取組みの共有を図っ

た。また、新たな協力枠組みの創出を目指すシンポジ

ウム（全 4回）の開催や、協議会に正式な会員として

約 70 の組織・団体並び個人が入会いただくなど、生

活の拠点となる施設等での試験的観測等を行うため

の共同研究も実施した。その他企業が有する地震観測

(１）中核的機関としての

産学官連携の推進 

 

補助評定：（Ａ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘

案した結果、適正、効果

的かつ効率的な業務運営

の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認め

られるため、（Ａ）評定と

する。 

 

（（Ａ）評定の根拠） 

 

・イノベーションハブを

形成し、産学官による

研究開発を一体的に進

める基盤の構築に向け

た取組の第一歩とし

て、各センターを設置

し、研究開発から社会

実装まで一体として実

施できる研究環境の確

立を推進したことは評

価できる。 

・顕著な成果としては、
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て実施できる研究環境を

確立する。 

さらに、我が国が推進する

プロジェクト等への参画

による外部資金の獲得を

大学・研究機関・民間企業

等と積極的に推進し、防災

科研の成果とともに他機

関の成果も含め社会実装

の橋渡しや行政機関への

技術支援等を行い、防災科

学技術のイノベーション

創出の中核的機関として

の地位を確立する。 

 

データ等の提供に関する覚書を複数者と締結した。こ

れらの活動を踏まえ、内閣府の施策である「官民研究

開発投資拡大プログラム（PRISM）」において、「デー

タ利活用協議会」等との先行事例との連携を図り、民

間企業が有するリソースを活用した災害予防・被害軽

減に資する新たな取り組みを実施した。 

・気象災害軽減イノベーションセンターでは、独立行政

法人国立高等専門学校機構と連携・協力協定を締結

し、「地域防災力向上チャレンジ」実施した。また、

株式会社日本政策投資銀行とも連携・協力協定を結

び、気象災害をはじめとする防災分野への活動可能性

の検討を開始した。さらに、総務省の IoT デザインハ

ブや IoT デザインガールを支援するほか、地域 IoT

官民ネットに初の国立研究開発法人として会員とな

り、地域の産学官連携を推進した。 

・共同研究を 128 件、受託研究を 49 件実施した（受託

事業収入：1,711 百万円）。 

・客員研究員 117 人を受入れ、クロスアポイントメント

制度を活用して 6人を受入れた。 

 

平成 30 年度から開始

する内閣府の「戦略的

イノベーション創造プ

ログラム（SIP）」第 2

期の課題の一つ「国家

レジリエンス（防災・

減災）の強化」におい

て、防災科研は 5 つの

研究開発項目の研究開

発機関や共同研究開発

機関となり、これらの

活動を総合的に推進す

るため、「国家レジリエ

ンス研究推進センタ

ー」を設置し、大学や

民間企業等の参画研究

機関と共同するための

推進体制を構築したこ

とは高く評価できる。 

・昨年度に設置した「首

都圏レジリエンス研究

推進センター」では、

「データ利活用協議

会」や 4 回のシンポジ

ウムを開催し、約 70 も

の組織が協議会に正式

な会員として入会する

など、生活の拠点とな

る施設等での試験的観

測等を行うための共同

研究も実施したことは

高く評価できる。 

・気象災害軽減イノベー
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ションセンターでは、

独立行政法人国立高等

専門学校機構と連携・

協力協定を締結し、「地

域防災力向上チャレン

ジ」実施しただけでは

なく、総務省の地域 IoT

官民ネットに国立研究

開発法人として初の会

員となり、地域の産学

官連携を推進したこと

は高く評価できる。 

・新たに次期海底地震津

波観測網の検討にクロ

スアポイントメント制

度等を活用して大学か

ら技術統括を受入れ、

多様な人材を活用して

研究を推進したことは

評価できる。 

 

(２)基盤的観測網・先端的

研究施設の運用・共用促

進 

 

地震調査研究推進本部

の地震調査研究に関する

総合基本施策及び調査観

測計画を踏まえて、陸域の

地震観測網（高感度地震観

測網、広帯域地震観測網、

強震観測網等）と海域の地

震観測網（日本海溝海底地

(２)基盤的観測網・先端的

研究施設の運用・共用促

進 

 

従来の高感度・広帯域地

震観測データや火山観測

データ等に加え、S-net や

DONET のデータも関係機

関との間で共有出来る仕

組みを提供するとともに、

東日本大震災のような広

域災害の発生を念頭に、よ

○基盤的観測網・先

端的研究施設の安

定運用を通じ、国内

外の関係機関にお

ける防災科学技術

に関する研究開発

の推進に貢献して

いるか。 

 

《評価指標》 

・観測データの関係

機関との共有や利

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

 

・陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）の一元的な維

持管理・運用を安定的に行うとともに、平成 29 年度

補正予算による地震観測網の観測機器の更新や障害

が発生した観測点の復旧を実施した。これらにより、

防災科研が中核的機関として推進する防災科学技術

研究はもとより、気象庁の監視業務をはじめとする地

震や津波、火山に関する防災行政、大学や研究機関に

おける学術研究及び教育活動の推進に貢献した。平成

30 年度における観測網の稼働率は、迅速な障害復旧

対応や老朽化した機器の更新等の実施により、目標値

（２）基盤的観測網・先

端的研究施設の運用・

共用促進 

 

補助評定：（Ｓ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘

案した結果、適正、効果
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震津波観測網（S-net）、地

震・津波観測監視システム

（DONET））を一元化した海

陸の基盤的地震観測網の

安定的運用（稼働率 95％

以上）を行うとともに、関

連施設の更新を図る。ま

た、「今後の大学等におけ

る火山観測研究の当面の

進め方について」（平成 20

年 12 月、科学技術・学術

審議会測地学分科会火山

部会）及び「御嶽山の噴火

を踏まえた火山観測研究

の課題と対応について」

（平成 26年 11 月、科学技

術・学術審議会測地学分科

会地震火山部会）に基づ

き、重点的に強化すべき火

山について観測施設の整

備・運用を推進する。観測

データの関係機関との共

有や利用促進を図り、国内

外の関係機関における研

究、業務遂行や我が国の地

震・津波及び火山に関する

調査研究の進展に貢献す

る。 

我が国全体の防災科学技

術に関する研究開発を推

進するため、実大三次元震

動破壊実験施設（Ｅ－ディ

フェンス）、大型降雨実験

り安定したデータ共有を

実現するための仕組みの

構築に取り組む。さらに、

行政や企業による海陸観

測網データの利活用を促

進させる。広く地震津波被

害の低減に貢献するため、

開発した即時予測技術を

実装し、多様な防災情報の

発出を検討する。また、観

測網の利活用、技術開発、

運用費用の在り方等に関

する検討に取り組む。 

平成 30 年度には、Ｅ－デ

ィフェンスを安全・確実に

運用するため、加振系装

置、制御系装置、油圧系装

置、高圧ガス製造設備の定

期点検と日常点検を実施

し、Ｅ－ディフェンスの効

果的・効率的な運用を行

う。また、Ｅ－ディフェン

スの施設・設備・装置等の

改善、改良及び性能向上に

資するための検討を進め

る。なお、平成 30 年度に

おける施設の共用に関す

る計画は以下のとおりで

ある。 

●Ｅ－ディフェンス 

共用件数：年間 4件 

外部研究機関等によるＥ

－ディフェンスの活用促

用促進の取組の進

捗 

・国内外の地震・津

波・火山に関する業

務遂行や調査研究

等への貢献の実績 

・先端的研究施設等

の活用による成果 

《モニタリング指

標》 

・観測網の稼働率 

・先端的研究施設の

共用件数 

 

である 95%を達成した（高感度地震観測網 Hi-net：

98.7%、広帯域地震観測網 F-net：99.3%、基盤強震観

測網：98.7%、全国強震観測網 K-NET：99.4%、日本海

溝海底地震津波観測網 S-net:98.9%、地震・津波観測

監視システム DONET：97.0%、基盤的火山観測網

V-net：97.6%）。 

 なお、運用している全ての観測点のうち、データを受

信した観測点の割合を稼働率として算出している。 

・海域観測網のうち S-net については、10 月より千葉

県に実装した津波浸水予測システムの活用が開始さ

れ、昨年度一部(S1)のデータ活用を開始した東日本旅

客鉄道株式会社において、平成 31 年 1 月よりデータ

配信領域を拡充し、太平洋側のほぼ全領域(S2～S5)

に拡大した活用に進展し、東海旅客鉄道株式会社への

試験配信も拡充した。また、DONET についても、東海

旅客鉄道株式会社と西日本旅客鉄道株式会社への試

験配信を開始し、次年度に列車制御にデータが活用さ

れる予定であるなど、社会実装の更なる前進を図っ

た。 

・海域観測網については WEB サイトを構築し、広く情報

発信するための取組も進めた。6月に発生した大阪府

北部の地震や房総半島沖でのスロー地震、9月に発生

した平成 30 年北海道胆振東部地震では、解析結果を

地震調査委員会等の各種委員会に提供するとともに、

ネットワークセンターの Web サイトやクライシスレ

スポンスサイトを通じて広く国民に向けて情報発信

した。火山活動に関しては、8月の口永良部島の火山

活動について、クライシスレスレポンスサイトを通じ

て情報発信した。また、学会等におけるブース出展や

新聞・テレビ等報道機関の取材対応により、幅広く広

報活動を行った。 

・このような観測網の整備と安定的運用による防災研究

分野への貢献により、平成 30 年度科学技術分野の文

的かつ効率的な業務運営

の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて特に顕

著な成果の創出や将来的

な特別な成果の創出の期

待等が認められるため、

（Ｓ）評定とする。 

 

（（Ｓ）評定の根拠） 

 

・MOWLAS の運用において、

観測点被害に対する迅

速な障害対応復旧や老

朽化した機器の更新を

確実に実施することに

より、平成 30 年度も基

盤的地震火山観測網を

安定して維持し、その

稼働率が目標値を達成

した。 

・S-net の観測データ活

用は JR 東日本におい

て太平洋側のほぼ全領

域に拡大し、千葉県で

の活用も開始した。

DONET の観測データは

JR 東海と JR 西日本に

おける活用にむけ確実

に進展した。このよう

に社会実装を大きく前

進させる取組は特に顕

著な成果として高い評

価に値する。 
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施設、雪氷防災実験施設等

の先端的研究施設の運

用・共用促進を行う。 

Ｅ－ディフェンスについ

て、効果的・効率的な運用

を行うとともに、その安

全・確実な運用のため、施

設・設備・装置等の保守、

点検及び整備を着実に実

施する。また、地震減災研

究の振興を図るため、共同

研究や外部研究機関等へ

の施設貸与によるＥ－デ

ィフェンスの活用を促進

するとともに、実験データ

を外部研究機関等へ提供

する。さらに、優れた研究

開発環境を確立するため、

関連する施設・設備・装置

等の改善、改良及び性能向

上など、地震減災研究に関

する研究基盤機能の高度

化に取り組む。 

先端的研究施設について

効果的・効率的かつ安全に

運用し、幅広い研究分野・

領域で産業界を含めた国

内外の外部研究機関との

共用を促進する。なお、こ

れまでの実績及び当該施

設の運用状況のみならず

研究開発成果を最大化す

ることも踏まえ、年度計画

進として、「首都圏を中心

としたレジリエンス総合

力向上プロジェクト」にお

ける非構造部材を含む構

造物の崩壊余裕度に関す

るデータ収集・整備の実験

を実施する。また、民間企

業への施設貸与 3 件の実

施を予定している。さら

に、データ公開システムに

よる外部研究機関等への

実験データ提供を引き続

き実施すると共に、公開予

定日を迎える実験データ

の開示を進める。 

 

大型耐震実験施設、大型降

雨実験施設、雪氷防災実験

施設について効果的・効率

的かつ安全に運用し、幅広

い研究分野・領域で産業界

を含めた国内外の外部研

究機関との共用を促進す

る。なお、平成 30 年度に

おける施設の共用に関す

る計画は以下のとおりで

ある。 

 

●大型耐震実験施設 

 共用件数：年間 9件 

外部研究機関等への施設

の共用として、構造物や地

盤・土構造物等を対象とし

部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）と 2017 年度

日本地震学会技術開発賞を受賞した外、国際鉄道連合

（UIC）のグローバルリサーチ＆イノベーション賞を

受賞した。また、南海トラフ地震の想定震源域のうち、

観測網を設置していない高知県沖から日向灘の海域

にケーブル式観測網を構築するため、ルート基本案や

観測システムについて検討を行った。 

 

●Ｅ－ディフェンス 

・加振系装置、制御系装置、油圧系装置及び高圧ガス製

造設備の定期点検と日常点検を実施し、Ｅ－ディフェ

ンスの安全かつ効果的・効率的な運用を行った。併せ

て、日常点検やＥ－ディフェンス構内で行われる各種

工事への安全管理を確実に実施し、平成 18 年 4 月よ

り継続されている無災害記録は平成 30 年度末には

206 万時間を超えた。また、Ｅ－ディフェンスの施

設・設備・装置等の改善、改良及び性能向上に資する

ため、作動油の交換、実験停止時間短縮のための機器

導入などの検討を行った。さらに、長期的な評価実験

での運用を見据え、施設貸与による運用プランの策定

と、加振システムの更新及び老朽化対策の提案を引き

続き行っている。 

 

・幅広い地震減災研究に係わる研究開発での利活用を示

す共用件数については、委託研究による施設利用 1

件、施設貸与 5件及び余剰空間貸与 1件の実験研究が

行われた。さらに、実験データを外部機関等に提供す

るデータ公開システムを継続的に運用し、平成 30 年

度に実験データ 6 件の開示を行い、公開件数は 63 件

に達した。 

 

●大型耐震実験施設 

・国際共同研究１件、共同研究 6件、施設貸与 4件の利

・地震や火山活動や災害

時の積極的な情報発信

および報道機関の取材

対応を含めた幅広い広

報活動は高い評価に値

する。 

・これらの成果が外部か

らも評価され複数の表

彰を受けるとともに南

海トラフ地震に向けて

新たな観測網構築の検

討を進めたことは高く

評価できる。 

・Ｅ－ディフェンスの各

装置・設備の定期点検

と日常点検を実施し、

Ｅ－ディフェンスが効

果的・効率的に運用で

きたことは評価でき

る。 

・平成 30 年度の外部利用

は、年間目標値以上の

実績を残し各実験施設

では幅広い内容のデー

タが取得され、その成

果は各々の分野におい

て有効に活用されるも

のと期待される。 
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に定める共用件数を確保

する。 

また、防災科学技術や災害

情報を集約及び展開でき

る情報基盤を活用するこ

とにより知の統合化を進

める。さらに、基盤的観測

網や先端的研究施設によ

って得られたデータを活

用した外部の成果を把握

し、これらの成果に防災科

研が貢献していることが

社会から幅広く理解され

るように努める。 

 

た 9 件の実験実施を計画

している。 

 

●大型降雨実験施設 

 共用件数：年間 5件 

共用実験として施設貸与

実験 2件、また、共同研究

実験 3 件程度を計画中で

ある。さらに自体研究、普

及啓発のための実験を行

う予定である。 

 

●雪氷防災実験施設 

 共用件数：年間 22 件 

大学や公的研究機関との

雪氷防災の基礎研究に関

する共同研究 15 件、及び

雪氷対策技術の実用化に

関する民間企業への施設

貸与 7 件の実施を予定し

ている。 

 

用実績をあげた。 

 

●大型降雨実験施設 

・共同研究 3件、施設貸与 4件の利用実績をあげた。 

・今年度は「雨天時のドローン飛行性能評価実験」にお

ける運転技術の検証や自動制御技術に関する実験を

行った。 

 

●雪氷防災実験施設 

・国際共同研究１件、共同研究 15 件、施設貸与 7 件の

利用実績をあげた。 

・雪氷防災実験棟をはじめとする低温実験設備では冷媒

として現在、特定フロンが使われているためその更新

に向けた検討を行ってきたところであり、今後も検討

を進める予定である。 

（３）研究開発成果の普

及・知的財産の活用促進

 

①研究開発成果の普及・知

的財産の活用促進 

 

防災科研で得られた研

究成果を広く普及させる

ため、シンポジウムや研究

成果発表会を開催すると

ともに、国内外における学

（３）研究開発成果の普

及・知的財産の活用促進

 

①研究開発成果の普及・知

的財産の活用促進 

 

防災科研で得られた研

究成果を広く普及させる

ため、シンポジウムや研究

成果発表会を開催すると

ともに、国内外における学

○関係府省や地方

公共団体、民間企業

等のニーズを踏ま

えた研究開発の推

進や知的財産権の

活用は適切になさ

れているか。 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果

・知的財産等を活用

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

 

・防災科研で得られた研究成果を広く普及させるため、

シンポジウム等の開催は、マスコミや関係者だけでは

なく一般国民の関心が高く減災に結びつきやすい情

報の利活用に関するものなどを中心に数多く実施し

た。 

・科学的な知見の発信レベルの維持・向上のため、査読

のある専門誌及び SCI 対象誌等の重要性の高い専門

誌での誌上発表は 148 編、国内外の学会等での発表は

786 件行った。また、防災科研の研究内容を国内外に

（３）研究開発成果の普

及・知的財産の活用促

進 

 

補助評定：（Ａ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘
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会・学術誌等で発表・公表

する。その際、科学的な知

見の発信レベルの維持・向

上のため、査読のある専門

誌及び SCI 対象誌等の重

要性の高い専門誌での誌

上発表や学会等での口頭

発表を行う。 

研究開発成果の普及に当

たっては、国民の安全・安

心に直結するという防災

科学技術の特性を踏まえ、

海外展開も念頭に置きな

がら、広く成果が活用され

るよう知的財産の取得・活

用戦略・管理等の方針を定

めた知的財産ポリシーを

新たに策定する。その際、

単に実施料収入の観点だ

けでなく、我が国の防災力

の向上に留意した質の高

い特許等の知的財産の権

利化や実施許諾等に努め

る。さらに、先端的研究施

設等を利用した試験結果

に基づき、性能・品質等を

検証するための仕組みづ

くりの検討を行う。また、

ウェブ上の公開等を通じ、

民間企業や地方公共団体

等を対象として潜在的な

ニーズや連携対象を積極

的に発掘し、研究開発に反

会・学術誌等で発表・公表

する。その際、科学的な知

見の発信レベルの維持・向

上のため、査読のある専門

誌及び SCI 対象誌等の重

要性の高い専門誌での誌

上発表や学会等での口頭

発表を行う。 

研究開発成果の普及に当

たっては、国民の安全・安

心に直結するという防災

科学技術の特性を踏まえ、

海外展開も念頭に置きな

がら、広く成果が活用され

るよう特許、実用新案、商

標権等の知的財産の取

得・活用戦略・管理等の方

針を定めた知的財産ポリ

シーを運用する。その際、

単に実施料収入の観点だ

けでなく、我が国の防災力

の向上に資する公益性の

高いものであることに留

意した質の高い特許等の

知的財産の権利化や実施

許諾等に努めると共に、取

得したものについてはホ

ームページにおいて公開

する。 

さらに、先端的研究施設等

を利用した試験結果に基

づき、性能・品質等を検証

するための仕組みづくり

した成果の社会実

装に向けた取組の

進捗 

《モニタリング指

標》 

・共同研究・受託研

究件数 

・知的財産の出願件

数 

 

発信するため、Journal of Disaster Research（JDR）

の防災科研特集号を平成 30 年 10 月に発行した。 

・研究開発成果の普及に当たって、知的財産ポリシー（平

成 29 年 3 月制定）に基づき、研究開発成果の性格、

活用場面等を踏まえ、特許権等の権利化、非権利化を

判断した。また、特許権等の取得に当たっては、社会・

産業界のニーズを把握し国内優先権制度を活用する

等して、網羅的・包括的な特許権の取得に努めた。一

方、職員等の知的財産に関する意識や知識の向上に向

けて、専門家による知的財産研修の開催、特許庁、文

化庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館主催の知

的財産研修への参加、知的財産関連資料の所内イント

ラへの掲載を行うとともに、取得した特許について

は、研究所ホームページをはじめ、独立行政法人工業

所有権情報・研修館の外部機関ホームページに特許情

報を掲載するなどしてして積極的な情報提供に努め

た。その結果、12 件の特許出願、4件の特許登録、12

件の特許等の実施許諾（実施料収入 16 百万円）があ

った。（前年度：実施許諾件数 10 件、実施料収入 3

百万円） 

・大型降雨実験施設では、「雨天時のドローン飛行性能

評価実験」において運転技術の検証や自動制御技術に

関する実験を行い、それらの結果を基に一般社団法人

日本ドローンコンソーシアム(JDC)と協議を行い、降

雨環境下のドローンの性能検証実験等を協力して行

い、令和元年度には防災分野でのドローンの利活用に

対して連携協定を結ぶ予定である。また、一般財団法

人日本建材試験センターからの相談を受けキャビネ

ットに対する降雨耐性試験に関して、共同で降雨及び

強風下での性能評価基準案を検討中である。性能・品

質評価に関する専門機関や関連学会と連携して仕組

み作りに着手した。 

・防災科研の研究成果や実験施設を活用し、我が国の防

案した結果、適正、効果

的かつ効率的な業務運営

の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認め

られるため、（Ａ）評定と

する。 

 

（（Ａ）評定の根拠） 

 

①研究開発成果の普及・

知的財産の活用促進 

 

・論文、学会等での発表

Journal of Disaster 

Research（JDR）の防災

科研特集号を発行した

ことは評価できる。 

・特許・実用新案等の申

請、新たな特許等の実

施許諾がなされ、知的

財産の活用が促進され

ていることも評価でき

る。 

・気象災害軽減イノベー

ションセンターを通じ

て、民間企業と協働し

た。地方公共団体等に

おいてもニーズ把握の

ためヒアリングを実施

するなど潜在的なニー

ズや連携対象の発掘を
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映させるように努める。 

 

の検討を行う。平成 30 年

度は大型降雨実験施設に

ついて、民間企業や団体が

施設における実験に参加

しやすくなる仕組みを試

行的に実施する。また外部

から標準化・知財に関する

専門家を招き、防災分野に

おける性能・品質等を検証

するための仕組み作りの

具体的な検討を行う。 

また、ウェブ上の公開、説

明会、協議会等を通じた民

間企業の潜在的なニーズ

や連携対象の発掘、アンケ

ート調査、災害時の協働、

協議会等を通じた地方公

共団体等の潜在的なニー

ズや連携対象の発掘を積

極的に推進し、研究開発に

反映させるように努める。

 

災技術を国際標準化したり、自動運転などの先端的な

分野における性能評価を行ったりすることを目指し、

国際標準化推進に向けたプロジェクトチームを設置

して取組を進めた。微動観測による広域地盤評価の取

組については、ISO の TC182 委員会において、国際標

準化の前提となるワーキンググループを設置するた

めに、当該技術の要点を記載したレポートを提出し、

承認された。 

・民間企業の潜在的なニーズや連携対象の発掘について

は、気象災害軽減イノベーションセンターを通じて、

民間企業との予測モデルの共同開発等を進めた。ハザ

ード･リスク評価の地域や産業等への展開を図るた

め、損害保険、建設、情報通信、交通インフラ、防災

コンサルティング等で構成したハザード・リスク情報

に関する検討会は 7回開催し、各業界の具体的な活用

の可能性について検討を行い、主に建設分野、保険分

野、交通・物流分野を対象にリアルタイム被害推定情

報の概要や活用方法、活用事例をとりまとめ、情報利

活用の手引き（案）を作成した。リアルタイム地震被

害推定情報の利活用に関して、本格的な地域や産業等

への展開の望ましい枠組みの検討・構築を目的とする

ハザード・リスク実験コンソーシアムとの協力関係を

発展させ、30 機関を対象とした実験配信を実施し、

大阪府北部地震や北海道胆振東部地震において情報

が活用され、有効性を確認するに至った。地方公共団

体等については、火山災害軽減のため全国の自治体防

災担当者及び専門家を対象としたアンケート調査（一

部、直接ヒアリング調査）を実施し、平時及び発災時

に必要な情報及びその伝達方法に対するニーズ・認識

を明らかにした。地区防災計画の作成と継続運用を可

能にする参加型防災対策実践手法を構造化し、内閣

府、全国社会福祉協議会の協力を得て、北海道ウトロ

地区、埼玉県坂戸市、東京都世田谷区、茨城県阿見町、

推進した。 
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大阪府及び府内市町村等のモデル地域での実証実験

を行った。 

 

②広報・アウトリーチ活動

の推進 

 

研究成果の普及、防災科

研への国民の理解・信頼・

支持の獲得、国民の防災リ

テラシーの向上を図るた

め、防災科研の研究活動や

研究成果等について、ウェ

ブやテレビ・新聞等の報道

機関等を通じた情報発信

を行う。その際、国民に対

し分かりやすい形で情報

発信するため、ウェブの機

能・コンテンツの強化や取

り上げやすさを念頭にお

いた報道発表等に努める。

また、多様な媒体を組み合

わせた情報発信を行うた

め、研究施設の一般公開・

見学者の受入、一般市民を

対象としたシンポジウム

やワークショップの開

催・所外のイベントへの参

加、広報誌の発行、防災教

育のための講師派遣等も

行う。 

さらに、基盤的地震・火山

観測網やＥ－ディフェン

ス等によって得られたデ

②広報・アウトリーチ活動

の促進 

 

研究成果の普及、防災科

研への国民の理解・信頼・

支持の獲得、国民の防災リ

テラシーの向上を図るた

め、防災科研の研究活動や

研究成果等について、ウェ

ブやテレビ・新聞等の報道

機関等を通じた情報発信

を行う。その際、国民に対

し分かりやすい形で情報

発信するため、ウェブの機

能・コンテンツの強化や取

り上げやすさを念頭にお

いた報道発表等に努める。

また、多様な媒体を組み合

わせた情報発信を行うた

め、研究施設の一般公開・

見学者の受入、一般市民を

対象としたシンポジウム

やワークショップの開

催・所外のイベントへの参

加、広報誌の発行、防災教

育のための講師派遣等も

行う。国際協力枠組みに関

連する会合を利用して積

極的に防災科研の取組に

関する情報発信を行う。 

○防災科研の活動

に関する国民の理

解を深めるため、多

様な手段を活用し

て情報発信やアウ

トリーチ活動に努

めるなど、社会から

理解を得ていく取

組を積極的に推進

しているか。 

 

《評価指標》 

・研究活動・研究成

果の情報発信・アウ

トリーチ活動の成

果 

・防災科学技術に関

する情報及び資料

の収集・整理・提供

に関する取組の成

課 

《モニタリング指

標》 

・シンポジウム・ワ

ークショップ開催

数 

・プレスリリース等

の件数 

・論文数・口頭発表

件数等 

②広報・アウトリーチ活動の促進 

 

・理事長のリーダーシップの下で、防災科研のプレゼン

ス向上による防災科研への国民の理解・信頼・支持の

獲得を目指して進める研究所のブランディング活動

と連携し、国民を含めてステークホルダーとのコミュ

ニケーションを深めることを重視し、メリハリをつけ

た丁寧な広報活動を実施した。 

・まず、ブランディング活動の中で取りまとめたタグラ

イン・ステートメント・ロゴマークで構成された「防

災科研のアイデンティティ」を平成 30 年度成果発表

会での発表し、さらにそれを皮切りとして所外への発

信を行った。 

・また本年度の成果発表会では、ターゲットをより広く

地方自治体や民間にも拡げていくために合わせたテ

ーマ設定やコンテンツの充実を行い、更に slido（会

場から質問を集めるシステム）を用いた双方向のパネ

ルディスカッションを行うなどの工夫をし実施した

結果、対前年度の 2倍近くの参加者があった。参加者

より発表会後に頂いた感想は、社会に寄り添っている

など好評であった。 

・大阪府北部地震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振地

震など災害が発生した際には、プレスリリースと共に

その災害に関連する情報を集約したサイト（防災科研

クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS））の立上げ、

建物被害推定や観測された降雨、浸水・土砂災害危険

度などの解析・迅速発信など、必要な情報を Web など

から積極的に発信した。 

・研究成果や災害情報、シンポジウム、公開実験等につ

いてのプレスリリースをタイムリーに行い、成果が活

②広報・アウトリーチ活

動の促進 

 

・災害に関して積極的に

情報発信したことは評

価できる。 

・顕著な成果としては、

今年度に実施した「成

果発表会」では、ター

ゲットをより広く地方

公共団体や民間にも広

げていくための工夫や

新手法を用い、対前年

度の 2 倍近くの参加者

となり新たな客層を獲

得できたことは高く評

価できる。 

・Web を活用し、単に様々

な情報を集約しただけ

に留まらず、「府省庁連

携防災情報共有システ

ム （ SIP4D ： Shared 

Information Platform 

for Disaster man-

agement）」による現地

調査結果や空撮写真等

の地図上への統合など

も行った防災科研クラ

イシスレスポンスサイ

トを立ち上げ、大阪府
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ータやそれらに基づく成

果が、我が国の安全・安心

に貢献していることが周

知されるような取組を行

う。 

 

さらに、基盤的地震・火山

観測網、気象・雪氷に関す

るレーダ観測、Ｅ－ディフ

ェンス等によって得られ

たデータやそれらに基づ

く成果を把握し、ウェブや

シンポジウム等を活用し

て、これらが我が国の安

全・安心に貢献しているこ

とが周知されるような取

組を行う。 

 

・公開ウェブの利便

性 

 

 

用されるよう普及に努めた。その結果、大阪府北部地

震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振地震などの速報

や、クラウドファンディング（目標：100 万円、寄付

総額 121.8 万円）で実施した蛇籠の耐震実験など多く

のマスメディアに取り上げられた。 

・基盤的地震・火山観測網などから得られる観測データ

は、災害時の情報発信に活用するだけでなく Web のト

ップからアクセスできるようにしている。 

・施設見学受入れや、一般公開や公開実験などを通じて

研究所に多くの方々を受け入れ、一般やマスコミ、関

係者など多くの方々に周知を図った。 

・広報活動の取り組みとして、BS11 インサイド OUT（60

分番組：11 月放送）の番組担当者へ防災科研自らが

企画を提案し、理事長の生出演による企画番組となる

よう調整を行った。放送された内容が好評であったた

め、3月に 2度目の生出演が行った。翌年度にも放送

の依頼も来ている。また、フジテレビの池上彰 SP（災

害特番）や NHK 総合のダーウィンが来た！、各局のニ

ュース番組、災害特番などにも積極的に協力をしてい

る。ORACLE よりの取材を受けた件は、3 月 4 日から

22 か国、11 都市で、防災科研の取り組みが紹介され

る動画（Web）放送が行われている。 

・ぼうさいこくたい 2018、防災産業展、震災対策技術

展など、他機関が主催するイベントなどに参加・出展

し、研究成果の広報活動を行った。その際、想定され

る来場者別に狙いを持って展示内容・配布物に工夫を

凝らし取り組んだ。 

・講師派遣は多種多様年間 425 件実施しているが、本年

度は新たな取り組みとしてアウトリーチプロジェク

トを立ち上げ、全国組織であるベルマーク教育助成財

団と協定を締結し、小中学校等（全国十数校）への講

師派遣の強化を実施した。全国での防災科研のプレゼ

ンゼンスアップにつながり、研究者のプレゼン技術向

北部地震などの災害に

ついて、積極的かつ迅

速に情報発信を行い、

多くの方々のサイトを

活用頂いたことは評価

できる。 

・報道機関の番組担当者

へ防災科研自らが企画

を提案し特番を作っ

た。それが放送されて

好評であったため、2

回の放送にも至ったこ

とは顕著な成果として

高く評価できる。 

・さらに新たな取り組み

として、ベルマーク財

団と連携し全国十数校

での所員による防災科

学教室を実施し全国組

織との持続可能性な防

災教育のシステム構築

を作ったことについて

も顕著な成果として高

く評価できる。 
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上に図った。次年度も引き続きの協力依頼を受けてい

る。また別の団体とも連携をする予定であり、更なる

全国組織との持続可能性な防災教育のシステム構築

を目指す。 

 

③災害情報のアーカイブ

機能の強化 

 

防災科学技術の中核的

機関として、防災科研の研

究成果のみならず、国内外

の防災科学技術に関する

研究や、様々な自然災害に

関する資料を収集・整理し

て、データベース化を進

め、ウェブ等を通じて研究

者、防災の専門家、一般市

民等へ効果的に提供する 

③災害情報のアーカイブ 

機能の強化 

 

防災科学技術の中核的

機関として、防災科研の研

究成果のみならず、国内外

の防災科学技術に関する

研究や、様々な自然災害に

関する資料を収集・整理し

て、データベース化を進

め、ウェブ等を通じて研究

者、防災の専門家、一般市

民等へ効果的に提供する。

平成 30 年度については以

下の業務を実施する。   

・所内各研究部門・センタ

ー等と連携し、研究成果に

関する情報のデータベー

ス化に着手する。また、「自

然災害ハザード・リスク評

価に関する研究」と連携

し、過去の災害資料の収

集、整理、保管を進める。

・総合防災情報センター、

ICT 統括室、広報課をはじ

めとし、各部門、センター、

プロジェクト、課室等で行

っている研究成果の発信

 ③災害情報のアーカイブ機能の強化 

 

・防災科学技術に関する図書、災害記録、学術論文、地

図、統計等の情報及び資料 2,978 点を収集した。収集

した情報及び資料は、記録媒体・流通形態を問わず対

象とした。収集した各種情報及び資料のメタデータを

蔵書データベースに入力することにより所内外に公

開するとともに、情報及び資料を供覧した。入室者数

は所内外 3,052 名、貸出冊数は 534 冊、複写冊数は

106 冊であった。また、「大阪府北部地震」「平成 30

年 7 月豪雨」及び「北海道胆振東部地震」関連資料を

展示するとともに収集を行った。更に、「災害と食」

「空から見た関東大震災」「東北を襲った 2つの災害」

3 種の企画展示を行った。前年度より日本全国の大

学、関係機関、博物館・図書館・文書館（MLA）等関

連 30 機関と連携し、社会全体で「知の結集」を実現

し、知を結集する仕組みを構築すべく、「被災地図書

館メーリングリスト」を情報交換の場として運用して

いる。８月 31 日には国立国会図書館と連携協力に関

する協定を締結した。図書館総合展ではフォーラム

「西日本豪雨災害緊急報告会～被災地図書館からの

報告」トークイベント「被災したらどうなる？どうす

る？」を開催した。フォーラム、トークイベントと合

わせて 500 名を超える来場者があり、ブースでは被災

した図書館の災害時 SOP 試案を配布した。所の研究成

果として、「主要災害調査」No.52 の冊子刊行（オン

ライン発表は 2017 年度）、「研究資料」No.419-433 と

して 16 冊を刊行し、刊行物 865 冊を配布した。学術

③災害情報のアーカイブ 

機能の強化 

 

・平時のアーカイブ機能

の強化については、国

会図書館との連携協定

や被災図書館ネットワ

ークの強化に取り組

み、外部機関との連携

に努めた。 

・刊行物と研究データに

DOI を付与することと

し、そのための機関リ

ポジトリ等の構築・運

用を行うなど、研究成

果の知財としての価値

を高める仕組みの構築

を実施した。 

・災害時のアーカイブ機

能の強化については、

「戦略的イノベーショ

ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の取組と連

携しながら、継続して

防災科研クライシスレ

スポンスサイトを運用

するとともに、その運

用の効率化・標準化に



 

- 22 - 
 

において、特に災害時にお

ける防災科研クライシス

レ ス ポ ン ス サ イ ト

（NIED-CRS）の構築・公開

を中心に、総合防災情報セ

ンターを中核とした全所

的な連携を進める。 

 

雑誌の購入に際しては、所内研究者の要望を考慮しつ

つ 、 利 用 頻 度 を 勘 案 し て 年 間 購 読 契 約 か ら

Pay-Per-View 購読への切り替え（1誌）、Pay-Per-View

での追加購読（2誌）を実施することにより H31 年度

の経費削減を図った。所内研究者に向けたサービスと

して、Elsevier 電子ジャーナル講習会、引用索引デ

ータベース Web of Science の導入および講習会を行

った。 

・防災科学技術に関する情報を統合発信する防災情報デ

ジタルライブラリ構想を実現するために、情報統合運

用室において、各部署で保有する情報プロダクツを全

所的かつ統合的に情報管理・情報発信に取り組んだ。

各部署で保有する情報プロダクツは、年度末時点で

138 のプロダクツ、21 のデータ形式、27のシステム・

データベースがあることを確認した。また、研究成果

の知財としての価値を高めるために、インターネット

上で恒久的にアクセス可能な ID である DOI（Digital 

Object Identifier）について、地震観測網データ、

雪氷気象観測データを先行事例として、付与方法・手

順を全所的に検討の上、刊行物のみならず、研究デー

タに対しても ID を付けることとし、「防災科学技術研

究所デジタルオブジェクト識別子（DOI）運用要領」

の策定を行った。またこれを踏まえ、DOI 付与機能と

横断的な研究成果の検索機能を有する情報基盤とし

て、防災科研機関リポジトリ（NIED-IR）を構築し、

DOI の付与を開始した。・昨年度に引き続き、「戦略的

イノベーション創造プログラム（SIP）」や、所内各部

門・センター・プロジェクトと連携し、災害時に各種

情報を集約・提供する Web サイト「防災科研クライシ

スレスポンスサイト（NIED-CRS）」を、「自然災害情報

の利活用に基づく災害対策に関する研究」で開発した

技術を適用して機能強化するとともに、昨年度の九州

北部豪雨等での経験を踏まえて、発信・運用に関する

努めた。その結果とし

て、大阪府北部地震、

平成 30 年 7月豪雨、北

海道胆振東部地震にお

いて、情報統合運用室

を軸として研究系部

署・事務系部署が一体

となって効率的に対応

したことは、特に顕著

な成果として高く評価

できる。 

・さらに、外部機関との

連携として、LINE 株式

会社や日本防災産業会

議との連携により民間

への展開も実を結びつ

つあり、防災科研のプ

レゼンスと日本全体の

防災力向上に大きく寄

与したことにおいても

高く評価できる。 
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手順の効率化や全所対応体制を構築し、開設・運用し

た。その結果、内閣府災害時情報集約支援チーム

（ISUT）が現地支援に入ることとなった。大阪府北部

地震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振東部地震にお

いては、情報統合運用室を軸として研究系部署・事務

系部署が一体となって効率的に対応することができ

た。結果として、大阪府北部地震では 10 種（22 プロ

ダクツ）、平成 30 年度 7 月豪雨では 29 種（136 プロ

ダクツ）、北海道胆振東部地震では 15 種（53 プロダ

クツ）の情報を共有した。今年度、NIED-CRS は、8

回の自然災害（災害に至らなかったもの、一般に公開

しなかったものを含む）に対して開設・運用した。こ

れらは、現地災害対策本部や各種災害対応機関で活用

されるとともに、アーカイブしたデータは研究開発に

活用されている。 

・外部機関との連携として、ＬＩＮＥ(株) と「インタ

ーネット・AI 技術を活用した防災・減災に向けた連

携協力に関する協定」を締結した。また、産業分野と

の連携として、日本防災産業会議と「収集・作成する

災害情報の提供・使用許諾」について覚書を締結した。

 

(４）研究開発の国際的な

展開 

 

我が国の防災科学技術

の研究開発及び情報の受

発信の中核的機関として、

海外の研究機関・国際機関

との共同研究や協定、国際

共著論文の発表等による

連携を推進し、国際的なネ

ットワークの強化、防災科

学技術の海外展開への取

(４）研究開発の国際的な

展開 

 

我が国の防災科学技術

の研究開発及び情報の受

発信の中核的機関として、

海外の研究機関・国際機関

との共同研究や協定、国際

共著論文の発表等による

連携を推進し、国際的なネ

ットワークの強化、防災科

学技術の海外展開への取

○防災科研及び我

が国の国際的な位

置づけの向上に向

けた研究の促進が

図られているか。 

 

《評価指標》 

・海外の研究機関・

国際機関等との連

携による成果 

《モニタリング指

標》 

(４）研究開発の国際的な展開 

 

・海外との共同研究等の実施に関して、WOVO、SCEC、WMO

等とのデータ連携協力を推進する他、雪氷防災に関す

る研究に関する協力を進めるため、雪氷防災研究部門

とロシア科学アカデミー極東支部極東地質研究所

（FEGI FEB RAS）並びにロモノーソフ記念モスクワ国

立大学地理学部（FG MSU）との間で三者間の協力協定

を締結した。また、地震減災実験研究部門が釜山国立

大学校(PNU)の地震防災研究センター(SESTEC)との間

で、地震工学分野における共同研究やワークショップ

開催を検討する旨に同意した協定を締結した。 

(４）研究開発の国際的な

展開 

 

補助評定：（Ａ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘

案した結果、適正、効果

的かつ効率的な業務運営
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組を通じて、防災科研及び

我が国の国際的な位置づ

けの向上を図る。 

このため、アジア・太平洋

地域の地震観測網を活用

した津波予測システムの

開発、WOVO（World Or-

ganization of Volcano 

Observatories）との連携

に基づく火山観測データ

に関する国際データベー

スの充実・共有化の推進、

国際 NPO 法人 GEM (Global 

Earthquake Model)との連

携に基づく国際的な地震

ハザード評価、リスク評価

手法の開発とその標準化

等の取組を引き続き推進

する。また、2015 年４月

ネパール地震において実

施した現地災害調査の実

績を踏まえ、海外で発生し

た災害に対しても被災地

に貢献できる取組を実施

する。さらに、国際シンポ

ジウムの開催、海外からの

人材・視察の受け入れ等に

取り組む。 

また、国際的な研究開発動

向や防災に関する国際協

力のニーズを踏まえ、企業

も含め新たな協力連携相

手の開拓に努めるととも

組を通じて、防災科研及び

我が国の国際的な位置づ

けの向上を図る。 

このため、アジア・太平洋

地域の地震観測網を活用

した津波予測システムの

開発、WOVO（World Or-

ganization of Volcano 

Observatories）との連携

に基づく火山観測データ

に関する国際データベー

スの充実・共有化の推進、

西太平洋地域等における

各機関との地震観測デー

タ共有による地震カタロ

グ整備及び津波予測精度

の向上、WMO（World Me-

teorological Organiza-

tion）固体降水相互比較実

験（SPICE）におけるデー

タ共有、雪氷防災実験施設

を用いた国際共同研究を

進める。 

また、APEC Center の一つ

である ACES(APEC Coop-

eration for Earthquake 

Science)や、国際 NPO 法人

GEM (Global Earthquake 

Model) との連携を推進す

るとともに、TEM（Taiwan 

Earthquake Model）、GNS

（ニュージーランド）との

ワークショップを開催し、

・海外の研究機関・

国際機関等との共

同研究件数 

・海外からの研修生

等の受入数 

・論文数・口頭発表

件数等（国際）、

TOP10%論文数 

 

・2018 年 9 月には、APEC の枠組で ACES 国際ワークショ

ップ（第 10 回）を兵庫県淡路島にて主催し、地震発

生のプロセス、関連する現象等に関して、各国からの

参加者の知見と経験を共有し、理解を深めた他、地震

ハザード・リスク評価研究の国際 NPO 法人 GEM の一

員として参画機関と共同で研究開発を進めていた、地

震リスクにさらされている世界のすべての国を網羅

する史上初のデジタル地震リスクマップを発表した。

また、11 月には台湾 の TEM、ニュージーランドの GNS 

らと協力して「日本・台湾・ニュージーランドの地震

ハザード評価」に関する研究交流会をニュージーラン

ドのオマルー市で実施した。12 月には「戦略的イノ

ベーション創造プログラム（SIP）」第 2期防災におけ

る衛星リモートセンシングデータ活用の研究プロジ

ェクトを推進するため、衛星データの実際の災害対応

への活用を長年実施している米国テキサス大学宇宙

研究センターから専門家を招き、国内の重要な関係者

を集めた講演会、シンポジウムを開催し、米国の知見

を学びつつ、日本における適用の課題等について議論

を行うとともに、「戦略的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）」第 2期期間中に、本分野でテキサス大学

と協力連携するための枠組について議論を深めた。

2019 年 2 月には、Ｅ－ディフェンスと Natural 

Hazards Engineering Research Infrastracture 

(NHERI)の施設を活用した地震工学分野における日米

共同研究の推進を目的とした覚書を締結している米

国の NHERI らの研究者が来日し、兵庫耐震工学研究セ

ンターにおいて、地盤配管設備等を再現した木造 3

階建て住宅の機能を検証するための震動台実験の見

学を実施し、両機関の施設を活用した共同研究の可能

性等に関する議論を行った。 

・海外との防災協力の取組に関しては、ネパール地震を

受けてトリヴァン大学と災害時の情報利活用に関す

の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認め

られるため、（Ａ）評定と

する。 

 

（（Ａ）評定の根拠） 

 

・海外との共同研究等の

実施に関しては、我が

国の知見を発信する国

際会議を国内において

複数主催し、国際的な

防災の取組を促す国際

会議を国外でも開催し

た。 

・論文の発表、口頭発表

及び共同研究の取り組

みの実績については、

昨年度に引き続き、1

年あたりの目標を達成

しており、中長期計画

に基づいて着実な進展

が認められた。 

・顕著な成果としては、

先方の求めに応じる

「受け身」の国際協力

から、こちらから協力

したい分野を目指して

積極的に働きかける

「攻め」の国際協力に

転じた点であり、具体
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に、防災科学技術に関する

国際共同研究及び技術の

海外展開のための事業を

推進する。 

 

アジア・環太平洋地域での

研究交流を進め、SCEC（南

カリフォルニア地震セン

ター）との連携を図り、地

震ハザード・リスク評価の

国際展開を行う。 

また、2015 年 4 月ネパー

ル地震において実施した

現地災害調査の実績を踏

まえ、海外で発生した災害

に対しても被災地に貢献

できる取組を実施する。さ

らに、国際シンポジウム等

の開催や参加、海外からの

人材・視察の受け入れ等に

取り組む。 

また、国際的な研究開発動

向や防災に関する国際協

力のニーズを踏まえ、企業

も含め新たな協力連携相

手の開拓に努めるととも

に、防災科学技術に関する

国際共同研究及び技術の

海外展開のための事業を

推進する 

る共同研究を継続して実施した他、SATREPS 事業とし

て平成 30 年度から本格的に開始された「産業集積地

における Area-BCM の構築を通じた地域レジリエンス

の強化」プロジェクトに参画し、防災科研が有する水

系の様々な技術・ノウハウを活用して、対象国のタイ

国において、水害リスクのある地域の各主体が協働し

て地域全体の BCM 運用体制を確立・展開することを目

指し、タイのチュラロンコン大学らとともに、既存の

BIA 手法群の体系的な整理と評価、ロジャナ工業団地

の複数の担当者へのヒアリング、2011 年水害後の BCP

の取組み状況、水害における重要インフラ被害リス

ク、事業者間相互依存関係等の調査を実施した。また、

日・マレーシア首脳間の合意を踏まえ設立されたマレ

ーシア日本国際工科院（MJIIT）への協力事業に引き

続き参加し、防災科研研究者の講師派遣、学生の視察

受け入れ等を行った。さらに、日ペルー交流 120 周年

に当たる 2019 年の 11 月 5 日（世界津波の日）に、ペ

ルー政府が日本の経験を取り入れた津波避難訓練を

実施できるよう、日本の専門家との検討を踏まえてペ

ルー側に情報提供を重ね、その結果として、3月には、

ペルー・ビスカラ大統領より、日本と協力した津波避

難訓練を実施するよう関係省庁に指示がなされたと

ころであり、防災科研は専門家とともに首都リマへ出

張し、大統領府での同会議に出席するとともに、ペル

ー防災庁（INDECI）、ペルー工科大等関係機関を訪問

し、11 月の津波避難訓練の実施に向けて議論を行っ

た。また、2015 年の第 3 回国連防災世界会議で合意

された仙台防災枠組の科学技術分野を推進するため

に、防災科研は日本学術会議と連携し、日本国内にお

ける Nation’s Synthesis の実施とその国際展開につ

いて取り組んでおり、10 月には、災害リスク統合研

究（IRDR）、国際科学会議（ICS）、国連 ISDR とともに、

中国・成都にて国際会議を共催し、オンラインシステ

的には、テキサス大学

との協力においては、

我が国に不足している

衛星データの活用に関

して米国の知見に学ぶ

会議を国内の重要な関

係者の参加を得て開催

するとともに、同大学

との継続的な協力の礎

を築いたところであ

り、非常に積極な取組

が見られたことは高く

評価できる。それに加

えて、海外との防災協

力の取組としては、タ

イ 国 を 対 象 と し た

SATREPS 事業に防災科

研の有する技術・ノウ

ハウを活用しながら着

実に取り組む他、ペル

ー政府に働きかけ、我

が国の知見を活かした

防災対策の実現に向け

貢献しているところで

あり、また、仙台防災

枠組の科学技術分野の

推進に実質的に貢献す

る防災減災連携研究ハ

ブの構築も行ってお

り、非常に積極的な活

動がなされていること

においても高く評価で

きる。 
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ムによる Nation’s Synthesis の実現の方向性を明ら

かにした。そして、3 月には、Nation’s Synthesis

の国内推進体制として、防災科学技術研究所（事務

局）、東京大学地震研究所、京都大学防災研究所等の

13 の機関で構成される防災減災連携研究ハブが設立

され、さらに、このハブを活用した「災害リスク低減

に向けた Nation’s Synthesis の実現」について、第

24 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関する

マスタープランの重点大型研究計画の継続応募に申

請した。国際シンポジウム等については 6月に韓国の

国家防災研究院及び台湾の国家災害防救科技センタ

ーと合同で実施している「災害軽減国際ワークショッ

プ」（第 9 回）を防災科研雪氷防災研究センターがあ

る長岡市にて開催し、各機関の最新の取組を発表し意

見交換を行うとともに、新潟県中越地震の被災地を訪

問し、災害復興の取組について知見を深めた。この機

会に、レジリエンスコンソーシアム事務局の筑波大学

も参加し、同コンソーシアムへの参加を呼び掛け、台

湾の国家災害防救科技センターが新たにメンバーと

して参加することとなった。11 月には、水・土砂防

災研究部門において、2017 年 1 月に韓国気象庁気象

レーダセンターとの間で締結した協力協定に基づき、

ソウル市で気象レーダの解析技術に関する合同ワー

クショップを開催した。海外からの人材・視察の受け

入れ等に関して、5月に、イスラエルのガラント住宅

建設大臣がつくば本所を訪問され、特に地震の対策に

ついて、防災科研の取組や実験施設を紹介し、さらに、

11 月には、同省の専門家使節団が訪問し、既存建造

物の補強及び倒壊防止、その他規制に関して日本側の

特組の紹介と意見交換を実施した。7月には、中国危

機管理庁の副大臣兼地震局長がつくば本所とＥ－デ

ィフェンスを訪問され、地震研究を中心に防災科研の

取組について紹介した。また、10 月には、『防災推進

・海外からの視察につい

ては、イスラエルの大

臣や中国の副大臣など

要人を受け入れ、イス

ラエルについては後

日、実務担当者の訪問

も受けており、充実し

た説明や対応を行っ

た。 
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国民大会 2018』において、防災科研の取組を英文で

展示し、インドのミシュラ首相府首席次官補等に対

し、地震の早期警報システム等を中心に説明した。 

・新たな連携先の開拓については、9月に中国・成都で

開催された日中科学技術政策セミナーに参加し、デジ

タル技術革新を踏まえた災害に対するレジリエンス

の向上について発表し、中国科学院等と意見交換を行

った他、3月にはインド・ニューデリーで開催された

第 3回日印防災協力会議に参加し、研究機関間の交流

をテーマとしたセッションにおいて、インド工科大学

等インド側参加者と意見交換を行い、両国政府が推進

する防災協力の実現に向けた議論を行った。他に 10

月末から 11 月上旬にかけて、京都府にて開催された

GEOWeeK において、「日本の地球観測における SDGs・

気候変動・防災への貢献」のテーマに沿って、気象災

害軽減イノベーションセンターや雪氷防災研究部門

の取り組みに関する展示を行った。2月には、米国ワ

シントン DC にて米国科学振興協会が開催した“AAAS 

2019 Annual Meeting “ Science Transcending 

Boundaries””に出展し、 JST 等の国内の研究開発

法人と連携し、“Japan’s practices on STI for 

implementing the SDGs”をテーマに防災科学技術研

究所の取組を紹介した。 

 

（５）人材育成 

 

防災科研は、我が国の防

災科学技術の発展を通じ

て国及び国民の安全・安心

の確保に貢献するため、防

災科研内外の研究者等の

養成・資質向上のみなら

ず、地方公共団体や地域の

（５）人材育成 

 

防災科研は、我が国の防

災科学技術の発展を通じ

て国及び国民の安全・安心

の確保に貢献するため、防

災科研内外の研究者等の

養成・資質向上のみなら

ず、地方公共団体や地域の

○防災に携わる人

材の養成や資質の

向上に資する取組

が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・人材育成のための

取組の成果 

（５）人材育成 

 

・連携大学院制度による大学院生を 2 名受入、研究員・

研修生 17 名、JICA 研修生 108 名を受け入れた。また、

インターンシップ制度により 8名を受入れた。クロス

アポイントメント制度では、新たに次期海底地震津波

観測網の検討に大学から技術統括を受入れるなど 6

人を受入れ、地方公共団体から防災担当職員（千葉県、

三重県、東京消防庁）の受入を行った。レジリエンス

（５）人材育成 

 

補助評定：（Ｂ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘
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防災リーダー等広く防災

に携わる人材の養成・資質

向上等に取り組む。 

具体的には、連携大学院制

度やインターンシップ制

度を活用した内外からの

優秀な大学生・大学院生の

積極的な受け入れ、クロス

アポイントメント制度・人

事交流等を通じた研究者

間の協働の推進及び地方

公共団体や地域の防災実

務担当者を対象とした受

入・研修プログラムを開設

するとともに、これらの者

の防災実務及び研究開発

現場での協働の推進を通

じ、人材の育成や資質の向

上に取り組む。 

さらに、将来の防災科学技

術を担う人材の裾野を広

げるとともに、国民全体の

防災リテラシー向上を図

るため、教育機関や地方公

共団体、NPO 法人等を対象

として、防災教育のための

講師派遣・研修等にも着実

に取り組む。 

 

 

 

 

 

防災リーダー等広く防災

に携わる人材の養成・資質

向上等に取り組む。 

具体的には、連携大学院制

度、インターンシップ制度

等を活用した内外からの

優秀な大学生・大学院生の

積極的な受け入れ、クロス

アポイントメント制度・人

事交流等を通じた研究者

間の協働の推進及び地方

公共団体や地域の防災実

務担当者を対象とした受

入・研修プログラムを開設

するとともに、これらの者

の防災実務及び研究開発

現場での協働の推進を通

じ、人材の育成や資質の向

上に取り組む。 

さらに、将来の防災科学技

術を担う人材の裾野を広

げるとともに、国民全体の

防災リテラシー向上を図

るため、教育機関や地方公

共団体、NPO 法人等を対象

として、講師派遣等の仕組

み作りに取り組む。 

 

 

 

 

 

 

《モニタリング指

標》 

・研究員・研修生・

インターンシップ

等の受入数 

 

 

社会の実現を目指し、企業、研究機関、大学がそれぞ

れの強みを生かしつつ協働して、これまでにない新た

な理論や技術を開発したり、それらを社会実装する人

材を育成したりするために設立されたレジリエンス

研究教育推進コンソーシアム（会長：防災科研林理事

長、事務局：筑波大学）については、筑波大学の教員

に加え、防災科研を始めとする構成機関の研究者等が

指導教員として参画する協働大学院方式による学位

プログラム（筑波大学）を令和 2年度から開始するこ

とを目指し、先行的に令和元年度より既存の枠組みを

活用して筑波大学大学院システム情報工学研究科リ

スク工学専攻において講義を開始するための準備を

進めた。特に防災科研内においては、防災科研研究員

8名が担当する授業「災害リスク・レジリエンス論」

の開設準備を行った。また、本コンソーシアムの取組

を広く発信するため、19 の学会等の後援を得て、12

月に都内において第 1 回目となる公開シンポジウム

を開催し、レジリエンス社会の実現に向けた議論を行

った。 

・教育機関、国、地方公共団体及び NPO 法人等を対象と

しての防災教育のための講師派遣・研修等について

は、普及啓発に係る講師派遣を行った。災害対応時の

実務支援の派遣及び地方公共団体からの要望を受け

た講師派遣を行った。 

特に本年度は防災科研が行う研究開発を、より広範な

国民各層へ周知・啓発を図る防災教育を通して社会実

装することで、地域の防災力強化の一環とし、防災科

研の社会的認知を高めることを目的とし、より一層の

アウトリーチ活動を実施した。実施するために所内で

体制を整備し、全国組織と交渉を行い、本年度はベル

マーク教育助成財団（全国で約 27,000 校・団体が参

加している）とベルマーク参加校に講師派遣を行うこ

とができた。 

案した結果、「研究開発

成果の最大化」に向けて

成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認め

られ、着実な業務運営が

なされているため、（Ｂ）

評定とする。 

 

・連携大学院制度、研究

員・研修生の受け入れ

を通じ、人材育成や資

質向上に取り組んだ。

インターンシップ制度

による受入を通じ、職

業適性の見極めを支援

し、高い就業意識を育

成するとともに、災害

や防災に関係する研究

の理解増進に取り組ん

だ。 

・レジリエンス研究教育

推進コンソーシアムに

ついては、構成機関の

大学、研究機関、企業

等が協働するための仕

組みづくりに取り組

み、特に、防災科研の

研究者が指導教官とし

て参画する新たな学位

プログラム開設に向け

て、令和元年度より先

行して開講し、防災科

研の研究者が担当する
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予定の「災害リスク・

レジリエンス論」の準

備を着実に進めた。 

・教育機関等への防災教

育のための講師派遣等

に取り組んだ。 

 

（６）防災行政への貢献 

 

防災科研は、災害対策基

本法に基づく指定公共機

関として、同法及び関係法

令や自らが定めた防災業

務計画に基づき、重大な災

害が発生した場合には、都

道府県や市町村に協力す

ることが求められている。

そのため、防災科研全体と

して対応する観点から体

制の整備を図る。重大な災

害が発生した場合には、災

害対応を総括する責任者

を置き、当該者を中心とし

て複数部門の職員から構

成される分野横断的な災

害対応の組織を立ち上げ

る。また、災害情報システ

ム等を活用しながら、発災

後の被害拡大防止及び復

旧・復興に資する防災科学

技術に基づいた情報提供

を関係機関等へ迅速に行

うとともに、職員を派遣し

（６）防災行政への貢献 

 

防災科研は、災害対策基

本法に基づく指定公共機

関として、同法及び関係法

令や自らが定めた防災業

務計画に基づき、重大な災

害が発生した場合には、都

道府県や市町村に協力す

ることが求められている。

そのため、防災科研全体と

して対応する観点から体

制の整備を図る。重大な災

害が発生した場合には、災

害対応を総括する責任者

を置き、当該者を中心とし

て複数部門の職員から構

成される分野横断的な災

害対応の組織を立ち上げ

る。また、災害情報システ

ム等を活用しながら、発災

後の被害拡大防止及び復

旧・復興に資する防災科学

技術に基づいた情報提供

を関係機関等へ迅速に行

うとともに、職員を派遣し

○国、地方公共団体

等への防災に貢献

する取組は適切に

行われているか。 

 

《評価指標》 

・国や地方公共団体

等との協力や支援

等の取組の成果 

《モニタリング指

標》 

・災害調査の実施・

支援等の件数 

・国や地方自治体等

への情報提供・協力

等の件数 

 

（６）防災行政への貢献 

 

・防災科研は、平成 30 年に試行を開始した内閣府が設

置する官民チーム「災害時情報集約支援チーム

（ISUT）」の一員となり、大規模災害時における状況

認識の統一に資するよう、府省庁連携防災情報共有シ

ステム（SIP4D）を活用しながら現地での情報収集・

集約及び情報共有を行う活動を実施した。その中で、

平成 30 年 7 月豪雨における防災科研の対応として、

災害発生前より平成 30 年台風第 7 号と類似した経路

を取った過去に災害をもたらした台風の情報のウェ

ブサイト、及び災害関連情報を集約した Web サイト

「防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）」

を公開（アクセス数は 108,992（平成 30 年 7 月 5 日

～平成 31 年 3 月 31 日））した。発災後は、分野横断

的な災害対策チームを設置するとともに、災害直後よ

り被災地へ職員を順次派遣（累計 65 名）し、SIP4D

を用いて県の災害対策本部や災害対応機関（地方自治

体、自衛隊、消防等）のニーズに応じた情報共有支援

を行ったことが高く評価された。本支援活動に関して

広島市長より感謝状の手交があった。上記の平成 30

年 7 月豪雨を始め、4月に発生した霧島山（硫黄山）

の噴火、6 月に発生した大阪府北部の地震、8 月に発

生した口永良部島の噴火、9 月に発生した平成 30 年

度北海道胆振東部地震など多くの自然災害が発生し

たことに伴い、全部で 80 件の災害調査の実施・支援

（６）防災行政への貢献 

 

補助評定：（Ｓ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、

中長期目標等に照らし、

研究所の活動による成

果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘

案した結果、適正、効果

的かつ効率的な業務運営

の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて特に顕

著な成果の創出や将来的

な特別な成果の創出の期

待等が認められるため、

（Ｓ）評定とする。 

 

（（Ｓ）評定の根拠） 

 

・特に顕著な成果として、

平成 30 年に試行を開

始した内閣府が設置す

る官民チーム「災害時

情報集約支援チーム

（ISUT）」の一員とな
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て災害現場の支援等を行

う。 

さらに、災害時の被害拡大

防止及び速やかな復旧・復

興の実効性を高めるため、

被災した都道府県や市町

村の職員等を交えたフォ

ローアップを行い、災害現

場で必要とされている防

災科学技術のニーズを明

らかにして、必要に応じて

研究開発に反映させると

ともに、国、地方公共団体

との連携・協働を強化す

る。 

て災害現場の支援等を行

う。加えて、国と地方・民

間の「災害情報ハブ」推進

チームの活動の一端を担

う。 

さらに、災害時の被害拡大

防止及び速やかな復旧・復

興の実効性を高めるため、

被災した都道府県や市町

村の職員等を交えたフォ

ローアップを行い、災害現

場で必要とされている防

災科学技術のニーズを明

らかにして、必要に応じて

研究開発に反映させると

ともに、国、地方公共団体

との連携・協働を強化す

る。 

地方自治体や企業と協定

を締結し、地震や津波の早

期検知やモニタリング技

術、即時予測技術を実装

し、広く防災減災に貢献す

る。和歌山県、三重県、千

葉県、尾鷲市、電力会社、

鉄道会社と海底地震津波

観測網データの利活用に

関する協定を結び、各地域

や各事業の防災減災へ連

携して取り組む。 

等を行った。それら調査結果を関係機関への資料提出

や現地対策本部等へ提供しただけではなく、一般に対

してウェブサイトを公開した。また国等の委員会への

情報提供については、地震調査研究推進本部、地震防

災対策強化地域判定会、地震予知連絡会、火山噴火予

知連絡会等に数多くの提供を行った。地方公共団体等

については、震動実験映像、eコミュニティ・プラッ

トフォーム（18 件）、MP レーダ情報等々の情報提供を

行った。 

・三重県、和歌山県、徳島県、千葉県流山市、神奈川県

藤沢市、三重県尾鷲市、電力会社、鉄道会社とデータ

利活用に関する協定を結び、各地域や各事業の防災減

災へ連携して取り組んだ。 

り、大規模災害時にお

ける状況認識の統一に

資するよう、府省庁連

携防災情報共有システ

ム（SIP4D）を活用しな

がら現地での情報収

集・集約及び情報共有

を行う活動を実施した

だけではなく、平成 30

年 7 月豪雨では災害直

後より被災地へ職員を

順次派遣し、SIP4D を

用いて県の災害対策本

部や災害対応機関（地

方自治体、自衛隊、消

防等）のニーズに応じ

た情報共有支援を行

い、広島市長より感謝

状を頂いたことは高く

評価できる。 

・また、平成 30 年 7 月豪

雨を始め、多くの自然

災害が発生したことに

伴い、全部で 80 件の災

害調査等を実施した。

それら調査結果を関係

機関への資料を提出し

たことや現地対策本部

等へ提供しただけでは

なく、一般に対してウ

ェブサイトを公開した

ことは評価できる。 

・多くの地方公共団体等
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に対しては、震動実験

映像、eコミュニティ・

プラットフォーム、MP

レーダ情報等の情報提

供を行ったことや地方

公共団体や民間企業と

協定を締結するなど、

研究成果の普及と活用

の促進がなされている

ことは高く評価でき

る。 
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１．事業に関する基本情報 

Ⅰ．2 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

２．主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報 ②主要なインプット情報 

指標 数値

目標 

H28

年度 

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2 

年度

R3 

年度

R4 

年度

 H28

年度

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2 

年度

R3 

年度 

R4 

年度 

論文数（編）  126

編 

140

編

134

編

予算額（千円） 3,211

,166

2,041

,775

2,129

,213

    

学会等での口頭発表

数（件） 

 709

件 

679

件

691

件

決算額（千円） - - -     

   経常費用（千円） - - -   

   経常利益（千円 - - -   

  
 

行政サービス実

施コスト（千円）

- - -
  

  
 

従事人員数（人） 106.2

人

76.3

人
83 人   

３．中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 年度計画 

(平成 30 年度の該当部分)

評価軸、指標等 業務実績 自己評価 

評定 Ａ 

２．防災科学技術に関する

基礎研究及び基盤的研

究開発の推進 

２．防災科学技術に関する

基礎研究及び基盤的研

究開発の推進 

○研究開発成果を

最大化するための

研究開発マネジメ

ントは適切に図ら

れているか。 

 

《評価指標》 

・理事長のリーダー

シップが発揮され

るマネジメント体

制の構築・運用状況

 

 

理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大

化」に向けた研究開発能力及び経営管理能力の強化を図

るため、拡大役員会議の場において各プロジェクト等の

業務の進捗状況報告を実施した。それに加えて、理事長

が研究者ひとりひとりと意見交換をする場など、様々な

機会を設けて研究者から話を聞いている。また、各種事

業の推進に向けた検討においては、理事長が担当者にヒ

アリングを実施するなど、適切なマネジメントを行って

いる。 

<評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中

長期目標等に照らし、研究

所の活動による成果、取組

等について諸事情を踏ま

えて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率

的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向け

て顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待

等が認められるため、評定

をＡとする。 
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（Ａ評定の根拠） 

 

・理事長のリーダーシップ

の下、「研究開発成果の

最大化」に向けた研究開

発能力及び経営管理能

力の強化を図るため、拡

大役員会議の場におい

て各プロジェクト等の

業務の進捗状況報告等

を実施したこと。 

・地震動の即時予測、余震

活動予測を行うシステ

ム開発のため構築した

プロトタイプの高度化

と実証試験が着実に進

み、強震モニタ API のプ

ロトタイプシステムに

ついては試験運用に進

めた。 

・2016 年熊本地震を対象と

した研究成果が日本地

震学会論文賞を受賞し

た。 

・10 層 RC 建物試験体を対

象として、大規模な地震

後も継続利用できる、柱

梁接合部の損傷を抑制

する設計技術の提案と

実証を実施し、次年度に

日本建築学会が発刊す

る指針に掲載予定とな
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った。この指針が発刊さ

れれば、より耐震性の高

い RC 建物を設計するた

め、多くの建築技術者が

参照することになり、安

全性・経済性が高い RC

建物の国民への提供に

大きく貢献することな

る。この成果の創出と展

開は高く評価できる。ま

た、同じ試験体を用いて

実証した基礎すべり構

法について、住宅メーカ

ーからの技術紹介の依

頼があり、社規実装に向

けた成果の展開が期待

できる。 

・防災科研として初めてク

ラウドファンディング

に挑戦し、海外（ネパー

ル）における石積の伝統

的な家の地震被害を防

ぐための実証実験を大

型耐震実験施設で実施

したことは、今後の活動

に先鞭をつけ、メディア

等を介して所の PR に貢

献したことは高く評価

できる。 

・全国を対象とした 250m

メッシュの土砂災害・浸

水危険度を配信する技

術が構築され、平成 30
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年7月豪雨時に災害現場

に配信された。 

・積雪地域で多発する雪下

ろし関連事故の防止に

つながる「雪おろシグナ

ル」、及び吹雪予測手法

の開発と社会へ応用し

た。「雪おろシグナル」

は特別豪雪地帯として

知られる新潟県津南町

の空き家の雪対策とし

ても活用されている。吹

雪予測情報は北海道中

標津町教育委員会にお

いて通学バスの安全運

行に利用されるなど、積

雪地域の防災に寄与し

ている。これらは、雪氷

防災に関する研究開発

が自治体等との連携に

より高度化するととも

に対象範囲が広域化し

たものであり、社会に貢

献する研究成果である。 

・地震活動モデルを改良し

た 2018 年起点の地震動

予測地図を作成し、これ

らの検討結果は、「全国

地震動予測地図 2018 年

版」として地震調査研究

推進本部より予定通り

公表され、さらに 2019

年 起 点 に お い て も
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J-SHIS より公開される

こととなったことは顕

著な成果として高く評

価できる。さらに、地震

ハザード評価に関する

研究が、文部科学大臣表

彰、内閣総理大臣表彰で

評価されただけにとど

まらず、社会での活用の

ため成果を広く公表し

た。 

・内閣府官民チーム「災害

時情報集約支援チーム

（ISUT）」の情報共有サ

イトにも同じ技術を適

用しており、災害対応機

関からの高い評価も得

たことである。加えて、

その適用の中で、災害対

応時の情報プロダクツ

や ISUT のような組織体

の有効性や課題の抽出

を行い、それを研究開発

の発展として、「戦略的

イノベーション創造プ

ログラム（SIP）」第 2期

の研究テーマ採択にも

つなげた。 
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（１）災害をリアルタイム

で観測・予測するための

研究開発の推進 

 

①地震・津波予測技術の戦

略的高度化研究 

 

平成 23 年東北地方太平

洋沖地震では、津波警報に

よる津波予測高が過小評

価であったために迅速な

避難に繋げられず、また被

害の把握が遅れた。また、

緊急地震速報についても

頻発した余震に対する誤

報等の課題が見出された。

今後発生が懸念される首

都直下地震をはじめとす

る内陸部を震源とする地

震、南海トラフや日本海溝

等における海溝型巨大地

震及びその余震による被

害の軽減に向けては、上記

課題の解決が重要となる。

このため、以下の研究開発

に取り組む。 

防災科研が安定的に運用

する世界最大規模の稠密

かつ高精度な陸域及び

S-netやDONET等の海域の

基盤的地震・津波観測網に

より新たに得られる海陸

統合のデータに加えて、海

（１）災害をリアルタイム

で観測・予測するための

研究開発の推進 

 

①地震・津波予測技術の戦

略的高度化研究 

 

・即時地震動予測、即時余

震活動予測のシステム

化に関する各種調査（フ

ィージビリティ・スタデ

ィを含む）を継続し、前

年度までに構築したプ

ロトタイプシステムの

高度化を行う。有望なア

ルゴリズムについては

随時プロトタイプシス

テムに組み込む。即時地

震動予測システムのう

ち、データ同化システム

の構築を開始する。海域

地震動データを効果的

に即時予測に活かすた

めの各種研究を開始す

る。さらに長周期地震動

に関しては、現行の緊急

地震速報と同様のタイ

ミングで個別地点の地

震動を予測しリアルタ

イムの観測情報と合わ

せて配信する利活用シ

ステムのプロトタイプ

を開発する。このシステ

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

《評価指標》 

・地震・津波の観

測・予測研究開発の

成果 

・成果の社会実装に

向けた取組の進捗 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するための研究

開発の推進 

 

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

 

●即時地震動予測技術及び地震被害推定技術の開発 

・迅速かつ確実な地震動の即時予測、余震活動予測を行

うシステムの開発を行うため、これまで開発してきた

強震動即時補間システムの出力結果を元にして、実況

地震動データから予測を行うデータ同化のアルゴリ

ズムを実装したプロトタイプシステムを構築した。加

えて、実況および予測地震動表示色の国際規格

（ISO22324）対応を実施した。また、海底地震計の自

動姿勢補正プロトタイプシステムの構築を行った。巨

大地震 CMT 解析のプロトタイプシステム、強震モニタ

API のプロトタイプシステムを試験運用するととも

に、海域の強震観測データを即時予測に利用するため

に必要なデータ処理手法を開発した。即時余震予測に

用いるアルゴリズムの自動化について引き続き検討

し、強震動即時予測を高度化するための新たな観測機

器の開発を進めた。長周期地震動に即時に対応するた

めのリアルタイム情報配信技術を開発し、民間企業・

一般ユーザ・気象庁等と連携し実施し、リアルタイム

情報の利活用における課題をさらに抽出し個々の課

題について検討・研究を進めた。 

 

●海底観測網データを用いた津波予測技術の開発 

・陸域への遡上も考慮した津波即時予測及び被害推定の

ため、S-net 沿岸地域についての津波データベースと

Multi-index 法による概観的な浸水深の予測の検討、

微分波形を用いて水圧観測ノイズの影響を軽減した

津波波源インバージョン手法の検討を実施した。さら

にシステムプロトタイプとして前年度構築に着手し

（１）災害をリアルタイム

で観測・予測するための

研究開発の推進 

 

補助評定：（Ａ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中

長期目標等に照らし、研究

所の活動による成果、取組

等について諸事情を踏ま

えて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率

的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向け

て顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待

等が認められるため、（Ａ）

評定とする。 

 

（（Ａ）評定の根拠） 

 

①地震・津波予測技術の戦

略的高度化研究 

 

・地震動の即時予測、余震

活動予測を行うシステ

ム開発のため構築した

プロトタイプの高度化

と実証試験が着実に進

み、強震モニタ API のプ

ロトタイプシステムに

ついては試験運用に進

めたことは、顕著な成果
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外を含む様々な機関のデ

ータや必要に応じてそれ

らを補完する機動的な調

査観測のデータを最大限

活用した研究開発を実施

することにより、地震及び

津波に係る防災・減災に貢

献する。 

具体的には、シミュレーシ

ョン等の技術を活用し、迅

速かつ確実な地震動や津

波の即時予測技術や直後

の被害予測技術の開発を

行うとともに、高信頼・効

率的な地震・津波観測を行

うための観測機材や観測

技術を開発する。また、従

来の地震カタログに具わ

る多様な情報の活用等に

より地震発生の長期評価

の発展につながる地震発

生モデルを構築するとと

もに、室内実験、大規模シ

ミュレーション等を活用

して、被害をもたらす大地

震に関する研究も行う。 

地震・津波防災研究の中核

的機関として国内外の機

関とも連携し、日本におけ

る地震観測データを集

約・公開・解析し、得られ

た地震津波防災情報やシ

ミュレーション結果を国

ムにより 5 以上の機関

に対して長周期地震動

に関するリアルタイム

情報を試験的に配信し

情報を利活用する上で

の課題の抽出等を行う。

・予測手法の改良やデータ

拡充により津波即時予

測システムプロトタイ

プの構築を進めるとと

もに、テスト地域を対象

とした津波の成長・収束

予測システムプロトタ

イプの構築への着手と

遠地津波予測技術と津

波被害推定技術の開発

を進める。またこれらの

予測技術の検証用プラ

ットフォームの構築に

着手する。ステークホル

ダーとの連携や普及啓

発活動により、予測技術

対応地域の拡大に向け

た環境構築を図る。 

・海陸地震観測網の観測デ

ータを統合的に解析す

るための技術開発なら

びにシミュレーション

や統計解析等に基づく

「異常」現象検知方法の

開発を継続する。前年度

に構築したプロトタイ

プに基づき、日本列島地

た津波波源自動解析システムの高度化を行い、微分波

形を用いたインバージョン手法を実装すると共に、推

定された波源に基づくフォワード計算により概観的

な沿岸波高分布の高速な予測計算を可能とした。成

長・収束予測のための基盤技術として、沖合水圧観測

データとシミュレーション結果を統合して空間的に

均質な水圧変動場を推定する津波データ同化手法を

S-net データに適用する機能に加えて、海底地殻変動

の影響を除いたデータ同化手法のリアルタイム化の

ための検証を行った。遠地津波予測のための基盤技術

開発については、前年度までに構築した CMT 解に基づ

く津波伝播自動計算システムの安定稼働を実現し、環

太平洋で発生した約 100 の地震による S-net、DONET

観測点への津波の影響の評価を実施した。これら予測

技術を検証するプラットフォームに向けて津波波源

自動解析システムによる推定結果、Multi-index 法に

よる予測結果、津波データ同化機能、CMT 解に基づく

自動計算システムによる結果を統合的に可視化する

インターフェースを構築し、津波予測システムプロト

タイプの構築を推進した。またステークホルダーと津

波予測手法やデータ活用に関する連携を進めると共

に、津波防災研究に関する共通基盤データベースとし

て津波防災研究ポータルサイトの公開と高度化を行

った。 

 

●地震発生の長期評価の高度化技術の開発 

・地殻活動総合モニタリングシステムについては、紀伊

半島沖で発生する浅部超低周波地震活動について、３

次元地震波速度構造に基づく CMT 解析を実施し、海溝

軸付近の低角逆断層型のイベントであることを確認

するとともに、その震源分布と南海トラフ域のすべり

遅れ分布に有意な相関があることを明らかにした。一

方、S-net データの解析により、東北地方太平洋沖に

として高く評価できる。 

・長周期地震動予測システ

ムが昨年度からの実証

実験の継続と課題への

対応等を通して民間企

業・一般ユーザおよび気

象庁と連携した社会実

装にむけて確実に進展

した。 

・陸海観測網で記録された

地震・水圧の実データを

活用した津波即時予測

技術や津波の成長・収束

の予測技術の高度化に

よって予測の信頼性・高

速性を確実に進捗させ

た。遠地津波の予測技術

等の要素技術が進展し、

津波伝播自動計算シス

テムの安定稼働が実現

したことは評価できる。 

・顕著な成果として、社会

実装に向けたステーク

ホルダーとのデータ活

用に関する連携の進捗

によって、津波防災ポー

タルサイトの公開と高

度化の実施されたこと

が挙げられる。 

・地殻活動総合モニタリン

グシステムにより得ら

れた情報は臨時及び定

期的に国の地震調査委
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民に対して分かりやすく

情報発信を行うとともに、

政府関係委員会等への資

料提供、地方公共団体やイ

ンフラストラクチャー事

業者等との協働に取り組

むことにより、国民の安

全・安心と社会の安定的発

展に貢献する。 

なお、S-net の観測データ

を活用した津波の遡上の

即時予測を実現する研究

開発と分かりやすい情報

提供を目指した実証実験

は、社会実装に向けた取組

の一環として、「戦略的イ

ノベーション創造プログ

ラム（SIP）」において府

省・分野横断的に行う。 

 

震情報基盤データベー

スの項目や構築方法の

再検討を行う。構築方法

が確定した多機能地震

カタログ項目について、

時空間的な拡充を行う。

地殻活動総合モニタリ

ングシステムについて、

プロトタイプにおいて

評価が終了した項目か

ら、地震調査委員会等の

各種委員会に現況評価

資料として資料提供を

行う。併せて、海陸統合

観測データを用いたモ

ニタリング技術を同シ

ステムに導入する。整備

が完了した項目につい

て、所内外へ公開する仕

組みを構築する。所外へ

の情報公開にあたって、

総合防災情報センター

との協働に着手する。 

・大地震発生シナリオ作成

に向け、南海トラフ応力

蓄積モデルとそこから

推定される大地震発生

シナリオの構築を進め

る。さらに、大型岩石摩

擦実験データに基づく

構成則の検討を行う。 

 

 

おいても深部低周波微動がプレート等深度線に沿っ

て分布することを発見した。さらに、2018 年 6 月に

房総沖で発生したスロースリップイベント（SSE）の

解析を行い、すべり域やモーメント量の推定を行っ

た。海域及び陸域観測網のデータを用いた震源決定処

理技術の開発を進めるとともに、三次元地下構造モデ

ルに基づく震源決定システムの実装に着手した。ま

た、中小地震のモーメントを推定する技術の開発を進

めた。構築を進めている日本列島地震情報基盤データ

ベースを構成する多機能地震カタログについて、GIS

を用いて効率的に時空間分布把握を行うためのツー

ルを作成した。また、南海トラフ巨大地震の想定震源

域の発震機構解精査や観測波形の特徴把握により、フ

ィリピン海プレート形状モデル構築のための基礎デ

ータとした。日向灘から四国で発生する長期的 SSE

を再現するための数値シミュレーション技術の開発

に着手した。以上で得られた成果を、地震調査委員会

等の各種委員会に現況評価資料として提供するとと

もに、所内の総合防災情報センターとの協働により情

報公開した。 

 

●巨大地震発生メカニズム研究 

・南海トラフの海溝型巨大地震を引き起こす応力蓄積の

状況を明らかにするため、海陸の測地データからプレ

ート間すべり遅れ速度分布を推定し、それを基にプレ

ート境界に蓄積されつつある応力分布モデルを作成

した。また、この応力分布を入力として南海トラフに

おける巨大地震の破壊シミュレーションを実施し基

本シナリオを作成した。さらに内陸の大地震シナリオ

作成に向け、プレート間すべり遅れ速度分布と微小地

震解析とを組み合わせて内陸部に生じる剪断歪みエ

ネルギー量を推定するとともに、剪断歪みエネルギー

の増減が内陸地震活動に影響を与えていることを論

員会等の各種委員会へ

資料提供され、地震活動

評価に大きく貢献して

いる。特に南海トラフ域

においては、数値シミュ

レーションを駆使した

地殻活動のモデリング

を進めるとともに様々

な地震活動等をモニタ

リングし、情報公開を行

ったことは評価できる。 

・南海トラフの応力分布や

それに基づいた南海ト

ラフ大地震の基本シナ

リオの作成が順調に進

んでいる。 

・さらに今後の内陸部をタ

ーゲットとしたシナリ

オ作成に向け、剪断歪み

エネルギー量と内陸地

震との関係についての

研究成果が先行して得

られた。 

・大型摩擦実験に基づく摩

擦法則構築に必要な技

術開発も着実に進んで

いる。 

・また、国際共同研究や国

際ワークショップの開

催等の研究成果を世界

的に発展させる取り組

みも積極的に行われた。 

・さらに、顕著な成果とし
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文誌上で発表した。ユトレヒト大学（オランダ）と共

同で大型振動台を利用したガウジ摩擦実験をおこな

い、シミュレーションに入力する摩擦パラメタが断層

長に依存するかを明らかにするための基礎データを

取得した。また、岩石摩擦実験データの解析と数値計

算とを組み合わせ、歪ゲージ記録を校正して真の摩擦

パラメタを推定する手法を開発し、論文誌上で発表し

た。海溝型巨大地震が引き起こす津波及び地震動によ

る被害を再現可能な広帯域波長すべりモデル構築の

開発を行い、1906 年エクアドル・コロンビア大地震

(Mw8.4)の広帯域波長すべりモデルを推定した。内陸

地震シナリオ作成のモデルケースとして 2016 年熊本

地震を対象とした 3 次元動的破壊伝播シミュレーシ

ョンを実施し論文誌上で発表した結果、2018 年度日

本地震学会論文賞を受賞した。これらの研究成果を世

界的に発信するとともに、最新研究成果を取り入れる

ため ACES(APEC Cooperation for Earthquake Sci-

ence) 国際ワークショップを主催し、さらに

Tectonophysics 誌に特集号を企画した。 

 

て、2016 年熊本地震を対

象とした研究成果が日

本地震学会論文賞を受

賞したことが挙げられ

る。 

・以上により、巨大地震発

生シナリオ構築のため

の研究が着実に進展し

ていると高く評価でき

る。 

 

②火山災害の観測予測研

究 

 

平成 26 年の御嶽山の噴

火災害は、水蒸気噴火予測

の困難さや事前に適切な

情報提供ができなかった

ことなどにより戦後最悪

の火山災害となった。本噴

火災害により、火山防災対

策推進の仕組み、火山監

視・観測体制、火山防災情

報の伝達、適切な避難方

②火山災害の観測予測研

究 

 

・引き続き、阿蘇山を主な

対象として研究を進め

る。また、前回の噴火か

ら３２年経過し、噴火が

懸念される伊豆大島を

主な対象に加え、機動観

測を実施し、火山体の地

下構造、地下のマグマの

活動を捉える技術開発

を進める。また、小規模

 ②火山災害の観測予測研究 

 

●多項目観測データによる火山現象・災害過程の把握の

ための研究 

・阿蘇山を対象とした研究では、2016(H28)年 10 月 8

日噴火において V-net で観測された空振波形の解析

から噴煙体積の変化率と積算体積の時間変化を推定

し、噴煙規模を即時評価する手法を開発した。また、

霧島山新燃岳の2011年噴火と2018年噴火における地

殻変動データから、噴火様式の違いが地下における火

道内での摩擦特性の変化による押し出され方の違い

に起因することを突き止めた。2018 年 4 月に発生し

た霧島山新燃岳・硫黄山の噴出物解析を実施し、噴火

②火山災害の観測予測研

究 

 

・霧島山新燃岳・硫黄山噴

火、口永良部島噴火にお

いて着実に情報発信を

行った。 

・V-net データ解析による

火山噴火機構の解明、地

上設置型レーダー干渉

計 観 測 シ ス テ ム や

ARTS-SE、火山灰可搬型

分析装置、火山シミュレ
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策、火山防災教育や知識の

普及、火山研究体制の強化

と火山専門家の育成など、

火山防災対策に関する

様々な課題が明らかにな

った。火山災害による被害

の軽減を図るため、上記課

題の解決を目指し以下の

研究開発に取り組む。 

基盤的火山観測網、火山ガ

ス・地殻変動・温度の把握

を目的としたリモートセ

ンシング技術等による多

項目の火山観測データを

活用し、多様な火山現象の

メカニズムの解明や火山

災害過程を把握するため

の研究開発を進める。 

また、事象系統樹は、地域

住民、地方公共団体や政府

が、噴火災害の恐れのある

噴火活動に対して、その火

山活動や噴火現象の推移

の全体像を把握し、適切な

判断をする基本となるも

ので、社会的に重要であ

る。この事象系統樹による

推移予測技術の開発、実験

的・数値的手法による多様

な火山現象を再現する物

理モデルの構築などによ

り、火山活動及び火山災害

の推移を予測する技術開

噴火の検知能力向上の

ため、火口周辺稠密観測

網性の検討を始める。 

・地上設置型レーダー干渉

計の解析において、気象

観測データに基づいて

大気遅延誤差を軽減す

るアルゴリズムを開発

する。 

・ARTS-SE のデータの処理

手法の開発（スキャナ、

カメラセンサ融合解析

技術開発。火成岩の赤外

分光放射率計測。）を行

うとともに、望遠画像分

光装置（紫外可視域）に

おいてフィールド用装

置を開発する。 

・伊豆大島を対象として、

物質科学分析・実験から

噴火過程をモデル化す

るとともに、火山泥流の

室内実験を踏まえ、実現

象への適用を検討する。

また、マグマシステム内

進化過程シミュレーシ

ョンマスターモデルを

設計する。 

・水蒸気噴火の発生メカニ

ズム解明に関する研究

に着手する。 

・火山専門家と火山周辺自

治体（平成 30 年度は伊

様式・噴火推移把握のための研究を実施した。伊豆大

島については、V-net のデータおよび機動観測のデー

タ解析による地下構造の推定を実施した。さらに、小

規模噴火を対象とした噴火口近傍の稠密観測網整備

の検討を行った。霧島山新燃岳・硫黄山噴火(2018/4)

と口永良部島噴火(2018/8, 2018/12, 2019/1)におい

ては、多項目観測データによる火山現象の把握した結

果を、クライシスレスポンスサイトや火山噴火予知連

絡会に報告した。また、次世代火山研究推進事業でデ

ータ共有のための一元化システムの開発を進めた。 

●火山リモートセンシング技術の開発研究 

・開発を進めている地上設置型レーダー干渉計を浅間山

の山麓に設置し、観測およびデータ解析を進めた。大

気ノイズ成分が 3cm を超える場合があることが確認

された。火山性地殻変動の把握のためには数 cm 程度

の変動を検知することが必要であるため、本手法を常

時モニタリング手法として確立するために、このノイ

ズ成分をより軽減する必要性を把握した。ARTS-SE ス

キャナセンサと融合的に活用できる、ARTS-SE カメラ

センサによる熱源の観測では、噴気などの影響を取り

除くこと、および、高速で移動する航空機から熱源を

連続的に測定し、その最高温度を把握する必要があ

る。検討の結果、最適値として 9.5 秒間の最高温度を

推定する手法を開発し、従来手法の精度を改善した。

また、温度、ガス観測のために、ARTS-SE カメラ型セ

ンサ（STIC）を応用したポータブルな地上設置型装置

（G-STIC）の開発（紫外可視域、赤外域のセンサ部）

を進めた。 

●噴火・災害ポテンシャル評価のためのモデリング研究

・高精度降灰観測の実現のため、火山灰可搬型分析装置

の改良を進め、桜島・霧島に設置し、ディープラーニ

ングを用いた自動火山灰分類手法の開発を進めた。火

山泥流などの火山性流体のレオロジーモデル開発の

ーションなどの技術開

発を着実に進めた。 

・また、次世代火山研究推

進事業との有効な連携

により、観測・予測・対

策を一体的に学術・実用

の両面から発展させる

取組が予定通りなされ

ている。 

・今後これらの要素技術を

総括し、火山災害に資す

る事象系統樹の開発を

進める基礎ができた。 

・これらにより着実に研究

が進捗していると評価

できる 
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発を実施する。さらに、水

蒸気噴火の先行現象の研

究等に資するため、火口付

近を含む火山体周辺にお

いて火山観測網を補完す

る機動的な調査観測を行

うほか、噴火様式の変化を

早期に捉えるため、遠隔で

火山ガスや火山灰等の分

析を行うモニタリング技

術を開発する。 

災害リスク情報に関する

研究と連携し、火山活動と

火山災害に関する空間

的・時間的情報を一元化

し、火山防災に関わる住

民・国・地方公共団体・研

究機関が迅速に共有・利活

用できるシステムを開発

する。また、火山専門家の

知見を社会に効果的に伝

える手法の開発等、火山災

害による被害の軽減につ

なげるためのリスクコミ

ュニケーションの在り方

に関する研究を実施する。

国内の火山研究の活性化

と成果の社会実装を推進

するため、大学・研究機

関・火山防災協議会等との

連携を強化し、研究実施体

制の強化・充実を図る 

豆大島と十勝岳を想定）

を対象としたヒアリン

グ調査を実施する。ま

た、全国の火山周辺自治

体を対象とした防災訓

練・研修に関する実態調

査を実施する。さらに、

全国で配布されている

火山災害・火山防災に係

るテキストの情報を収

集する。 

・降灰による車の通行への

影響評価実験に係る実

験計画の策定に着手す

る。 

ため、伊豆大島 1986 年 B1 溶岩についてマグマの粘性

試験を実施し、非定常状態の粘性変化を明らかにし

た。さらに、マグマの発泡及び結晶化の実験を行い、

マグマシステム内進化過程シミュレーションのため

のマスターモデル設計を行った。また、溶岩流シミュ

レーションを 2018 年霧島山新燃岳噴火で火口に形成

された溶岩パンケーキの再現を行うとともに、汎用火

砕流シミュレーションコードのカスタマイズを実施

した。また、各種火山ハザード評価のためのシステム

設計を進めた。水蒸気噴火について、過去の噴火事例

から前兆現象等を抽出する作業を実施した。 

●火山災害軽減のためのリスクコミュニケーションに

関する研究 

・全国の自治体防災担当者及び専門家を対象としたアン

ケート調査を実施し、専門家（主に気象庁）からの情

報が分かり難い点、必要としている情報を探し難い点

が課題として挙げられた。那須周辺の自治体防災担当

者に直接ヒアリング調査を実施し、平時には職員向け

の研修が望まれていることが明らかになった。また、

避難計画の策定状況及び防災訓練の実施状況につい

ても調査を行い、多くの自治体で火山災害を想定した

訓練は数年に 1 度しか行われていないことが明らか

になった。これらに対し、毎年行われている鹿児島市

の訓練を紹介するとともに、富士山で行われている登

山者動向把握実験（富士山チャレンジ）のシステムを

導入した訓練実施を提案した。那須町で行われた防災

訓練に参加し、一般住民向けのアウトリーチ活動（GIS

版ハザードマップの紹介、那須岳火山災害に対する意

識調査）を実施した。 

周知啓発・教育を目的とした火山災害・火山防災に

係るテキストの作成を目的とし、全国で作成・配布さ

れている資料に関する情報を収集した。また、上記テ

キスト内及びアウトリーチ活動等で使用するプレゼ
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ン資料に使用するデザインを作成した。次年度以降の

一般向けアウトリーチ活動等で使用する火山ジオラ

マを作成した。 

都市部のインフラに対する降灰リスク評価に向け、次

世代火山研究推進事業（課題 D3）の成果をはじめ、

内閣府や国交省が公表している資料を基に、火山災害

が発生しうる降灰厚などの閾値を設定し、被害予測に

繋げる仕組みを構築した。 

 

 

 

（２）社会基盤の強靱性の

向上を目指した研究開

発の推進 

 

実大三次元震動破壊実

験施設等研究基盤を活用

した地震減災研究 

 

今後発生が懸念されて

いる南海トラフ巨大地震

や首都直下地震等、巨大地

震災害に対する我が国に

おけるレジリエンス向上

に貢献するため、Ｅ－ディ

フェンス等研究基盤を活

用して、地震被害の再現や

構造物等の耐震性・対策技

術を実証及び評価する実

験を実施することにより、

地震減災技術の高度化と

社会基盤の強靭化に資す

る研究及びシミュレーシ

（２）社会基盤の強靱性の

向上を目指した研究開

発の推進 

 

実大三次元震動破壊実

験施設等研究基盤を活用

した地震減災研究 

 

・地震減災技術の高度化と

社会基盤の強靭化に資

する研究では、次世代高

耐震技術に関する中層

RC 試験体のＥ－ディフ

ェンス実験を行うとと

もに、機能維持システム

に関する課題、社会基盤

構造物に関する課題、次

世代免震技術に関する

課題について取り組む。

また、Ｅ－ディフェンス

等実験施設の活用によ

る構造物等の耐震性実

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

《評価指標》 

・社会基盤の強靱性

の向上を目指した

研究開発の成果 

・成果の社会実装に

向けた取組の進捗 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推

進 

 

実大三次元震動破壊実験施設等研究基盤を活用した

地震減災研究 

 

・「地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する

研究」では、住居等の損壊による屋外への長期間の退

避、建替え・補修の経済的な負担等を低減するための

耐震・免震研究、施設・土木構造物・設備配管等の機

能を維持するための研究、地震による構造物の挙動を

把握するためのセンシング技術の研究に関する、技術

開発・高度化・実証・評価を実験施設やシミュレーシ

ョンを活用し進めた。 

・次世代高耐震技術に関する研究では、住居等に多く使

用される鉄筋コンクリート造（RC）建物の髙耐震技術

の開発と実証を目指し、H29 年度製作した 10 層 RC 建

物試験体を用いた免震実験と耐震実験を実施した。 

免震実験では、建物の下面に鋳鉄板を配置しコンクリ

ート基礎上で滑らせる、機構が簡便な基礎すべり構

法により建物の応答・損傷を低減できることを実証

した。この基礎すべり構法について、住宅メーカー

（２）社会基盤の強靱性の

向上を目指した研究開

発の推進 

 

補助評定：（Ａ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中

長期目標等に照らし、研究

所の活動による成果、取組

等について諸事情を踏ま

えて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率

的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向け

て顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待

等が認められるため、（Ａ）

評定とする。 

 

（（Ａ）評定の根拠） 

 

・「地震減災技術の高度化
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ョン技術を活用した耐震

性評価に関する研究を行

う。 

地震減災技術の高度化と

社会基盤の強靭化に資す

る研究では、Ｅ－ディフェ

ンスを活用した大規模・最

先端な震動実験により、実

験データの取得・蓄積・解

析を実施する。具体的に

は、構造物等の耐震性評

価、応答制御、機能維持シ

ステム等の課題や社会基

盤を構成する構造物、地盤

等の地震時挙動解明に関

する課題に重点的に取り

組み、地震時の破壊や被害

に至る過程の再現、対策技

術の適用性・有効性等を実

証する。 

シミュレーション技術を

活用した耐震性評価に関

する研究では、Ｅ－ディフ

ェンスで実施した実験を

再現するシミュレーショ

ン技術（数値震動台）の性

能向上や利便性向上等に

関する研究開発等を行い、

耐震性評価への活用を目

指す。 

これらの研究は、関係機関

との連携・協働体制の下で

推進し、Ｅ－ディフェンス

証・評価実験を継続的に

実施するための標準的

手法構築に関する検討

と、映像を含む実験デー

タを防災・減災意識の啓

発、教育等に活用するこ

とも意識した、情報プロ

ダクツの作成に取り組

む。さらに、文部科学省

から委託された「首都圏

を中心としたレジリエ

ンス総合力向上プロジ

ェクト」における非構造

部材を含む構造物の崩

壊余裕度に関するデー

タ収集・整備に関する木

造住宅の実験を実施す

る。また、新木質材料を

活用した混構造建築物

に関わる共同研究を推

進する。これらの推進で

は、関係機関と連携した

体制を構築するととも

に、実験施設等の研究資

源を有効に活用する。 

・シミュレーション技術を

活用した耐震性評価に

関する研究では、数値震

動台等シミュレーショ

ン技術の性能向上のた

め、構造材料の繰り返し

損傷モデルや重要機器

や耐震家具シミュレー

から技術紹介の依頼があり、実用化に向けた技術検

討に貢献した。 

耐震実験では、柱梁接合部の損傷を抑制するために提

案した設計技術の検証を行い、その実用に繋がるデ

ータを収集した。この設計法の採用により、３回の

阪神・淡路大震災の揺れに対しても試験体が補修程

度で継続利用できる性能を有することが、建築関連

の刊行本に紹介されると共に、次年度に日本建築学

会が発刊する指針にも掲載予定となった。今後は、

都市の経済活動の拠点となるオフィス建物（鉄骨造）

の耐震・免震研究を推進する予定である。 

・次世代免震技術に関する研究では、振動低減技術とし

て採用した 3次元浮揚免震装置の水平・鉛直方向の絶

縁機構に改良を加えた試験装置の振動実験を行い、水

平加速度を約 1/15、鉛直加速度を約 1/3 に低減できる

事を検証し、小規模文化財、文化施設、病院等も視野

に入れた実用化に向け有用な知見を獲得した。 

・体育館やホール等の大空間構造の機能維持対策と被害

評価に関する実験に向けて、関係官庁、民間企業等と

の意見交換に基づき大規模空間建物実験の方針を策

定し、実験計画、試験体仕様等の検討を進めると共に、

縮小試験体による試験を行い損傷推定に資するデー

タを蓄積した。さらに、2019 年度に大型耐震実験施設

で実施予定の評価実験の準備を進めた。その後、実規

模の大空間建物（鉄骨造）試験体による機能維持の技

術実証について計画する予定である。 

・土木構造物については、H29 度に兵庫県と共同研究で

実施した「ため池の遮水シート工法」の研究成果に

ついて、技術者を対象とするシンポジウムを開催し、

工法の普及に努めた。 

・地盤の液状化被害に関する基礎的な研究では、H29 年

度に実施した遠心載荷実験のデータ整理を行い、地盤

の排水条件が地盤の液状化に及ぼす影響解明に繋が

と社会基盤の強靭化に

資する研究」では、巨大

地震に対する構造物等

の挙動解明、被害低減、

機能維持を目指し、民間

企業、大学等、関係機関

と連携し、研究開発を着

実に進め、技術 E-ディフ

ェンスなどの活用によ

る実証・評価された成果

を創出している。 

・顕著な成果として、10 層

RC 建物試験体を対象と

して、大規模な地震後も

継続利用できる、柱梁接

合部の損傷を抑制する

設計技術の提案と実証

を実施し、次年度に日本

建築学会が発刊する指

針に掲載予定となった。

この指針が発刊されれ

ば、より耐震性の高い RC

建物を設計するため、多

くの建築技術者が参照

することになり、安全

性・経済性が高い RC 建

物の国民への提供に大

きく貢献することなる。

この成果の創出と展開

は高く評価できる。 

また、同じ試験体を用い

て実証した基礎すべり

構法について、住宅メー
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で実施した実験から得ら

れるデータ・映像について

は、公開することにより、

我が国全体の地震減災に

関する研究開発振興と防

災意識啓発に貢献する。ま

た、「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）」

等の一環として、Ｅ－ディ

フェンスを活用した実験

研究を関係機関と共同で

実施する。 

ションの高度化を実施

する。さらに、建物の総

合的耐震性評価に向け

て構造室内連成解析の

ためのインターフェー

ス開発に着手する。シミ

ュレーション活用のた

め、産学官でのエネルギ

ー施設の耐震性評価の

ためのシミュレーショ

ンの共同開発に着手す

る。また、仮想地震被害

体験のためのシミュレ

ーションによるデータ

生成として複数階の室

内被害の VR 映像生成を

実施する。利便性向上の

ため、試用版プリ処理ソ

フトの高度化およびポ

スト処理を含めた一貫

解析システム開発のた

めのデータ構造等の基

本設計を実施する。 

る成果を得た。さらに、液状化時における表層地盤へ

の水の浸透実験を実施した。これらの試験データ及び

引き続き実施予定の E-ディフェンス実験データを調

査法・対策法の検証などに活用できるデータベースを

としてまとめる。 

・エネルギー施設の配管系の耐震評価手法の合理化・高

度化を目的とした事例規格作成活動において防災科

研で実施した過去実験のデータを活用し、事例規格案

を完成させ、公衆審査が完了し、日本機械学会より発

刊が決定した。 

・Ｅ－ディフェンスと大型耐震実験施設の活用による、

耐震性実証・評価実験を継続的に実施するための標準

的手法構築として、信頼性と利便性の高い、構造物地

震応答の無線計測システムの開発を民間企業と共同

で進めた。今年度は、Ｅ－ディフェンス実験で隣接す

る建物に伝播する揺れを活用し、電源の長寿命化を図

る機能を組み込んだ計測システムの性能を検証した。

また、実験施設の加振手法の多様化を目指し、Ｅ－デ

ィフェンスにある校正用振動台に非線形構造物を搭

載し、高性能加速度制御手法の検証実験を実施した。

・実験データの防災・減災意識の啓発、教育等への活用

に向けて、Ｅ－ディフェンス実験で取得した室内被害

の様相を、仮想現実(VR)の視聴体験と共に振動を体感

できるシステムの開発を進めた。実験映像による VR

体験システムについては、開発に着手以降、防災訓

練・イベント等に展示し、体験者が 1,500 人となり、

家具固定などの防災意識の向上に貢献した。また、質

の高い VR 映像の取得にも取り組んだ。 

・「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジ

ェクト」における非構造部材を含む構造物の崩壊余

裕度に関するデータ収集・整備の課題においては、

地盤配管設備等の非構造部材を含む 3 階建て木造住

宅の機能を検証するため、委託先の名古屋大学など

カーからの技術紹介の

依頼があり、社規実装に

向けた成果の展開が期

待できる。 

・次の顕著な成果として、

防災科研として初めて

クラウドファンディン

グに挑戦し、海外（ネパ

ール）における石積の伝

統的な家の地震被害を

防ぐための実証実験を

大型耐震実験施設で実

施したことは、今後の活

動に先鞭をつけ、メディ

ア等を介して所の PR に

貢献したことは高く評

価できる。 

・「シミュレーション技術

を活用した耐震性評価

に関する研究」では、新

たなモデル化技術の開

発に取り組むなど数値

震動台等シミュレーシ

ョン技術の性能向上の

ための研究開発を着実

に進めている。 

・顕著な成果として、これ

までの数値震動台開発

のノウハウを活用し、産

学官で重要施設の耐震

性評価シミュレーショ

ン（E-FrontISTR）の共

同開発を次年度以降の
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と協働で、Ｅ－ディフェンスを活用した震動台実験

を実施し、目的としたデータを取得した。 

・ 国土交通省国土技術政策総合研究所と共同で、新木

質材料を活用した混構造建築物に関する研究とし

て、木造＋RC 等による部材・架構のモデル化・構造

性能評価法の検討を進めた。 

・大学、民間企業と共同で、ネパールをはじめとした

開発途上国における石積の伝統的な家の地震被害を

防ぐための実証実験を大型耐震実験施設で実施し

た。本実験は研究開発の国際的な展開の一環である

とともに、実施にあたっては、防災科研として初め

てクラウドファンディングによる寄付金募集に挑戦

し目的を達成した。 

・「シミュレーション技術を活用した耐震性評価に関す

る研究」の業務実績は以下の通りである。 

・数値震動台の性能向上のため、これまで十分に確立さ

れていないクラック発生後の繰返し挙動を表現でき

るように、独自のモデル化によりコンクリート材料の

三次元構成則の高度化を進め、多軸応力下の様々な載

荷履歴で適切に挙動することを確認し、これまでに実

施されたＥ－ディフェンス実験の再現解析のために

高精度な柱脚モデルの構築を行った。 

・室内耐震化のための解析技術の高度化として、サーバ

ーラックの地震時挙動に大きく影響するねじ締結の

緩みを考慮するため新たにねじの劣化モデルを提案

した。そのモデルを導入し、サーバーラックの地震応

答解析を実施した結果、振動実験結果を良好に再現し

た。 

・建物の総合的耐震性評価に向けて、建物の挙動が居室

内の家具等に伝播し応答する、構造室内連成解析のイ

ンターフェース開発に着手した。 

・構造室内連成解析のインターフェースを活用し、複数

階で室内被害シミュレーションを実施し、各階での家

設計現場での使用に向

けて民間企業等と共同

で取り組んでいること

と、プリ処理ソフトの高

度化と一貫解析システ

ムの開発に向けて、設計

現場での活用の課題を

抽出し基本設計を実施

していることは、成果の

積極的な実装・展開によ

り社会の強靭性向上に

大きく貢献するものと

期待できる。 

・このように、安全・安心

な社会の実現に向けて、

社会基盤の強靭性を目

指し、大規模実験施設を

活用した研究を着実に

推進し、成果の社会実装

に向けた取り組みも進

められた。 
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具の挙動の違いを評価すると共に、三次元映像を生成

した。 

・民間会社、大学と共同で、重要施設の耐震性評価シミ

ュレーション（E-FrontISTR）の開発を進めた。この

開発では、これまでの数値震動台のプログラム開発経

験や E-ディフェンス実験の再現解析による妥当性確

認のノウハウ等が活用された。で来年度、重要施設の

耐震性評価シミュレーションに必須となる機能の開

発を完了し、再来年度からの E-FrontISTR を販売開始

する予定である。 

・メッシュ生成用プリ処理モジュール利便性向上のた

め、外部利用者の意見をフィードバックし、プロトタ

イプの GUI を高度化した。今後のプリ・ソルバー・ポ

スト一貫解析システム開発を見据え、データ構造の基

本設計を行うと共に、現行法規・基準に従って設計さ

れた建物に適用し、設計現場での活用に向けた課題抽

出を行った。なお、本開発の成果の一部を特許出願

（2019 年 3月）した。 

 

（３）災害リスクの低減に

向けた基盤的研究開発

の推進 

 

①気象災害の軽減に関す

る研究 

 

(a)マルチセンシングに基

づく水災害予測技術に

関する研究 

 

 豪雨・突風・降雹・落雷

等激しい気象や都市の浸

水を引き起こす積乱雲の

（３）災害リスクの低減に

向けた基盤的研究開発

の推進 

 

①気象災害の軽減に関す

る研究 

 

(a)マルチセンシングに基

づく水災害予測技術の

開発 

 

・雲レーダ、ドップラーラ

イダー、マイクロ波放射

計等の観測機器を運用

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

《評価指標》 

・気象災害の軽減に

関する研究開発の

成果 

・成果の社会実装に

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進

 

①気象災害の軽減に関する研究 

 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術の開発 

 

・豪雨・突風など激しい気象の予測技術を高度化する目

的で、５台の雲レーダ、３台のドップラーライダー、

10 台のマイクロ波放射計等、最先端の機器を用いた

観測を首都圏において実施し、試験データを取得する

とともに、積乱雲早期検知技術の開発を行った。Ｘバ

ンドＭＰレーダを用いたリアルタイム降雹監視アル

ゴリズムが完成し、次年度から試験運用することにな

った。冬の関東の降雪を対象としては、融解層の検知

（３）災害リスクの低減に

向けた基盤的研究開発

の推進 

 

補助評定：（Ａ） 

<補助評定に至った理由> 

研究所の目的・業務、中

長期目標等に照らし、研究

所の活動による成果、取組

等について諸事情を踏ま

えて総合的に勘案した結

果、適正、効果的かつ効率

的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向け
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予測精度は依然として低

い。また防災情報を提供す

るタイミングの難しさ等

により、毎年のように被害

を伴う土砂災害が発生し

ている。さらに気候変動に

伴う巨大台風の発生と、そ

れに伴う高潮等の災害が

懸念されている。一方、防

災現場においては、確率的

な予測情報の活用方法が

確立していないなど、情報

が十分に利活用されてい

ない。このような状況を改

善するため、以下の研究開

発に取り組む。 

雲レーダ、ドップラーライ

ダー及びマイクロ波放射

計等を活用した積乱雲等

大気擾乱の早期検知技術

の開発、X バンド MP レー

ダを活用した雹及び融解

層の検知技術の高度化、並

びに雷の早期検知可能性

の検討を行う。また、デー

タ同化手法等を活用した

１時間先までのゲリラ豪

雨の予測技術及び市町村

単位で竜巻警戒情報を作

成する技術の開発、豪雨に

よって発生する浸水を確

率的に予測するモデルの

開発とその実証試験、過去

し、雲の３次元観測等の

試験データを取得する

とともに、積乱雲の早期

検知技術の開発を進め

る。また X バンド MP レ

ーダを活用した雹及び

融解層の検知技術の高

度化・検証を進めるとと

もに、雷の早期検知可能

性を検証するための試

験データを取得する。さ

らにドップラーライダ

ー及びマイクロ波放射

計等のデータ同化技術

の高度化を図る。 

・豪雨によって発生する浸

水を確率的に予測する

モデル、およびリアルタ

イムで雨量の再現確率

を把握する技術の開発

を進める。また土石流危

険度評価手法の開発に

ついては、豪雨災害の土

砂移動分布図の作成を

進めるとともに、土石流

危険度表示システムの

リアルタイム化を検討

する。 

・大型降雨実験施設を活用

して、斜面の圧力変動や

雨水浸透を監視する技

術の高度化を進めると

ともに、地盤情報やセン

向けた取組の進捗 

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

技術の高度化を進めた。また首都圏における「雷３次

元観測ネットワーク」の整備が完了するとともに、解

析手法がほぼ確立し、詳細な放電分布が得られるよう

になった。さらにドップラーライダー及びマイクロ波

放射計等のデータ同化技術を用いて、竜巻危険度を市

町村単位に絞り込む危険度指標の導出手法を開発し

た。加えてマルチパラメータフェーズドアレイ気象レ

ーダ（MP-PAWR）を用いた豪雨の直前予測技術を開発

した。 

・都市における急激な増水に伴う浸水被害を監視するリ

アルタイム浸水予測モデルが完成し、地方自治体への

技術移転が行われた。さらに発展させるため、気象庁

高解像度降水ナウキャストの誤差情報を活用した確

率的浸水予測手法を検討した。リアルタイムで雨量の

再現確率を把握する技術が開発され、平成 30 年 7 月

豪雨において有効性が検証された。また AI を用いた

土砂移動分布図の作成技術の開発を行うとともに、土

石流危険度表示システムのリアルタイム化を検討し

た。また日本全国を対象に、実効雨量に基づく土砂災

害・浸水危険度をリアルタイム配信する技術を構築し

た。 

・大型降雨実験施設を活用した実験により、圧力変動と

斜面変動の関係や、斜面勾配と表面流量の関係に関す

る研究を進めるとともに、南足柄市をフィールドとし

たセンサーの試験運用を行い、防災担当者に情報を提

供した。 

・台風による潮位変動や浸水情報等の予測システムの性

能向上を目指し、台風 18 号接近時における西表島の

湾内の波、流れ等の観測や海底の土粒子の分析を実施

し、検証のためのデータを取得した。また高潮による

浸水シミュレーション技術の高度化が着実に進めら

れた。台風災害データベースについて、雨量分布を検

索する機能の付加を検討するとともに、東北地方の豪

て顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待

等が認められるため、（Ａ）

評定とする。 

 

 

（（Ａ）評定の根拠） 

 

①気象災害の軽減に関す

る研究 

 

 (a)マルチセンシングに

基づく水災害予測技術

の開発 

 

・全国を対象とした 250m

メッシュの土砂災害・浸

水危険度を配信する技

術が構築され、平成 30

年 7月豪雨時に災害現場

に配信されたことは顕

著な成果として高く評

価できる。特にリアルタ

イム浸水予測モデルが

完成し、地方自治体に技

術移転が行われ、自治体

自身の予算で運用され

ることになった点も高

く評価できる。 

・Xバンド MP レーダの情報

からリアルタイムで降

雹域を推定する手法が

確立されたことや、竜巻
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の土石流等の履歴解析に

基づく土石流危険度評価

手法の開発を行う。 

大型降雨実験施設を活用

して、斜面崩壊の危険域を

絞り込む手法の開発を行

うとともに、斜面の変動を

監視する手法の高度化と

リアルタイムで斜面崩壊

危険度を評価するシステ

ムの開発を進める。 

高潮による浸水被害の避

難方策の検討に役立てる

ことを目指して、台風時等

における波、流れ、土粒子

輸送等の観測と台風によ

る潮位変動や浸水情報等

の予測システムの性能向

上を図るとともに、将来起

こり得る気象災害を把握

するため、台風災害を含む

気象データベースの高度

化や気候変動等に伴う海

面水温の変動等が激しい

気象の発生に及ぼす影響

の解明を進める。 

なお豪雨、竜巻、浸水予測

技術の開発と実証実験の

一部は、社会実装に向けた

取り組みの一環として、

「戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP）」に

おいて府省・分野横断的に

シング技術により斜面

崩壊危険度を評価する

手法の高度化を図る。 

・高潮による浸水被害の避

難方策の検討に役立て

るべく、台風による潮位

変動や浸水情報等の予

測システムの性能向上

を目指し、台風時等にお

ける波、流れ、土粒子輸

送等の観測を行うとと

もに、さまざまなシナリ

オ下での高潮浸水計算

を行う。また、台風災害

を含む気象データベー

スの高度化を図る。さら

に気候変動等に伴う海

面水温の変動等が激し

い気象の発生に及ぼす

影響の解明を進める。 

・建設現場の安全管理や道

路管理に資するため、気

象レーダを用いて高度

別の風速情報を把握す

る技術や浸水等による

道路危険度情報を把握

する技術の開発を行う。

雨を対象として気候変動等に伴う海面水温の変動等

が激しい気象の発生に及ぼす影響のシミュレーショ

ンを行った。 

・建設現場の安全管理や道路管理に資するため、コネク

ティッドカーからの写真と浸水予測との突合検証を

行うとともに、風向・風速のポイント配信システムを

構築した。 

・成果の社会実装を進めるため、東京消防庁、世田谷区、

南足柄市への情報提供を通じた研究開発、千葉県市原

市での土砂災害避難訓練への協力、民間企業との強風

予測モデルの共同開発等を進めた。また連携大学院制

度を活用した人材育成、高等学校等における防災教育

を行った。 

危険度を市町村単位に

絞り込む危険度指標の

導出手法が開発された

ことも、独自の成果とし

て評価できる。 

・MP フェーズドアレイ気象

レーダを用いた豪雨直

前予測は、東京 2020 オ

リンピック・パラリンピ

ック競技大会での利活

用が期待される。 

・「リアルタイムで雨量の

再現確率を把握する技

術」は災害発生域を絞り

込む上で有効な手法で

あり、実用化が期待され

る。 
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行う。 

 

(b)多様化する雪氷災害の

危険度把握と面的予測

の融合研究 

 

平成 26 年豪雪による甲

信越地方での記録的大雪

に伴う交通障害等、近年、

豪雪地帯以外で発生する

突発的な雪の災害に対す

る社会の脆弱性が課題と

なっている。このため、豪

雪地帯以外も対象とした、

空間規模や時間スケール

（数時間～数週間）の異な

る様々な雪氷災害にも対

応可能な対策技術の研究

開発に取り組む。また、地

震、火山等の他の災害と複

合して起こる雪氷災害や

温暖化に伴い極端化する

雪氷災害に関する研究を

行う。 

具体的には、雪氷災害危険

度の現況把握技術と特定

の範囲を数キロメッシュ

で予測する面的予測技術

を開発し、それらを融合す

ることで様々な規模や時

間スケールの雪氷災害に

も幅広く活用可能なリア

ルタイムハザードマップ

(b)多様化する雪氷災害の

危険度把握と面的予測

の融合研究 

 

・多相降水レーダから面的

な積算降雪量を推定し、

交通障害などを引き起

こす可能性のある集中

降雪域の抽出アルゴリ

ズムを開発する。また、

降積雪特性のマルチセ

ンシングデータの面的

分布作成手法の開発と

ともに、気象モデル等の

予測データとの統合技

術を開発し、降積雪特性

の面的現状把握システ

ムのプロトタイプを作

成する。マルチセンシン

グデータの活用に向け

他機関とのデータ連携

を強めながら、非雪国を

含めた降積雪特性取得

のための観測点の拡充

を進める。さらに、雪氷

災害危険度の検知技術

について、センシング精

度の向上を目指した開

発を進める。都市域雪氷

災害状況の観測（着雪）

を実施する。 

 (b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融合

研究 

 

・多相降水レーダを用いて推定される面的な積算降雪量

を用いて、交通障害などを引き起こす可能性のある集

中降雪域を抽出して豪雪アラート情報として発信す

るためのアルゴリズム開発を、過去の大雪事例の解析

データに基づき進めた。また、マルチセンシングによ

る降積雪観測による積雪深分布の現況推定値と気象

予測データに基づいて積雪深分布の変化を予測する

手法を開発し GIS 上に表示するシステムのプロトタ

イプを作成した。さらに首都圏における気象レーダを

用いた降雪の現状把握技術の高度化にむけて、定量的

降水強度推定アルゴリズムで必要な地上降雪粒子観

測点を首都圏の 2箇所に新たに設置するとともに、低

気圧性降雪に起因する表層雪崩や着雪の発生条件や

危険度が低気圧の移動や経路に応じてどのように変

化するかを明らかにするために、低気圧の移動経路に

沿ったの雪崩監視・気象観測網の構築を行った。また

都心の高層建築物の着雪に関する注意喚起、効率的な

着雪の除去作業や着雪への対応時間の短縮等の着雪

対策・対応支援のために、建築物の高度に対応した着

雪予測情報の作成手法の開発を行い、管理者を対象に

試験的に予測情報の配信を開始した。 

・栃木県那須町の雪崩災害に関する科学研究費補助金

（特別研究促進費）研究成果報告書を平成 29 年度末

に取りまとめた事に続き、低気圧性降雪に起因する表

層雪崩の危険度情報を気象モデルの出力や地形条件

から推定する手法を開発し、山岳関係者等への試験的

な情報発信を行い、雪崩事故防止に寄与した。吹雪に

関しては、実況配信および予測情報の試験的提供を、

(b)多様化する雪氷災害の

危険度把握と面的予測

の融合研究 

 

・降雪、積雪、各種雪氷災

害危険度の現況把握と

予測に関する研究開発

が着実に進展している。 

・首都圏におけるレーダや

センサーを用いた降雪

観測及び高層建築物へ

の着雪の予測の取り組

みは、積雪地域以外で突

発的に発生する雪氷災

害の軽減・防止に直接応

用可能なものとして評

価できる。 

・低気圧性降雪に起因する

雪崩の予測情報が多く

の山岳関係者等に利用

される様になり、雪崩事

故防止に貢献している。 

・雪氷災害発生予測システ

ムや道路雪氷モデルの

開発が着実に進展し、そ

れらによる雪氷予測情

報が新潟県等の道路管

理者に利用され、災害防

止に役立てられている。 

・顕著な成果として、積雪

地域で多発する雪下ろ
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作成技術を確立する。雪氷

災害危険度の現況把握技

術の開発においては、降雪

監視レーダと地上降雪粒

子観測ネットワークの観

測とを組み合わせ、精度の

高い降雪量及び降雪種の

面的推定手法を確立し、豪

雪地帯以外の気象観測レ

ーダによる正確な降雪量

の推定を可能にする技術

の開発につなげるほか、雪

氷防災実験棟を用いた都

市圏の豪雪災害の想定等

も含めた実験を行う。 

今後増加が予想される極

端気象に伴う雪氷災害に

ついて、その発生機構の解

明、融雪地すべりや地震誘

発雪崩などの雪氷現象と

他の自然現象との複合災

害に関する発生機構の解

明についても取り組む。こ

れらの成果の社会還元と

して、地方公共団体や道路

管理業者等のステークホ

ルダーへ予測情報を試験

的に提供し、実際に利活用

してもらうとともにフィ

ードバックを得ることで

社会実装試験を行う。 

 

・各種雪氷現象モデルの統

合化を行う。モニタリン

グデータを用いて、予測

システムの面的分布と

実測値との比較を進め

るほか、予測値のバイア

ス補正などリアルタイ

ムデータによる面的予

測の逐次補正に着手す

る。これらに基づき雪氷

災害の危険度把握と面

的予測とを融合した雪

氷災害リアルタイムハ

ザードマップ作成シス

テム（統合化版）のプロ

トタイプを作成する。 

 

・雪氷災害発生予測システ

ムの試験運用を継続す

ることにより、ステーク

ホルダーのニーズの把

握等を行う。実用化に向

け、道路雪氷予測モデル

の予測値の試験的配信

を行うとともにモデル

の開発を進める。滑走路

雪氷予測について予測

値と実測値の比較を行

い、それに基づき予測モ

デルの検証、改良を行

う。また、雪氷防災実験

棟を用いた着雪対策の

性能評価手法の標準化

北海道の中標津町、標津町、羅臼町の役場の防災担当

者を対象に昨年度に引き続き行った。それらの情報は

道路の交通規制や吹雪災害対応のための参考情報と

して防災対策・対応に活用された。現状把握情報と予

測情報の統合にむけて、降雪と積雪、並びに雪崩、吹

雪、着雪等の雪氷災害危険度の現況・予測情報につい

て GIS 上で地理情報と統合化し、時々刻々と変化する

雪氷災害の状況把握を容易にするシステム（リアルタ

イム雪氷災害ハザードマップ）の構築を進めた。 

・昨年に引き続き、雪氷災害発生予測システムの試験運

用を実施（27 のカウンターパートと実施）し、ステ

ークホルダーのニーズの把握に努めるとともに、昨年

度、新潟県を対象に開始した屋根雪おろしが必要か否

かの目安とする事のできる積雪重量分布情報である

「雪おろシグナル」の運用を各自治体の協力も得て山

形県と富山県にも拡大した。 

・滑走路雪氷予測に関しては、北海道千歳空港を対象に

計算を行うとともに、空港関係者から実際の路面状況

の情報を提供してもらい、比較を行った。その結果、

計算値された路面温度が昼間に実測よりも低くなる

傾向があることが分かり、放射収支計算スキームの改

良に着手した。 

・また道路雪氷モデルの実用化に向けた取り組みとし

て、モデルを使った路面温度の予測情報を、民間気象

会社と共同で新潟県、新潟市に試験的に配信した。そ

れらの予測情報は凍結防止剤散布の判断に役立てら

れた。さらに雪氷防災実験棟を用いた着雪対策の性能

評価手法の標準化を目指し、外部有識者を含む検討会

を立ち上げて、着雪実験手法の標準化に向けた検討に

着手した。気象災害軽減イノベーションハブ事業と連

携して、消雪パイプに併設されている降雪センサーか

ら得られる情報を基に、詳細な降雪分布を求めるシス

テムの社会実装実験を、新潟県、長岡市の協力を得て

し関連事故の防止につ

ながる「雪おろシグナ

ル」及び吹雪予測手法の

開発と社会への応用が

挙げられる。「雪おろシ

グナル」は特別豪雪地帯

として知られる新潟県

津南町の空き家の雪対

策としても活用されて

いる。吹雪予測情報は北

海道中標津町教育委員

会において通学バスの

安全運行に利用される

など、積雪地域の防災に

寄与している。これら

は、雪氷防災に関する研

究開発が自治体等との

連携により高度化する

とともに対象範囲が広

域化したものであり、社

会に貢献する研究成果

として高く評価できる。 
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に向けた検討を進める。

気象災害軽減イノベー

ションハブ事業と連携

し、これらの研究成果の

社会実装を目指した取

り組みを推進する。 

・コネクティッドカーの情

報などから道路の雪氷

路面状態を判別する技

術開発に取り組み、その

データと雪氷災害予測

データ等を統合し、高速

道路会社等が利用でき

るよう、リアルタイム雪

氷災害マップのプロト

タイプを開発する。 

 

観測エリアを拡大し、昨年度に引き続き長岡市周辺で

実施した。なお取得したデータは、試験的に長岡ケー

ブル TV の Web サイトを通じて、一般にも公開した。

これらの取り組みの他、首都圏のインフラ管理者等へ

の雪氷予測情報の提供等による防災への活用につい

て、気象災害軽減イノベーションハブ事業と連携した

取り組みを行った。 

・コネクティッドカーデータとレーダ降水量及び積雪深

データを用いて突合解析を実施した結果、コネクティ

ッドカーデータから降雨/降雪、積雪(シャーベット、

圧雪など)、浸水が判定できる可能性が示された。こ

れに基づき、道路の雪氷状態に関するリアルタイムマ

ッピングの技術開発を行うとともに、道路雪氷災害マ

ップのプロトタイプの開発を進めた。 

②自然災害ハザード・リス

ク評価と情報の利活用

に関する研究 

 

(a)自然災害ハザード・リ

スク評価に関する研究 

 

都市への経済、インフ

ラ、人口等の集積は、都市

の災害リスクを増大させ

ており、首都直下地震や南

海トラフ地震への備えは、

我が国の都市のレジリエ

ンスを高める上で喫緊の

課題の一つである。しか

し、国内の地理的条件や社

②自然災害ハザード・リス

ク評価と情報の利活用

に関する研究 

 

(a)自然災害ハザード・リ

スク評価に関する研究 

 

・全国を対象とした地震ハ

ザード評価手法の高度

化のため、低頻度まで適

切に評価できる地震活

動モデルの改良、海溝型

巨大地震及び内陸活断

層地震における震源断

層近傍を対象とした強

震動予測手法のレシピ

○安全・安心な社会

の実現に向けて、国

の施策や計画等に

おいて国が取り組

むべき課題の解決

につながる研究開

発が推進されてい

るか。 

 

《評価指標》 

・自然災害ハザー

ド・リスク評価と情

報の利活用に関す

る研究開発の成果 

・成果の社会実装に

向けた取組の進捗 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関す

る研究 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 

 

・地震ハザード評価については、認識論的不確定性を考

慮して３つの地震動予測式による日本全国を対象と

した応答スペクトルの地震動ハザード評価を試行す

るとともに、発生頻度が低い海域の活断層による地震

発生確率のモデル化、活断層で発生する固有規模より

も小さな地震の発生頻度のモデル化及び東北地方太

平洋沖地震後の地震カタログのモデルへの取り込み

手法の検討に着手した。「全国地震動予測地図 2018

年版」について、地震本部からの公表に合わせて地震

ハザードステーション J-SHIS より公表した。さらに

2019 年起点の確率論的地震動予測地図を作成し、

②自然災害ハザード・リス

ク評価と情報の利活用

に関する研究 

 

(a)自然災害ハザード・リ

スク評価に関する研究 

 

・全体として個別要素技術

の研究開発が進み、地

震・津波を統合したハザ

ード・リスク情報ステー

ションの開発に向けた

基盤が構築された。今後

は、これら基盤システム

を発展させマルチハザ

ード・リスク評価に向け
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会経済構造の違いにより、

地域によって災害に対す

るリスク認識には違いが

ある。このため、都市が潜

在的に有する災害リスク

を共通のリスク指標で総

合的に評価した上で、社会

の各セクター（国、地方公

共団体、地域コミュニテ

ィ、民間企業等）が適切な

災害対策を実施できる社

会の実現に向け、地震や津

波をはじめとした各種自

然災害のハザード・リスク

評価に関する研究を行う。

具体的には、地震及び津波

ハザード評価手法の高度

化のため、不確実さを考慮

した低頻度な事象まで評

価できる手法開発や、予測

精度向上のための震源及

び波源モデル等の研究を

行うことにより、地震調査

研究推進本部が進めてい

る全国地震動予測地図、及

び全国を対象とした津波

ハザード評価の高度化に

貢献する。復旧・復興に至

る各セクターの適切な災

害対応を支援するため、全

国概観版や地域詳細版の

地震及び津波のリスク評

価手法の研究開発を行う

化に向けた研究開発等

を実施する。ハザード評

価のための基盤情報と

して、地下構造等の地盤

情報の整備を進めると

ともに、国の活断層基本

図（仮称）の作成に資す

るため、活断層の詳細位

置に関する調査検討を

実施する。地震リスク評

価手法の高度化のため、

間接被害を含む経済被

害モデル等の開発に着

手する。地域への展開を

支援・促進するためモデ

ル地域を対象とした地

震ハザード・リスク評価

手法の開発に着手する。

これらの検討を踏まえ

た地震のハザード・リス

ク情報ステーションの

開発を行い、情報の試験

提供を行う。 

・全国を対象とした津波ハ

ザード評価手法の高度

化及び評価に必要な基

盤情報の整備を進めつ

つ、全国を対象とした津

波ハザード評価を踏ま

えた建物被害や人的被

害等の津波リスク評価

に着手する。これらの検

討を踏まえた津波のハ

《モニタリング指

標》 

・論文数・口頭発表

件数等 

2019 年度早々に J-SHIS より公表する予定となった。

M9 クラスの海溝型巨大地震を対象とした震源のモデ

ル化手法を南海トラフ巨大地震に適用して強震動を

試算した。また、活断層で発生する地震における震源

断層ごく近傍を対象とした強震動予測手法を、従来の

「地震発生層」よりも浅い震源断層をモデル化できる

ようにした。これらの手法は、文部科学大臣表彰、内

閣総理大臣表彰で評価された研究をさらに進展させ

たものである。また、ワークショップ「工学的利活用

から見た強震動評価の現状と課題－今後 10 年を見据

えて－」を開催し、現状の日本の強震動データに関す

る課題と今後の利活用促進に向けた意見を集約した。

翌年度は、それらの意見を踏まえて K-NET、KiK-net

等の「強震動統一データベース（仮称）」の構築に向

けた活動を開始する予定である 

・「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」での

取組と連携し、新潟・山形・秋田および熊本地域の浅

部・深部統合地盤モデルを構築するとともに、海陸統

合地下構造の構築に向けた情報の収集・整理を実施し

た。国の活断層基本図（仮称）の作成に資するため、

北海道、九州および関東地方の一部に関して、主要活

断層帯以外で M6.8 以上の地震を発生させる可能性の

ある活断層に対する判断根拠と位置精度の明確な詳

細位置判読結果を作成した。 

・全国を対象とした地震ハザード評価を踏まえた建物被

害や人的被害等の地震リスク評価では、地震本部によ

る長期評価では十分に評価しきれていない部分につ

いて、認識論的な不確実性を考慮した断層モデルにつ

いて検討し、ロジックツリーを試作し、一部地域で地

震リスクの試算をした。地震災害からの復旧・復興状

況を示す数理モデルの開発として、南海トラフで発生

する地震・津波を対象に、応用一般均衡モデルによる

間接被害を試算した。特筆すべき成果として、これら

た研究の加速が期待さ

れる。 

・地震活動モデルを改良し

た 2018 年起点の地震動

予測地図を作成し、これ

らの検討結果は、「全国

地震動予測地図 2018 年

版」として地震調査研究

推進本部より予定通り

公表され、さらに 2019

年 起 点 に お い て も

J-SHIS より公開される

こととなったことは顕

著な成果として高く評

価できる。さらに、地震

ハザード評価に関する

研究が、文部科学大臣表

彰、内閣総理大臣表彰で

評価されただけにとど

まらず、社会での活用の

ため成果を広く公表し

ている点で顕著な成果

として高く評価できる。 

・ハザード情報に基づくリ

スク評価を実施し、「戦

略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」第

2 期の広域経済被害予測

システムの開発に進展

したことだけではなく、

地震のハザード・リスク

情報ステーションとし

て公開に向けた準備を
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とともに、各セクターの課

題解決を目指したリスク

マネジメント手法の研究

開発を行う。また、ハザー

ド・リスク評価の基盤情報

として、詳細な地形モデ

ル、構造物や人口等の社会

基盤データベースの構築

を行うとともに、海陸統合

した地下構造等の地盤情

報や活断層情報の整備を

行う。 

さらに、風水害や土砂災害

等の各種自然災害のハザ

ード・リスク評価の研究開

発を他の研究課題と連携

しマルチハザード・リスク

評価手法の研究開発を行

うとともに、過去の経験か

ら将来のリスクを予測す

ることを目指した自然災

害事例マップを高度化す

る。 

また、リアルタイム被害推

定及び被害の状況把握技

術開発を行うとともに、ハ

ザード・リスク評価、発災

時の被害推定や被害状況

把握等のシミュレーショ

ン技術の研究開発を総合

的に行うことができるプ

ラットフォームを構築す

る。 

ザード・リスク情報ステ

ーションの開発を行い、

情報の試験公開を行う。

モデル地域を対象とし

た津波ハザード評価手

法の開発に着手する。 

・各種自然災害のハザー

ド・リスク評価の研究開

発の連携によるマルチ

ハザード・リスク評価手

法の研究開発、および過

去の経験から将来のリ

スクを予測することを

目指した自然災害事例

マップの高度化を行う。

マルチハザード・リスク

評価手法の開発に向け、

地震及び津波、斜面、風

水害ハザード・リスクを

対象とした共通のリス

ク指標の開発に着手す

る。全国の過去の自然災

害事例情報を、Web 地図

等に相互連携可能な形

態でデータベースに整

備するとともに、事例情

報の粗密や精度に関す

る地域差の解消および

地理的情報の追加等に

よるデータベースの高

度化を行い、情報の試験

提供を行う。 

・リアルタイム被害推定及

検討が、「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」第 2期広域経済被害予測システムの開発に進

展した。 

・「J-SHIS 高度化に関する検討会」を立ち上げ、開発中

の地震のハザード・リスク情報ステーション（仮称：

J-SHIS Map R）について学識者・民間企業の有識者に

情報の試験提供を行い、聴取した意見を反映し、公開

システムに地震リスクデータの数値情報の表示機能

を実装した。 

・全国を概観した津波ハザード評価では、地震本部の南

海トラフ沿いの大地震に伴う津波ハザード評価に向

け、津波レシピに基づく数千の波源断層モデルの設定

を行い、津波遡上伝播計算を実施した。今後、これら

の計算結果に基づいた津波ハザード評価を行い、2019

年度中の地震本部から日本初の公表に備える。また、

伊豆・小笠原海溝沿いの地震による津波ハザード評価

に向け、太平洋プレート上面を断層面とする、M7.0

から M8.3 の規模の地震に対して、特性化波源断層モ

デル群を構築した。また津波ハザード評価からリスク

評価に必要な浸水域や浸水深等を簡便に評価する手

法の開発に着手した。 

・「津波ハザード･リスク情報の高度利用に関する委員

会」の活動を継続し、開発中の津波ハザード･リスク

情報ステーション（仮）に求める具体的な仕様や要望

等を頂き、これらを踏まえ外部へのデータ提供機能を

実装する等し、2019 年 5 月に委員向けに試験公開す

る予定となった。  

・モデル地域を対象に詳細メッシュによる高解像度の津

波遡上分析による津波ハザード評価手法の開発に着

手した。 

・リスクマネジメントに資する共通リスク指標として、

全国において地震動や津波、土砂災害等に引き起こさ

れるエクスポージャ毎のリスク量を定量化し、レーダ

進めたことは高く評価

できる。 

・津波レシピに基づいた南

海トラフ沿いの地震に

よる広域のハザード評

価を実施し、2019 年度に

地震本部より日本初の

公表となることは顕著

な成果として高く評価

できる。 

・「津波ハザード・リスク

情報の高度利用に関す

る委員会」を継続し、津

波ハザード・リスクステ

ーション（仮）に求める

具体的な仕様や要望等

に基づき、外部へのデー

タ提供機能を実装した

ことは高く評価できる。 

・リスクマネジメントに資

する共通リスク指標を

各種災害において構築

できたことは今後の経

済リスクへの展開が期

待できる。 

・自然災害事例マップが他

のシステムとの引用と

の連携を容易としたこ

とは、今後の成果の展開

が期待できる。 

・「戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP）」

による研究等と連携し、
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研究成果の社会実装を目

指し、「戦略的イノベーシ

ョ ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の取組や関係機

関と連携したハザード・リ

スク評価の地域展開、仙台

防災枠組や国際 NPO 法人

GEM（Global Earthquake 

Model）等と連携による国

際展開を行う。 

 

び被害状況把握のため、

センサーネットワーク

データや、災害状況に応

じた有人・無人の多様な

プラットフォームの活

用による画像センシン

グ技術および計測技術

等を用いた災害情報収

集技術、状況把握技術の

開発を行い、それらの検

討を踏まえたリアルタ

イム被害推定・状況把握

システムの高度化シス

テムのプロトタイプの

開発を進める。地震ハザ

ード・リスク評価を主た

る対象として、要素技術

の調査等、シミュレーシ

ョン技術の研究開発を

総合的に行うことがで

きるプラットフォーム

のプロトタイプ開発に

着手する。 

・「戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP）」

での取組等を踏まえ、災

害リスク情報の利活用

に関する研究プロジェ

クトや大学等と連携を

進め、地震や津波を含め

た各種自然災害ハザー

ド・リスク評価の地域へ

の展開を進める。地域で

ーチャートを用いて指標化した。地すべりリスク評価

では、大規模地震による地すべりや崩壊の分布を示し

た全国的な斜面崩壊危険地域分布図の作成に向けて、

震源断層パラメータを用いた斜面崩壊危険地域推定

モデルに地形・地質要因を加味することで改良を試み

た。また、土砂災害予測技術の現在における到達点を

明らかにし、実用的に発展させるための意見交換をす

る場として「2018 年度土砂災害予測に関する研究集

会」を「日本地形学連合 2018 年秋季大会」と共催し、

前年比 50 名程度多い約 170 名の参加があった。風水

害リスク評価に関しては、主として外部資金（気候変

動適応技術社会実装プログラム：SI-CAT）と連携し、

ダウンスケーリング法を用いて将来の日本の気候シ

ナリオを構築した。雪氷災害に関しては、雪害記事の

収集を進め、雪害データベースを強化した。 

・自然災害事例マップの高度化では、「災害年表マップ」

のタブレット対応版を構築、公開した。Web 技術者向

け API 配信項目を拡大したことで、他のシステムとの

引用との連携を容易とした。全国の過去の自然災害事

例データベースは出典資料である全国市区町村の地

域防災計画に災害事例が掲載されている入力可能な

事例（全市区町村中 82％）を全て追加し、6万を超え

るレコード数となった。事例データベースの高精度化

を行うため、過去の自治体名称を付与する方法を検討

し、災害発生地域をより狭小な地域に絞り込むことを

可能にした。今後発生する自然災害のデータベース化

および災害事例 ID の付与方法について検討し、災害

発生時の情報の事例データ化を試行した。 

・リアルタイム被害推定及び被害状況把握の研究開発で

は、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」

と連携し、発災直後の災害対応の意思決定を支援する

ことを目的とした地震動を対象とした全国を概観す

るリアルタイム被害推定・状況把握システムを完成さ

全国を概観するリアル

タイム地震被害推定シ

ステムを完成させただ

けではなく、機械学習を

用いて自動的に建物被

害判別を行うシステム

の汎化性能を向上させ

たこと等は顕著な成果

として評価できる。 

・委員会、検討会等の有識

者からヒアリングを実

施し、それらの意見を取

り入れながら設計に反

映させていることは評

価できる。 

・地域展開に関しては、つ

くば市に対してハザー

ド・リスク評価研究の成

果を用いた訓練を継続

的に実施できたことは

評価できる。 

・リアルタイム地震被害推

定情報の社会実装に向

けて、ハザード・リスク

実験コンソーシアムと

協働で、30 機関を対象と

した実験配信を実施し、

実際の被害地震におい

て情報が活用され、実地

震において有効性を確

認するに至ったことは

顕著な成果として評価

できる。 
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の利活用を支援・促進す

るための研究会を実施

する。産業界等への研究

成果の展開を図るコン

ソーシアム等と連携す

る。仙台防災枠組や国際

NPO 法人 GEM との連携

を推進するとともに、

TEM （ 台 湾 ） や GNS 

Science（ニュージーラ

ンド）とのワークショッ

プ等を開催し、地域拡大

を図り、アジア・環太平

洋地域での研究交流を

さらに進める。 

せ、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震等において

推定情報を外部に提供した。さらにシステムの改良に

向け被害状況把握の技術開発では、機械学習を用いて

自動的に被害判別を行うシステムとして、過去に発生

した複数の被害地震直後に取得された航空写真に基

づいた教師データを作成し、機械学習により被災度を

自動的に判別する汎用性の高いモデルを開発した。ま

た、有人・無人のプラットフォームで活用可能な災害

情報収集システムの災害対応への社会実装に向け、シ

ステム活用の難易度を分類した知識体系を試作し、各

レベルで求められる技能と機材の定義を行い、災害対

応機関に技術提供を行った。 更に、大型集客施設の

防犯カメラ映像の解析による被害状況把握手法開発

に資する、従業員向け研修映像を製作し、施設を有す

る企業との災害対応情報の共有やその利活用に関す

る連携協定への道筋をつけた。また、「首都圏を中心

としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」と連携

して、スマートフォンを利用した地震観測の一般モニ

ター募集を継続し実験の拡大を図りつつ、観測機器を

固定するための治具を開発し、E-Defense による加振

実験を実施し、改良に向けた知見を得た。・ハザード・

リスク評価のためのシミュレーション・プラットフォ

ームについて、民間企業の有識者へのヒアリング、「津

波ハザード・リスク情報の高度利用に関する委員会」、

「J-SHIS 高度化に関する検討会」における意見聴取

を反映し、引き続きプラットフォームの設計を行うと

ともに、地震ハザード評価シミュレーションコードで

ある地震動シミュレータの計算安定化のための機能

設計を行った。・研究成果の地域展開として、つくば

市と協働し、ハザード・リスク評価研究の成果の地域

防災への活用を検討するとともに、つくば市の災害対

応訓練において「戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP）」と連携して構築した訓練用の被害情報を提

・国際展開に関しては、GEM

の活動を継続すると共

に、アジア地域での研究

交流を実施したことで

国際的な研究者間の協

力関係が強化され、研究

の幅が広がったことは

高く評価できる。 

・以上のように、プロジェ

クト研究は順調に進ん

でいる。 
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供し、情報のニーズや利活用方法に関する課題抽出を

行った。 

・地域や産業等への展開のため、ハザード・リスク情報

に関する検討会を継続し、各業界の具体的な活用の可

能性について検討を行った。リアルタイム地震被害推

定情報の利活用に関して、本格的な地域や産業等への

展開の望ましい枠組みの検討・構築を目的とするハザ

ード・リスク実験コンソーシアムとの協力関係を発展

させ、30 機関を対象とした実験配信を実施し、大阪

府北部地震や北海道胆振東部地震において情報が活

用され、有効性を確認するに至った。 

・国際展開としては、地震ハザード・リスク評価研究の

国際 NPO 法人 GEM の Governing Board メンバーと

Science Board 副議長として、GEM 第 2 期の活動を継

続して実施した。韓国、ブータン、東南アジア地域の

地震ハザード・リスク評価の取組みを支援し、台湾に

て東南アジア 10 ヶ国に向けた OpenQuake エンジンの

training に協力した。本プロジェクトで作成協力を

行った「グローバル地震モザイクモデル」が GEM によ

り 2018 年 12 月に公表された。ニュージーランドの

Otago 大学、Canterbury 大学と GNS Science に協力

して「日本・台湾・ニュージーランドの地震ハザード

評価」に関する研究交流会をオアマル市で実施した。

この研究交流会をきっかけとして台湾の研究者を受

け入れ、建物被害評価手法の比較検討を共同で実施し

た 。 JpGU2018 年 大 会 に 地 震 ハ ザ ー ド 評 価 の

「Effective usage of PSHA」セッション を共同主催

した。また、外部資金と連携し、これまで開発したリ

アルタイム震度計を、ブータン地質鉱山局(DGM)に提

供し、ブータン地震・震度観測網の整備、地震ハザー

ドの評価を進めた。 
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(b)自然災害情報の利活用

に基づく災害対策に関

する研究 

 

東日本大震災や平成 27

年９月の関東・東北豪雨等

では、社会を構成する各セ

クター（国、自治体、地域

コミュニティ、民間企業

等）間での情報共有が十分

でなく、情報不足による対

応の遅れ等、災害対応や復

旧・復興において多くの課

題を残した。また、地方公

共団体における人口減少

等により、平時からの事前

対策を行う社会的リソー

ス自体が不足しており、社

会におけるレジリエンス

の低下が懸念されている。

このような状況を改善す

るためには、現在のレジリ

エンスの状態を評価する

とともに、各種災害情報を

各セクター間で共有・利活

用することで連携・協働

し、予防力・対応力・回復

力を総合的に強化する災

害対策・技術を社会全体に

浸透させることが必要で

ある。 

そのために、各種災害に対

する効果的な災害対応及

(b)自然災害情報の利活用

に基づく災害対策に関

する研究 

 

・総合防災情報センターお

よび「SIP（戦略的イノ

ベーション創造プログ

ラム）」等の取組との連

携に基づき、所内外の防

災研究開発成果を統合

活用し、各セクターでの

災害対策実践に資する

デジタル防災情報ライ

ブラリの開発を進める

とともに、情報プロダク

ツをシステム間で相互

かつ機械的に運用する

ためのクリアリングハ

ウスの機能強化を行う。

また、防災科研クライシ

スレスポンスサイト

（NIED-CRS）の機能強化

及び汎用化を進める。さ

らに、自然災害ハザー

ド・リスク評価情報やレ

ジリエンス評価情報、そ

れに基づく対策技術や

実践事例を、災害種別横

断的かつ統合的に提供

する技術の開発を進め

る。 

・防災対策の実践状況に関

する継続的なモニタリ

 (b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する研

究 

 

・様々な研究成果を情報プロダクツとして集約する防災

情報デジタルライブラリの開発を進めた。特に、空間

的・時間的にランダムに作成・集約される多種大量の

情報プロダクツから、特定災害の対応期の情報プロダ

クツのみを一元的に抽出できよう、クリアリングハウ

スの検索機能を強化し、抽出した情報プロダクツを防

災科研クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS）をは

じめとした各種情報システム上に機械的に掲載可能

とした。 

・NIED-CRS に対して、災害種別ごとのテンプレートを

事前に構築し、実効雨量データやリアルタイム地震被

害推定データ等のリアルタイム情報から災害を覚知

し、テンプレートに対して通信可能エリアや道路状況

等の基本情報を反映した上で、第１報が自動生成され

る機能を開発した。また、この技術を内閣府防災担当

が進めている官民チーム「災害時情報集約支援チーム

（ISUT）」の情報共有サイトにも適用した。 

・大阪府北部地震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振東

部地震において、NIED-CRS や ISUT 情報共有サイトに

掲載した情報プロダクツや活動記録をアーカイブ化

し、分析・検証を行った。その結果、被災地における

情報共有・集約を支援する官民連携での組織体の有効

性と課題を明らかとした。さらに、災害対応状況の変

化把握や事後検証においても情報プロダクツを利活

用するために、作成および共有する情報プロダクツを

時系列データベース化する必要性が明らかとなった。

また、災害の種類によらずに共通的に必要な情報

プロダクツおよびそれを構成する情報項目を抽出

した。それらを踏まえ、前年度行った情報の集約・

統合・発信手順を整理し、標準災害情報プロダクツお

(b)自然災害情報の利活用

に基づく災害対策に関

する研究 

 

・平成 30 年度は、大阪府

北部地震、平成 30 年 7

月豪雨、北海道胆振東部

地震と災害が多発した

が、防災科研クライシス

レ ス ポ ン ス サ イ ト

（NIED-CRS）の自動開設

やリアルタイム情報プ

ロダクツの動的掲載な

どの新規技術開発・適用

により、その運用の効率

化・高度化を実現してい

る。 

・また、顕著な成果として

は、内閣府官民チーム

「災害時情報集約支援

チーム（ISUT）」の情報

共有サイトにも同じ技

術を適用しており、災害

対応機関からの高い評

価も得たことである。加

えて、その適用の中で、

災害対応時の情報プロ

ダクツや ISUT のような

組織体の有効性や課題

の抽出を行い、それを研

究開発の発展として、

「戦略的イノベーショ

ン 創 造 プ ロ グ ラ ム
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び復旧復興のプロセスを

解明し、事前対策の実施状

況からその評価を実施可

能な手法を開発する。これ

により、レジリエンスの状

態に応じた防災上の課題

発見や各種災害対策・技術

の導入効果の検証を可能

とする。 

また、災害種別毎に開発さ

れたリスクコミュニケー

ション手法やリスクマネ

ジメント手法について、横

断的・共通的観点から、予

防力・対応力・回復力を総

合的に強化する手法とし

て統合化・高度化するとと

もに、災害リスクガバナン

ス手法を確立する。 

さらに、社会実装を担う行

政や企業等と連携して、各

種手法を各セクターが実

行するための標準作業手

順 （ SOP: Standard Op-

erating Procedure）と、

各種災害情報の共有・利活

用を実現するシステムの

標準仕様を確立する。これ

により、効果的な災害対

策・技術を社会全体に普

及・浸透・定着させ、社会

全体のレジリエンスの継

続に繋げる。 

ング方法を検討・試行す

るとともに、政府・国際

機関等の指針や自然災

害ハザード・リスク評価

の研究成果等を踏まえ

た地域防災に関するレ

ジリエンス評価手法及

びその表現手法の開発

を行う。 

・防災対策の実践事例やそ

れに資する各種ガイド

ライン、マニュアル等の

多様なデータの収集と

データベース化を進め

るとともに、これらを利

活用し、自然災害を横断

的・統合的に取り扱い、

かつ、多様な主体が参加

する地域防災対策実践

手法を開発する。 

・国・地方自治体・関係機

関等の防災施策と連携

した防災科学技術の地

域定着化手法の検討や、

災害時における組織間

連携に基づく情報利活

用手法の標準化（SOP

化）を進める。 

よび標準作業手順(SOP)の更新および作成を進めた。

・自治体の災害レジリエンスを評価するために、防災対

策の実施状況をモニタリングする方法を検討した。具

体的には、災害対策基本法及び防災基本計画をもと

に、9つの指標と 273 項目で構成する「自治体防災対

策実態チェックリスト」を設計した。これを、災害発

生中・復旧中の自治体を除く全国 1,360 の自治体防災

担当を対象に展開し、498 の自治体から回答が得られ

た。この結果を当該自治体にフィードバックし、自ら

の対策実施に結び付けられるよう、基礎自治体単位の

防災対策実態を 9 つの指標のレーダーチャートで可

視化するとともに、類似自治体の対策実態と比較でき

るように、評価結果を市町村、都道府県、全国のそれ

ぞれの単位で地図上での可視化する技術を開発した。

・全国で実践されている防災対策や災害対応の事例を収

集し、各地での災害対策の実践に活かせるようデータ

ベース化を進めた。具体的には、Web 調査や各種文献

調査（666 件の消防庁災害情報、43 件の防災活動情報、

1974～2016 の防災白書、1,409 件の地域防災計画等）、

被災地（H29 九州北部豪雨、H30 西日本豪雨、H30 北

海道胆振東部地震等）のヒアリング調査を通じて、24

件の防災対策事例、22 件の災害対応事例、266 件の災

害を契機とした防災対策、3,175 件の災害関連法適用

事例などの情報を収集し、データベースに格納した。

また、これらに対し、自治体防災担当を対象にした対

策検討プロセスの検証に基づき、対策検討の場面に沿

って各情報の推奨を可能にするためのメタデータを

作成・付与した。さらに、防災教育チャレンジプラン、

文部科学省総合教育政策局、国会図書館、各都道府県

教育委員会等の全国規模の組織との連携し、防災対策

事例と災害デジタルアーカイブの全国的な事例収集

の道筋を立てた。 

・多様な地域主体がこれらの情報を利活用して地区防災

（SIP）」第 2期の研究テ

ーマ採択にもつなげて

いることは高く評価で

きる。 

・さらに、平時からの防災

対策を支援する情報を

収集・データベース化す

るとともに、国や自治体

との連携体制を作りな

がら、これらの情報を利

活用する参加型防災対

策実践手法の構築と実

践を行い、地域で活用可

能な研究成果の創出を

達成している。 

・以上のとおり、災害時も

平時も、防災の現場にお

ける問題解決とさらな

る課題抽出を同時に実

行し、成果を上げたこと

は高く評価できる。 
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これらの社会実装の促進

及び防災行政への貢献の

ため、仙台防災枠組みや学

界（大学、研究機関、学協

会等）、「戦略的イノベーシ

ョ ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の取組と連携の

下、所内外の研究開発成果

を一元的にネットワーク

化し、社会における各セク

ターが予防・対応・回復そ

れぞれの目的に活用でき

る「統合化防災科学技術情

報プラットフォーム」を構

築・運用する。 

計画の作成と継続運用を可能にする参加型防災対策

実践手法を構造化し、内閣府、全国社会福祉協議会の

協力を得て、北海道ウトロ地区、埼玉県坂戸市、東京

都世田谷区、茨城県阿見町、大阪府及び府内市町村等

のモデル地域での実証実験を行った。その結果、地区

住民自らが災害情報を活用して地域の災害危険性を

確認することができた。加えて、様々な地域主体の視

点から地域課題の抽出できたこと、さらに継続した対

策検討や防災マップの作成・見直しが可能になるな

ど、地区防災計画の策定過程において地区住民の参加

機会の拡大と計画の継続運用に有効であることを実

証した。 
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１．事業に関する基本情報 

Ⅱ.1 柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

（参考情報） 

当該年度までの累

積値等、必要な情

報 

―   

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 
年度計画 

(平成 30 年度の該当部分)
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

    <評定に至った理由

> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、評定

をＢとする。 

 

１．柔軟かつ効率的なマネ

ジメント体制の確立 

 

(１)研究組織及び事業の

見直し 

 

理事長のリーダーシッ

プの下、「研究開発成果の

最大化」に向けて、研究開

発能力及び経営管理能力

の強化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、環

１．柔軟かつ効率的なマネ

ジメント体制の確立 

 

(１)研究組織及び事業の

見直し 

 

理事長のリーダーシッ

プの下、「研究開発成果の

最大化」に向けて、研究開

発能力及び経営管理能力

の強化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、環

＜評価の視点＞

【体制の観点】

○法人の長のマ

ネジメントをサ

ポートする仕組

み、体制等が適

切であるか 

・経営企画体制

の強化、統合

的・分野横断的

に研究開発を行

う研究体制の再

１．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

 

(１)研究組織及び事業の見直し 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大化」に向

けて、研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り組んだ。特

に今年度は職員の意欲を根差した取り組みを開始し、自らの使

命や課題を所全体で議論・共有することで、各分野に渡る有意

義な活動の展開を図った。 

・国難災害を乗り越えるために、日本の防災はどうあるべきか、

防災科研はどのような役割を担うべきかについて、ブランディ

ング活動を通じて全所的な議論を行い、タグライン／ステート

１．柔軟かつ効率的

なマネジメント

体制の確立 

 

(１)研究組織及び

事業の見直し 

 

自己評定：Ａ 

<自己評定に至った

理由> 

研究所の活動に

より、中長期計画に
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境整備、業務体制、危機管

理などをより一層効率

的・効果的に行うため、企

画機能、研究推進・支援を

一体で行う企画部を新設

し、企画機能を強化する。

柔軟かつ効率的なマネジ

メントを行うため、理事長

直属で防災科研の研究開

発を総括する、もしくは特

命事項を担当する審議役

を設置し、理事、企画部、

審議役が緊密に連携する

ことにより理事長を支え、

防災科研のマネジメント

を遂行する体制を構築す

る。 

プロジェクトについて、

様々な自然災害に関して

基礎研究から社会実装に

至るまでの総合的な取組

に対応し、統合的・分野横

断的に研究開発を行うこ

とができるよう、研究体制

を再編するとともに、各プ

ロジェクトの業務に係る

権限と責任について、規程

等により明確に定める。具

体的には、研究分野間の協

働、交流、情報交換が円滑

に行われるようにするた

め、研究者の所属部署自体

は専門分野別に編成する

境整備、業務体制、危機管

理などをより一層効率

的・効果的に行うため、企

画機能、研究推進・支援を

一体で行う企画部を運営

し、企画機能を引き続き強

化する。また、柔軟かつ効

率的なマネジメントを行

うため、理事長直属で防災

科研の研究開発を総括す

る、もしくは特命事項を担

当する審議役、理事、企画

部が緊密に連携すること

により理事長を支え、防災

科研のマネジメントを遂

行する体制を構築し運営

する。 

プロジェクトについて、

様々な自然災害に関して

基礎研究から社会実装に

至るまでの総合的な取組

に対応し、統合的・分野横

断的に研究開発を行うこ

とができるよう、研究体制

を再編するとともに、各プ

ロジェクトの業務に係る

権限と責任について、規程

等により明確に定める。具

体的には、研究分野間の協

働、交流、情報交換が円滑

に行われるようにするた

め、研究者の所属部署自体

は専門分野別に編成する

編を推進するこ

とができたか。

・理事長のリー

ダーシップの下

での業務の継続

的改善、権限と

責任を明確にし

た組織運営、

国・関係機関と

役割分担を考慮

した研究開発を

行ったか。 

 

【長としての資

質の観点】 

○リーダーシッ

プが発揮されて

いるか 

・法人の長がリ

ーダーシップを

発揮できる環境

は整備され、実

質的に機能して

いるか。 

 

メント／ロゴマークから構成される”防災科研のアイデンティ

ティ”を策定した。また、国難災害を乗り越えていくレジリエ

ンスを日本が備えていくために、あるべき将来像を描いた”長

期構想”の作成を進めた。 

・3 月には、Nation’s Synthesis を国内で推進するため、防災

科学技術研究所を事務局とし、東京大学地震研究所、京都大学

防災研究所等の 13 の機関で構成される防災減災連携研究ハブ

を設立した。さらに、このハブを活用した「災害リスク低減に

向けた Nation’s Synthesis の実現」について、第 24 期学術

の大型施設計画・大模研究計画に関するマスタープランの重点

大型研究計画の継続応募に申請するといった取組を行った。 

・経営に関する戦略立案、環境整備、業務体制、危機管理などを

より一層効率的・効果的に行うため、企画機能、研究推進・支

援を一体で行う企画部を設置し、企画機能を強化している。柔

軟かつ効率的なマネジメントを行うため、理事長直属で特命事

項を担当する審議役を 3名配置し、理事、企画部、審議役が連

携して理事長を支える体制を整備している。 

・研究体制については、平成 30 年度から開始する内閣府の「戦

略的イノベーション創造プログラム（SIP）」第 2期の課題の一

つ「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」において、防災科

研は５つの研究開発項目の研究開発機関や共同研究開発機関

となり、これらの活動を総合的に推進するため、「国家レジリ

エンス研究推進センター」を基盤的研究開発センターの研究事

業センターとして新設した。また、「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」第 2期の課題「国家レジリエンス（防災・

減災）の強化」の管理法人にもなったことから「戦略的イノベ

ーション推進室」も新設した。 

・第 4期中長期計画の研究開発を推進するための制度として、プ

ロジェクト（8プロジェクト）を設置し、基礎研究部門に研究

部門長、センターにセンター長、プロジェクトに研究統括を置

き各業務に係る権限と責任を明確化するとともに、クロスアポ

イントメント制度の活用等により多様な人材の確保と研究力

の向上を図っている。 

おける所期の目標

を上回る成果が得

られていると認め

られるため、Ａ評定

とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

 

・理事長のリーダー

シップの下、「研

究開発成果の最

大化」に向けて、

研究開発能力及

び経営管理能力

の強化に取り組

んだ。職員の意欲

を根差した取り

組みを開始し、自

らの使命や課題

を 所 全 体 で 議

論・共有すること

で、各分野に渡る

有意義な活動の

展開を図った。 

・国難災害を乗り越

えるために、防災

科研はどのよう

な役割を担うべ

きか等について、

ブランディング

活動を通じて全

所的な議論を行

い、”防災科研の



 

- 63 - 
 

一方、重点的に進めるべき

研究開発課題や防災科研

全体として取り組むべき

事項については、専門分野

別の部署を横断するプロ

ジェクトセンターを設置

できる柔軟な研究開発体

制を整備する。その際、効

率的、効果的な業務運営を

図る観点から、職員の配置

の見直しを行うとともに、

クロスアポイントメント

制度、併任制度等の活用に

よる外部の第一線の研究

者の登用や他の研究機関

との連携を通じて、多様な

人材の確保と研究力の向

上を図り、防災科学技術研

究の中核研究機関として

最適な研究推進体制が構

築できるような組織運営

を行う。 

また、経営諮問会議等の開

催により、外部からの客観

的・専門的かつ幅広い視点

での助言・提言を得ること

で、現行事業運営の課題を

把握し、その解決を図る。

また、事業運営の効率性、

透明性の確保に努める。 

「研究開発成果の最大化」

に向けて、他の機関との連

携や外部資金の獲得・管理

一方、重点的に進めるべき

研究開発課題や防災科研

全体として取り組むべき

事項については、専門分野

別の部署を横断するプロ

ジェクトセンターを設置

できる柔軟な研究開発体

制を整備する。その際、効

率的、効果的な業務運営を

図る観点から、職員の配置

の見直しを行うとともに、

クロスアポイントメント

制度、併任制度等の活用に

よる外部の第一線の研究

者の登用や他の研究機関

との連携を通じて、多様な

人材の確保と研究力の向

上を図り、防災科学技術研

究の中核研究機関として

最適な研究推進体制が構

築できるような組織運営

を行う。 

また、経営諮問会議等の開

催により、外部からの客観

的・専門的かつ幅広い視点

での助言・提言を得ること

で、現行事業運営の課題を

把握し、その解決を図る。

また、事業運営の効率性、

透明性の確保に努める。 

「研究開発成果の最大化」

に向けて、他の機関との連

携や外部資金の獲得・管理

・防災科研の業務運営に関する重要事項等について、助言及び提

言を受けるため、3月に経営諮問会議を開催した。さらに、防

災科研の経営に係る重要事項等について議論する拡大役員会

議及び役員会議を開催しており、事業運営の効率性、透明性の

確保に努めた。 

・「研究開発成果の最大化」に向けて、他の機関との連携や外部

資金の獲得・管理等の多様化・複雑化する研究推進業務に対応

するために、社会連携課と研究推進課を設置している。 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月

閣議決定）に基づく DONET の移管に対応するため、国立研究開

発法人海洋研究開発機構との間でクロスアポイントメント制

度等を利用した連携を進め、DONET、S-net、陸域の基盤的地震

観測網からなる陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）の一元

的な管理運営体制を構築している。 

アイデンティテ

ィ”を作成すると

ともに、あるべき

将来像を描いた”

長期構想”の作成

を進めたことは、

顕著な成果とし

て高く評価でき

る。 

・研究体制について

は「国家レジリエ

ンス研究推進セ

ンター」を新設し

た。また、「戦略

的イノベーショ

ン創造プログラ

ム（SIP）」第 2期

の課題「国家レジ

リエンス（防災・

減災）の強化」の

管理法人にもな

ったことから「戦

略的イノベーシ

ョン推進室」も新

設した。 

・防災科研の業務運

営に関する重要

事項等について、

助言及び提言を

受けるため、３月

に経営諮問会議

を開催した。さら

に、防災科研の経
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等の多様化・複雑化する研

究推進業務に対応するた

めに、人員の拡充・再配置

を含めた体制の強化を図

る。 

「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針」（平

成 25 年 12 月閣議決定）に

基づく DONET の移管に対

応するため、国立研究開発

法人海洋研究開発機構と

の間でクロスアポイント

メント制度等を利用した

連携を進め、DONET、S-net、

陸域の基盤的地震観測網

の一元的な管理運営体制

を構築する。 

等の多様化・複雑化する研

究推進業務に対応するた

めに、人員の拡充・再配置

を含めた体制の強化を図

る。 

「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針」（平

成 25 年 12 月閣議決定）に

基づく DONET の移管に対

応するため、国立研究開発

法人海洋研究開発機構と

の間でクロスアポイント

メント制度等を利用した

連携を進め、DONET、S-net、

陸域の基盤的地震観測網

の一元的な管理運営体制

を構築する。 

 

  

平成 30 年度組織図 

 

 

 

 

営に係る重要事

項等について議

論する拡大役員

会議及び役員会

議を開催してお

り、事業運営の効

率性、透明性の確

保に努めた。 
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(２)内部統制 

 

「独立行政法人の業務

の適正を確保するための

体制等の整備について」

（平成 26 年 11 月 28 日総

管査第 322 号。総務省行政

管理局長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダーシッ

プの下、 業務に係る戦略

を策定し、PDCA サイクル

に基づき、その継続的改善

を推進する。その際、国の

政策との関係、他機関との

連携強化の取組、研究の成

果が活用されるまでの道

筋等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害

するリスクを把握し、組織

として取り組むべき重要

なリスクの把握と対応を

行う。このため、経営諮問

会議等の開催により、外部

からの客観的・専門的かつ

幅広い視点での助言・提言

を得ることで、現行事業運

営の課題を把握し、その解

決を図る。また、事業運営

の効率性、透明性の確保に

努めるとともに、法令遵守

等、内部統制の実効性を高

めるため、所内のイントラ

ネット等を活用し理事長

(２)内部統制 

 

「独立行政法人の業務

の適正を確保するための

体制等の整備について」

（平成 26 年 11 月 28 日総

管査第 322 号。総務省行政

管理局長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダーシッ

プの下、 業務に係る戦略

を策定し、PDCA サイクル

に基づき、その継続的改善

を推進する。その際、国の

政策との関係、他機関との

連携強化の取組、研究の成

果が活用されるまでの道

筋等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害

するリスクを把握し、組織

として取り組むべき重要

なリスクの把握と対応を

行う。このため、経営諮問

会議等の開催により、外部

からの客観的・専門的かつ

幅広い視点での助言・提言

を得ることで、現行事業運

営の課題を把握し、その解

決を図る。また、事業運営

の効率性、透明性の確保に

努めるとともに、法令遵守

等、内部統制の実効性を高

めるため、所内のイントラ

ネット等を活用し理事長

＜評価の視点＞

【体制の観点】

○法人の長のマ

ネジメントをサ

ポートする仕組

み、体制等が適

切であるか 

・理事長のリー

ダーシップの下

での業務の継続

的改善、権限と

責任を明確にし

た組織運営を行

ったか。 

・ 監事監査にお

いて、法人の長

のマネジメント

について留意し

ているか。 

・ 監事監査にお

いて把握した改

善点等につい

て、必要に応じ、

法人の長、関係

役員に対し報告

しているか。そ

の改善事項に対

するその後の対

応状況は適切

か。 

 

【長としての資

質の観点】 

(２)内部統制 

 

・防災科研は、理事長のリーダーシップの下、業務の継続的改善

を推進するとともに、権限と責任を明確にした組織運営を行っ

ている。また、内部統制に関しては、中長期目標に対応して定

めた中長期計画及び当該計画に基づく年度計画を遂行するに

あたり、年頭所感や創立記念式典などの場において、理事長か

ら全職員に対し、6 つの活動（「中核的機関としての産学官連

携の推進」、「基盤的観測網・先進的研究施設等の整備・共用促

進」、「研究開発成果の普及・知的財産の活用促進」、「研究開発

の国際的な展開」、「人材育成」、「防災行政への貢献」）を示し、

研究開発成果の最大化に向けて、周知徹底等の取組を行ってい

る。 

・理事長から、組織運営に関して職員との意見交換を通して周知

を行った。内部統制の一環として、平成 30 年度のリスク内容

やリスク原因を見直し、リスク管理委員会へ報告を行うととも

に、優先すべきリスク対策について審議のうえ決定した。 

・モニタリングの一環として内部監査及び監事監査を実施し、理

事長等へ業務運営に資する助言を提示した。それに基づき、適

正な人材確保に向けて対策等を新たに務めた。 

・業務の効率化とリスク軽減のため、標準作業手順書（ＳＯＰ）

に関する所内勉強会を開催し、ＳＯＰ作成に向けた取組を開始

した。 

・ブランディング活動の一環として、「タグライン・ステートメ

ント・ロゴマーク」で構成される「防災科研のアイデンティテ

ィ」を取りまとめると共に、研究者一人ひとりと理事長との意

見交換会を実施した。これらのブランディング活動を通じ、理

事長のリーダーシップの下、防災科研の目指すべき方向性、ミ

ッションについての役職員への周知徹底、意思統一、意識向上

が大きく進んだ。 

(２)内部統制 

 

自己評定：Ｂ 

<自己評定に至った

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、Ｂ評

定とする。 

 

・理事長のリーダー

シップの下、組織

運営に関して式

典やイントラネ

ットを通して周

知を行った。ま

た、リスク管理委

員会を開催し、平

成 30 年度におけ

るリスクの評価

を行い、それを基

に優先すべきリ

スク対策につい

て決定したこと

は評価できる。 

・理事長のリーダー

シップの下、防災

科研の目指すべ

き方向性、ミッシ

ョンについての

役職員への周知

徹底、意思統一、
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による運営方針等の周知

を行うなど、日頃より職員

の意識醸成を行う等の取

組を継続する。 

監事による監査機能を充

実するために、監査室を設

置するとともに内部監査

等により内部統制が有効

に機能していることをモ

ニタリングし、適正、効果

的かつ効率的な業務運営

に資する助言を理事長等

に提示する。また、職員を

対象とした内部統制に関

する研修を実施するなど、

職員の意識醸成教育及び

意識向上を積極的に進め

る。 

による運営方針等の周知

を行うなど、日頃より職員

の意識醸成を行う等の取

組を継続する。 

監事による監査機能を充

実するために、監査室を設

置するとともに内部監査

等により内部統制が有効

に機能していることをモ

ニタリングし、適正、効果

的かつ効率的な業務運営

に資する助言を理事長等

に提示する。また、職員を

対象とした内部統制に関

する研修を実施するなど、

職員の意識醸成教育及び

意識向上を積極的に進め

る。 

○リーダーシッ

プが発揮されて

いるか 

・法人の長がリ

ーダーシップを

発揮できる環境

は整備され、実

質的に機能して

いるか。 

・法人の長は、

組織にとって重

要な情報等につ

いて適時的確に

把握するととも

に、法人のミッ

ション等を役職

員に周知徹底し

ているか。 

・法人の長は、

法人の規模や業

種等の特性を考

慮した上で、法

人のミッション

達成を阻害する

課題（リスク）

のうち、組織全

体として取り組

むべき重要なリ

スクの把握・対

応を行っている

か。 

・法人の長は、

内部統制の現状

意識向上が大き

く進んだことは

評価できる。 
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を的確に把握し

た上で、リスク

を洗い出し、そ

の対応計画を作

成・実行してい

るか。 

 

(３)研究開発等に係る評

価の実施 

 

「独立行政法人の評価

に関する指針」（平成 26 年

９月総務大臣決定、平成

27 年５月改定）等に基づ

き、研究開発の特性等を踏

まえて国の施策との整合

性、社会的ニーズ、研究マ

ネジメント、アウトカム等

の視点から自己評価等を

実施し、各事業の計画・進

捗・成果等の妥当性を評価

する。その評価結果は研究

計画、予算・人材等の資源

配分に反映させ、「研究開

発成果の最大化」並びに適

正、効果的かつ効率的な業

務運営を図る。 

また、研究開発課題につい

ては外部有識者による評

価を効果的・効率的に実施

し、その結果を踏まえて研

究開発を進める。 

(３)研究開発等に係る評

価の実施 

 

「独立行政法人の評価

に関する指針」（平成 26 年

９月総務大臣決定、平成

27 年５月改定）等に基づ

き、研究開発の特性等を踏

まえて国の施策との整合

性、社会的ニーズ、研究マ

ネジメント、アウトカム等

の視点から自己評価等を

実施し、各事業の計画・進

捗・成果等の妥当性を評価

する。その評価結果は研究

計画、予算・人材等の資源

配分に反映させ、「研究開

発成果の最大化」並びに適

正、効果的かつ効率的な業

務運営を図る。 

また、研究開発課題につい

ては外部有識者による評

価を効果的・効率的に実施

し、その結果を踏まえて研

究開発を進める。 

＜評価の視点＞

【体制の観点】

○法人の長のマ

ネジメントをサ

ポートする仕組

み、体制等が適

切であるか 

・理事長のリー

ダーシップの下

での業務の継続

的改善、外部か

らの意見や社会

における活用を

考慮した研究評

価を行ったか。

 

【長としての資

質の観点】 

○リーダーシッ

プが発揮されて

いるか 

・法人の長がリ

ーダーシップを

発揮できる環境

は整備され、実

(３)研究開発等に係る評価の実施 

 

・外部有識者を含め研究開発の特性等を踏まえて国の施策との整

合性、社会的ニーズ、研究マネジメント、アウトカム等の視点

から、第４期中長期計画に基づき、研究計画を策定したところ

であり、併せて予算・人材等の資源配分にも反映させ、「研究

開発成果の最大化」及び適正、効果的かつ効率的な業務運営を

図った。 

・年度計画に基づく業務の実施状況を踏まえた今後の計画につい

ては、研究統括・センター長等からヒアリングを行って確認す

るとともに、共用施設の利用計画の策定については、関係機関

や外部有識者を含めた運用委員会又は利用委員会での審議の

結果、決定している。これらの業務の実施状況については、前

述のヒアリングのほか、研究職員及び事務職員の業績評価など

を通じて適宜把握を行うとともに、毎年の評価委員会で評価し

ている。 

(３)研究開発等に

係る評価の実施 

 

自己評定：Ｂ 

<自己評定に至った

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、Ｂ評

定とする。 

 

・第４期中長期計画

策定の検討にお

いて、外部有識者

を含めた検討委

員会にて評価検

討を行った。 

・第４期では、年度

計画に基づく業

務の実施状況を

踏まえヒアリン

グにより今後の

計画を確認する

とともに、施設の
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なお、評価業務に当たって

は、評価作業の負担の軽減

に目指し、効率的な運営を

行う。 

なお、評価業務に当たって

は、評価作業の負担の軽減

に目指し、効率的な運営を

行う。 

質的に機能して

いるか。 

・中長期目標・

計画の未達成項

目（業務）につ

いての未達成要

因の把握・分

析・対応等に着

目しているか。

共用については

各部署で外部有

識者を含めた委

員会において検

討を行った。 

・所全体として、自

己評価に関し、評

価委員会で毎年

評価を実施して

いる。 
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１．事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 業務の効率化 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

（参考情報） 

当該年度までの累

積値等、必要な情

報 

一般管理費（百万円）  199 193 219 250  

  効率化（％） 
毎年度平均で前

年度比３％以上 
3.0％ △5.3％ △8.2％

 

業務経費（百万円）  7,472 5,659 5,939 8,521  

  効率化（％） 
毎年度平均で前

年度比１％以上 
24.3％ 9.7％ △8.0％

 

   

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 
年度計画 

(平成 30 年度の該当部分)
評価軸、指標等 業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

    

<評定に至った理由

> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、評定

をＢとする。 

 

２．業務の効率化 

 

(１)経費の合理化・効率化

 

防災科研は、管理部門の

組織の見直し、調達の合理

化、効率的な運営体制の確

２．業務の効率化 

 

(１)経費の合理化・効率化

 

防災科研は、管理部門の

組織の見直し、調達の合理

化、効率的な運営体制の確

＜主な定量的指

標＞ 

・一般管理費の

効率化（ 数値目

標：毎年度平均

で前年度比３％

以上） 

２．業務の効率化 

 

(１)経費の合理化・効率化 

 

・一般管理費削減の取組としては、つくば市近郊にある独立行政

法人及び大学とで共同調達を開始し、経費の削減に取り組み、

また引き続きパソコン類のリユース、リサイクルにより、産業

２．業務の効率化 

 

( １ ) 経 費 の 合 理

化・効率化 

 

自己評定：Ｂ 

<自己評定に至った
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保等に引き続き取り組む

ことにより、経費の合理

化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して

行う事業は、新規に追加さ

れるもの、拡充分は除外し

た上で、法人運営を行う上

で各種法令等の定めによ

り発生する義務的経費等

の特殊要因経費を除き、平

成 27 年度を基準として、

一般管理費（租税公課を除

く。）については毎年度平

均で前年度比３％以上、業

務経費は毎年度平均で前

年度比１％以上の効率化

を図る。新規に追加される

ものや拡充される分は翌

年度から効率化を図るこ

ととする。ただし、人件費

の効率化については、次項

に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率

化を進めるに当たっては、

「研究開発成果の最大化」

との整合にも留意する。 

 

保等に引き続き取り組む

ことにより、経費の合理

化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して

行う事業は、新規に追加さ

れるもの、拡充分は除外し

た上で、法人運営を行う上

で各種法令等の定めによ

り発生する義務的経費等

の特殊要因経費を除き、平

成 27 年度を基準として、

一般管理費（租税公課を除

く。）については毎年度平

均で前年度比 3％以上、業

務経費は毎年度平均で前

年度比１％以上の効率化

を図る。新規に追加される

ものや拡充される分は翌

年度から効率化を図るこ

ととする。ただし、人件費

の効率化については、次項

に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率

化を進めるに当たっては、

「研究開発成果の最大化」

との整合にも留意する。 

 

・業務経費の効

率化（ 数値目

標：毎年度平均

で前年度比１％

以上） 

 

＜その他の指標

＞ 

・ 「独立行政法

人の事務・事業

の見直しの基本

方針」への取組

廃棄物の廃棄処分費用の削減を実施した。業務経費の取組とし

ては、役務等の契約の複数年化を引き続き導入し、経費の削減

を図った。 

・平成 30 年度においては、経年により劣化していた通勤用マイ

クロバスを更新するため一括購入ではなくリースとしたこと

で、予算の平年度化を実施した。また、更新されたことにより

職員の安全に配慮し、リース契約において保険や、消耗品の交

換等を含めた総合リースとしたことで合理化を実施した。ま

た、働き方改革により多様な勤務形態に対応するため、マイク

ロバスの運行を増便した。なお、平成 29 年度に引き続き、効

率的に研修を受講できるよう、eラーニングによる研修を実施

した。なお、これまでに各種実験施設や観測機器の運用及び維

持管理、観測データ収集、スーパーコンピュータの運用など、

可能な限り民間委託やアウトソーシングの活用を図っている

ところであるが、業務の効率化が研究開発能力を損なうことな

く、継続的な維持・向上に繋がるものとなるよう十分に配慮し

ている。 

・なお、「一般管理費」及び「業務経費」は、新規に追加される

もの及び拡充分、人件費(有期雇用職員人件費は除く)、公租公

課及び特殊要因経費を控除した額は、それぞれ 209 百万円及び

6,662 百万円となり効率化目標の 3％及び 1％を達成している。

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、Ｂ評

定とする。 

 

・経費の合理化につ

いては、他機関と

の共同調達の実

施、パソコン類 

のリユース・リサ

イクルによる産

業廃棄物処分費

用の削減、役務契

約の複数年化に

よる経費の削減

などの努力が続

けられている。 

・平成 30 年度につ

いては、マイクロ

バスのリース導

入及び運行便を

増加したことに

より単年度のあ

たりのランニン

グコストを削減

し、職員の通勤利

便性を確保でき

たことは評価で

きる。なお、引き

続きeラーニング

システムにより
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効率的な研修受

講を可能とした

ことは、いずれも

評価できる。 

 

(２)人件費の合理化・効率

化 

 

給与水準については、国

家公務員の給与水準を十

分配慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について

厳しく検証したうえで、防

災科研の業務の特殊性を

踏まえた適正な水準を維

持するとともに、検証結果

や取組状況を公表するも

のとする。また、適切な人

材の確保のために必要に

応じて弾力的な給与を設

定できるものとし、その際

には、国民に対して納得が

得られる説明に努めるも

のとする。 

(２)人件費の合理化・効率

化 

 

給与水準については、国

家公務員の給与水準を十

分配慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について

厳しく検証したうえで、防

災科研の業務の特殊性を

踏まえた適正な水準を維

持するとともに、検証結果

や取組状況を公表するも

のとする。また、適切な人

材の確保のために必要に

応じて弾力的な給与を設

定できるものとし、その際

には、国民に対して納得が

得られる説明に努めるも

のとする。 

＜評価の視点＞

【総人件費改革

への対応】 

・取組開始から

の経過年数に応

じ取組が順調

か。また、法人

の取組は適切

か。 

 

【給与水準】 

・給与水準の高

い理由及び講ず

る措置（法人の

設定する目標水

準を含む）が、

国民に対して納

得の得られるも

のとなっている

か。 

・法人の給与水

準自体が社会的

な理解の得られ

る水準となって

いるか。 

・国の財政支出

割合の大きい法

人及び累積欠損

(２)人件費の合理化・効率化 

 

・定員及び人件費削減の基本方針に基づき、引き続き事務部門及

び研究部門の計画的な人員の配置を行った。 

 

（１）給与水準の適切性  

防災科研の俸給表は事務系職、研究職ともに国家公務員と同じ俸

給表を適用しており、給与基準は国家公務員の給与に準拠してい

る。平成 30 年度における国家公務員と比較した給与水準は、以

下のとおり適切な給与水準であった。 

１）ラスパイレス指数 

 平成 30 年度の防災科研の国家公務員に対するラスパイレス指

数は、下記のとおりであった。 

   事務系職員： 106.6  年齢・地域・学歴勘案 107.0 

   研 究 職 員：  100.4   年齢・地域・学歴勘案  100.4 

 

２）国家公務員に比して指数が高い理由 

①事務系職員 

 当研究所は、給与水準公表対象職員が２７人と少ない上に、52

才～59 才までの年齢区分該当者の管理職の比率が高いため当該

年齢区分の指数が高くなっており、全体の指数を引き上げてい

る。また、近年、国家公務員宿舎への入居が不可となったことに

より、職員が居住する賃貸住宅のための住居手当の受給者割合が

高くなっている。 

平成 29 年度と比較し、平成 29 年度より割合が下がっている。 

 

②研究職員 

 防災科研は、防災科学技術における国内唯一の総合研究機関で

(２)人件費の合理

化・効率化 

 

自己評定：Ｂ 

<自己評定に至った

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、Ｂ評

定とする。 

 

・防災科研の俸給表

は事務系職、研究

職ともに国家公

務員と同じもの

を適用しており、

また役員報酬も

国家公務員指定

職俸給表と同様

の範囲で支給さ

れている。これに

より、職員の給与

水準及び役員報

酬は適切なレベ

ルに保たれてお

り、また、これら

の数値について



 

- 72 - 
 

金のある法人に

ついて、国の財

政支出規模や累

積欠損の状況を

踏まえた給与水

準の適切性に関

して検証されて

いるか。 

 

【諸手当・法定

外福利 

費】 

・法人の福利厚

生費について、

法人の事務・事

業の公共性、業

務運営の効率性

及び国民の信頼

確保の観点か

ら、必要な見直

しが行われてい

るか。 

 

あり、研究分野は多岐に渡る。それぞれの研究分野ごとに優れた

専門的知識を有する博士課程修了者を選考により採用すること

としており、相応の給与を支給しているため指数が高くなってい

る。 

 

３）講ずる措置 

 人事院勧告を踏まえた給与基準の見直しを行うとともに、引き

続き退職者の補填については可能な限り若返りを図るなど計画

的に人事管理を行っていく。 

 

４）国と支給割合等が異なる手当 

  国家公務員と同様の規程となっている。 

  

（２）役員報酬の適切性 

理事長の報酬は、事務次官給与の範囲内で支給している。 

 

（３）給与水準の公表    

役員報酬及び職員給与水準についてはホームページにて公表し

ている。  

 

（４）給与体系の見直し 

国家公務員の給与に準じ、平成 30 年度の人事院勧告に準じた俸

給表及び勤勉手当の見直しを行った。 

 

はホームページ

で適切に公表が

なされている。 

・平成 30 年度は、

人事院勧告に準

じて改正を行っ

ている。 

 

(３)契約状況の点検・見直

し 

 

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣決定）

を踏まえ、防災科研の締結

する契約については、原則

(３)契約状況の点検・見直

し 

 

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣決定）

を踏まえ、防災科研の締結

する契約については、原則

＜評価の視点＞

【調達等合理化

計画に基づく取

組の実施】 

・「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進につい

て」（平成 27 年

(３)契約状況の点検・見直し 

 

・６月に策定・公表した「調達等合理化計画」に沿って、防災科

研の締結する契約については、原則として一般競争入札などに

よることとし、公正性、透明性を確保しつつ、厳格に手続きを

行った。 

・①調達の現状と要因の分析として、当該年度における防災科研

の調達の全体像を把握するため、競争入札等、企画競争・公募、

競争性のない随意契約といった契約種別毎の契約件数及び金

(３)契約状況の点

検・見直し 

 

自己評定：Ｂ 

<自己評定に至った

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認
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として一般競争入札など

によることとし、公正性、

透明性を確保しつつ、厳格

に手続きを行う。 

 また、一般競争入札など

により契約を締結する場

合であっても、真に透明

性、競争性が確保されてい

るか、厳格に点検・検証を

行い、過度な入札条件の禁

止、応札者に分かりやすい

仕様書の作成、公告期間の

十分な確保などを行う。こ

れらの取組を通じて経費

の削減に取り組む。さら

に、調達等合理化計画の実

施状況を含む入札及び契

約の適正な実施について

は、契約監視委員会の点検

などを受け、その結果をホ

ームページにて公表する。

また、共同調達について

は、茨城県内の複数機関が

参画している協議会等を

通じて、参画機関と引き続

き検討を行い拡充に努め

る。 

として一般競争入札など

によることとし、公正性、

透明性を確保しつつ、厳格

に手続きを行う。 

 また、一般競争入札など

により契約を締結する場

合であっても、真に透明

性、競争性が確保されてい

るか、厳格に点検・検証を

行い、過度な入札条件の禁

止、応札者に分かりやすい

仕様書の作成、公告期間の

十分な確保などを行う。こ

れらの取組を通じて経費

の削減に取り組む。さら

に、調達等合理化計画の実

施状況を含む入札及び契

約の適正な実施について

は、契約監視委員会の点検

などを受け、その結果をホ

ームページにて公表する。

また、共同調達について

は、茨城県内の複数機関が

参画している協議会等を

通じて、参画機関と引き続

き検討を行い拡充に努め

る。 

５月 25 日総務

大臣決定）を踏

まえ、①調達の

現状と要因の分

析、②重点的に

取り組む分野、

③調達に関する

ガバナンスの徹

底、④自己評価

の実施、⑤推進

体制を盛り込ん

だ調達等合理化

計画を策定等

し、防災科研の

締結する契約に

ついては、原則

として一般競争

入札などによる

こととし、公正

性、透明性を確

保しつつ、厳格

に手続きを行

う。 

額や一者応札・応募の状況を取りまとめ、前年度と比較するな

どして現状分析を実施した。 

・②重点的に取り組む分野として、研究業務分野及び一般管理分

野について、それぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理

の効率化に努めることとし、財・サービスの特性を踏まえた調

達の実施、一括調達契約の推進、汎用的な物品・役務における

共同調達の推進等を定め、それぞれに従った取組を実施するこ

とを通じて経費の削減を行った。 

・③調達に関するガバナンスの徹底を図るため、既に整備してい

る規程等に従って調達手続きを実施した。随意契約案件につい

ては、契約担当役理事を筆頭とした契約審査委員会又は随意契

約検証チームにより厳格に手続きを行った。また、不祥事の発

生の未然防止・再発防止のため、研究者、調達担当者に対する

調達に関する不祥事事案等の研修、契約担当職員の資質向上の

ための外部機関による研修会への参加、当事者以外による検収

等を実施した。 

・④自己評価については、当該年度に係る業務の実績等に関する

評価の一環として年度終了後に実施し、その結果を主務大臣に

報告して主務大臣の評価を受ける旨を定め、それに従い実施し

た。 

・⑤推進体制として、契約担当役理事を委員長、総務部長及び委

員長が指名した者を委員とする防災科学技術研究所契約審査

委員会により調達等合理化に取り組む体制を定め、それに従い

実施した。 

・その他、調達等合理化計画の実施状況を含む入札及び契約の実

施について契約監視委員会の点検を受け、その結果をホームペ

ージにて公表した。 

められるため、Ｂ評

定とする。 

 

・６月に策定・公表

した「調達等合理

化計画」に沿っ

て、公正性、透明

性を確保しつつ、

厳格に契約手続

を行った。当該計

画の実施状況を

含む入札及び契

約の適正な実施

については、契約

監視委員会によ

る外部点検など

を受け、その結果

をホームページ

にて公表した。 

・以上のように、調

達等合理化計画

の策定等を行う

とともに、同計画

に沿った取組を

実施したことか

ら、中長期計画に

おける所期の目

標を達成してい

ると認められる。 
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(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務改革

に関する取組方針～行政

の ICT 化・オープン化、業

務改革の徹底に向けて～」

（平成26年７月25日総務

大臣決定）を踏まえ、電子

化の促進等により事務手

続きの簡素化・迅速化を図

るとともに、利便性の向上

に努める。所内のイントラ

ネットの活用を図ると共

に、ウェブ等を活用した部

門横断的な情報共有体制

を整備する。また、震災等

の災害時への対策を確実

に行うことにより、業務の

安全性、信頼性を確保す

る。 

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務改革

に関する取組方針～行政

の ICT 化・オープン化、業

務改革の徹底に向けて～」

（平成26年7月25日総務

大臣決定）を踏まえ、電子

化の促進等により事務手

続きの簡素化・迅速化を図

るとともに、利便性の向上

に努める。所内のイントラ

ネットの活用を図ると共

に、ウェブ等を活用した部

門横断的な情報共有体制

を整備する。また、震災等

の災害時への対策を確実

に行うことにより、業務の

安全性、信頼性を確保す

る。 

＜評価の視点＞

【電子化の推

進】 

・電子化の促進

を図っている

か。 

・情報共有体制

を整備している

か。 

・災害時への対

策を実施してい

るか。 

(４)電子化の推進 

 

・「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT 化・オー

プン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26 年７月 25 日総

務大臣決定）を踏まえ、イントラネットを活用し事務部門のマ

ニュアルを整備し、提出に必要な様式等においてダウンロード

し利用できるようにしている。また、役員等の予定や会議室予

約についてもイントラネットにより確認できるように整備し

ている。 

・平成 30 年度は安否確認システムを導入し、所員の安否情報を

短時間で収集することで災害時の素早い意思決定を可能にす

ることにより、研究所の BCP の取組に貢献した。 

さらに、研究系職員の採用公募について、従来の応募書類は紙

媒体での受付のみであったが、平成 30年 12 月より広く応募し

てもらうため電子メールでの応募書類の受付を可能とした。 

また、海外の採用面接においては Skype のビデオ通話を利用し

た面接試験を導入した。 

引き続き業務の電子化を推進しイントラネットを活用するこ

とにより逐次情報を発信し部門横断的な情報共有を実施する

こととする。 

(４)電子化の推進 

 

自己評定：Ｂ 

<自己評定に至った

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標を

達成していると認

められるため、Ｂ評

定とする。 

 

・平成 30 年度には

安否確認システ

ムを導入し、所員

の安否情報を短

時間で収集する

ことで災害時の

素早い意思決定

を可能にするこ

とにより、研究所

のBCPの取組に貢

献したことは評

価できる。さら

に、「国の行政の

業務改革に関す

る取組方針～行

政の ICT 化・オー

プン化、業務改革

の徹底に向けて

～」に基づき手続

き申請に電子化

を取り入れたこ
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とは評価できる。

また、ビデオ通話

を利用した面接

試験については、

外国人研究者の

採用において、面

接試験のため訪

日する負担を大

きく減らすこと

が可能であり、海

外の優秀な研究

者の獲得におい

ても期待できる

ことから評価で

きる。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 

年度計画 

(平成 30 年度

の該当部分) 

主な評価指

標 
年度計画・業務実績 

自己評価 

評

定
Ｂ 

    <評定に至った

理由> 

中長期計画にお

ける所期の目標

を達成している

と認められるた

め、評定をＢと

する。 

 

１．予算（人

件費の見

積もりを

含む）、収

支計画及

び資金計

画 

（１）予算 

（２）収支

計画 

（３）資金

１．予算（人件

費の見積も

りを含む）、

収支計画及

び資金計画 

（１）予算 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

＜評価の視

点＞ 

【収入】 

【支出】 

【 収 支 計

画】 

【 資 金 計

画】 

【 財 務 状

況】 

（当期総利

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

（１）予算 

（平成 30 年度の予算） 

 （単位：百万円）

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

収入  

運営費交付金 2,047 4,895 799 7,741 2,047 4,895 799 7,741

寄附金収入 0 0 0 0 4 0 0 4

施設整備費補助金 0 1,374 0 1,374 0 1,100 0 1,100

設備整備費補助金 0 0 0 0 0 225 0 225

・運営費交付金

の執行率は約

73%となって

いるが、未執

行額には、契

約済繰越額な

らびに科学技

術イノベーシ

ョン創造推進

費の繰越額等

が含まれてお



 

- 77 - 
 

計画 益（又は当

期総損失））

・当期総利

益（又は

当期総損

失）の発

生要因が

明らかに

されてい

るか。 

・また、当

期総利益

（又は当

期 総 損

失）の発

生要因は

法人の業

務運営に

問題等が

あること

によるも

のか。 

 

（利益剰余

金（又は繰

越欠損金））

・利益剰余

金が計上

されてい

る場合、

国民生活

及び社会

経済の安

自己収入 0 400 0 400 61 757 49 867

受託事業収入等 692 0 0 692 1,711 0 0 1,711

地球観測システム研究 

開発費補助金 
0 3,325 0 3,325 0 1,725 0 1,725

  

計 2,739 9,995 799 13,532 3,823 8,703 847 13,374

支出  

一般管理費 0 0 523 523 0 0 480 480

（公租公課、特殊経費を 

除いた一般管理費） 
0 0 431 431 0 0 455 455

うち、人件費 0 0 243 243 0 0 229 229

（特殊経費を除いた 

人件費） 
0 0 219 219 0 0 205 205

物件費 0 0 212 212 0 0 250 250

公租公課 0 0 68 68 0 0 1 1

  

事業費 2,047 5,295 276 7,618 2,088 7,181 266 9,535

（特殊経費を除いた 

事業費） 
2,016 5,291 276 7,583 2,053 7,178 266 9,497

うち、人件費 460 495 0 955 463 552 0 1,015

（特殊経費を除いた 

人件費） 
429 490 0 919 427 549 0 976

物件費 1,587 4,801 276 6,664 1,626 6,629 266 8,521

（特殊経費を除いた 

物件費） 
1,587 4,801 276 6,664 1,626 6,629 266 8,521

受託研究費 692 0 0 692 1,611 142 10 1,763

寄附金 0 0 0 0 1 0 0 1

地球観測システム研究 

開発費補助金経費 
0 3,325 0 3,325 0 1,695 0 1,695

施設整備費 0 1,374 0 1,374 0 1,096 0 1,096

設備整備費 0 0 0 0 0 215 0 215

  

計 2,739 9,995 799 13,532 3,700 10,328 756 14,785

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（２）収支計画 

 （単位：百万円）

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

中核的

機関の

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

中核的

機関の

法人 

共通 
合計 

り、これらを

除く執行額は

約 89%に達し

ている。残額

の債務は、当

該年度中に執

行を予定して

いた業務の契

約が整わなか

ったこと等に

より翌年度に

繰り越さざる

を得なくなっ

た も の で あ

り、翌年度早

期に執行する

予定である。 

当 期 総 利 益

は、自己収入

により取得し

た固定資産の

未償却残高等

により生じた

ものであり、

法人の業務運

営に問題等が

あるものでは

ない。 

利 益 剰 余 金

は 、 積 立 金

532 百万円、

前中期目標期

間繰越積立金
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定等の公

共上の見

地から実

施される

ことが必

要な業務

を遂行す

るという

法人の性

格に照ら

し過大な

利益とな

っていな

いか。 

・繰越欠損

金が計上

されてい

る場合、

その解消

計画は妥

当か。 

・当該計画

が策定さ

れていな

い場合、

未策定の

理由の妥

当性につ

いて検証

が行われ

て い る

か。さら

に、当該

推進 形成 推進 形成 

費用の部  

経常経費 3,277 10,874 793 14,944 4,204 13,835 753 18,792

 一般管理費 0 0 771 771 0 0 711 711

うち、人件費（管理系） 0 0 375 375 0 0 379 379

物件費 0 0 327 327 0 0 331 331

      公租公課 0 0 68 68 0 0 1 1

  業務経費 2,135 4,727 0 6,862 1,923 6,437 0 8,360

   うち、人件費（事業系） 797 931 0 1,728 844 1,005 0 1,849

    物件費 1,338 3,795 0 5,134 1,080 5,432 0 6,511

施設整備費 0 275 0 275 0 395 0 395

受託研究費 692 0 0 692 2,001 242 10 2,254

  補助金事業費 0 1,782 0 1,782 0 1,566 0 1,566

 減価償却費 451 4,091 22 4,564 279 5,195 31 5,505

財務費用 0 11 0 11 0 5 0 5

雑損 0 0 0 0 1 2 0 3

 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0

  

計 3,277
10,88

5
793 14,955 4,204 13,842 753 18,799

 

収益の部   

運営費交付金収益 2,135 4,337 771 7,243 1,904 5,867 700 8,471

施設整備費 0 275 0 275 0 395 0 395

受託収入 692 0 0 692 2,294 242 10 2,546

補助金収益 0 1,782 0 1,782 0 1,593 0 1,593

その他の収入 0 400 0 400 20 876 2 897

資産見返運営費交付金戻入 116 332 22 470 99 293 31 423

資産見返物品受贈額戻入 332 1,014 0 1,346 1 1,316 0 1,317

資産見返補助金戻入 2 2,742 0 2,744 2 3,122 0 3,124

資産見返寄附金戻入 1 3 0 4 8 0 0 9

臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 0

  

計 3,277 10,885 793 14,955 4,328 13,704 743 18,775

  

純利益 0 0 0 0 123 △138 △9 △24

目的積立金取崩額 0 0 0 0 31 122 1 154

総利益 0 0 0 0 154 △16 △9 130

  

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

799 百万円に

当 期 総 利 益

130 百万円を

加えた 1,461

百 万 円 で あ

り、独立行政

法人会計基準

に基づく処理

を行った結果

生じているも

のであり過大

な利益とはな

っていない。 
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計画に従

い解消が

進んでい

るか。 

 

（運営費交

付 金 債

務） 

・当該年度

に交付さ

れた運営

費交付金

の当該年

度におけ

る未執行

率が高い

場合、運

営費交付

金が未執

行となっ

ている理

由が明ら

かにされ

て い る

か。 

・運営費交

付金債務

（運営費

交付金の

未執行）

と業務運

営との関

係につい

 

（３）資金計画 

 （単位：百万円）

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

  

資金支出 2,739 9,995 799 13,532 3,797 8,881 825 20,453

業務活動による支出 1,424 3,642 557 5,623 3,420 7,238 783 11,441

投資活動による支出 1,292 6,288 238 7,818 377 1,293 42 1,713

財務活動による支出 22 65 4 91 0 349 0 349

次期中長期目標の期間への

繰越金 
0 0 0 0 0 0 0 6,950

  

資金収入 2,739 9,995 799 13,532 3,875 8,642 803 20,453

業務活動による収入 2,739 8,621 799 12,158 3,875 7,316 803 11,994

運営費交付金による収入 2,047 4,895 799 7,741 2,047 4,895 799 7,741

受託収入 692 0 0 692 1,753 0 0 1,753

補助金収入 0 3,325 0 3,325 0 1,725 0 1,725

その他の収入 0 400 0 400 75 696 4 775

投資活動による収入 0 1,374 0 1,374 0 1,325 0 1,325

施設整備費による収入 0 1,374 0 1,374 0 1,100 0 1,100

設備整備費による収入 0 0 0 0 0 225 0 0

  

財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0

無利子借入金による収入 0 0 0 0 0 0 0 0

前期中長期目標の期間より

の繰越金 
0 0 0 0 0 0 0 7,134

  

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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ての分析

が行われ

て い る

か。 

（ 溜 ま り

金） 

・いわゆる

溜まり金

の精査に

おいて、

運営費交

付金債務

と欠損金

等との相

殺状況に

着目した

洗い出し

が行われ

て い る

か。 

 

２．短期借

入金の限度

額 

 

 短期借入

金の限度額

は、11 億円

とする。短

期借入れが

想定される

事態理由と

しては、運

２．短期借入金

の限度額 

 

短期借入金

の限度額は、11

億円とする。短

期借入れが想

定される事態

理由としては、

運営費交付金

の受入れの遅

延、受託業務に

＜評価の視

点＞ 

・短期借入

金は有る

か。有る

場合は、

その額及

び必要性

は適切

か。 

２．短期借入金の限度額短期借入金の限度額 

 

 

短期借入金はなかった。 

 

 

該当無し 
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営費交付金

の受入れの

遅延、受託

業務に係る

経費の暫時

立替等があ

る。 

 

係る経費の暫

時立替等があ

る。 

３．不要財

産又は不

要財産と

なること

が見込ま

れる財産

がある場

合には、

当該財産

の処分に

関する計

画 

 

重要な財

産を譲

渡、処分

する 

計画はな

い。 

 

３．不要財産又

は不要財産

となること

が見込まれ

る財産があ

る場合には、

当該財産の

処分に関す

る計画 

 

重要な財産

を譲渡、処分す

る計画はない。 

＜評価の視

点＞ 

・不要な財

産の処分

に関する

計画は有

るか。あ

る場合

は、計画

に沿って

順調に処

分に向け

た手続き

が進めら

れている

か。 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する

計画 

 

 

不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産はなかった。 

 

 

該当無し 

４．前号に

規定する

財産以外

の重要な

財産を譲

４．前号に規定

する財産以

外の重要な

財産を譲渡

し、又は担保

＜評価の視

点＞ 

・重要な財

産の処分

に関する

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

 

 

重要な財産の譲渡、又は担保に供することはなかった。 

 

 

該当無し 
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渡し、又

は担保に

供しよう

とすると

きは、そ

の計画 

 

なし。 

に供しよう

とするとき

は、その計画 

 

なし。 

計画は有

るか。あ

る場合

は、計画

に沿って

順調に処

分に向け

た手続き

が進めら

れている

か。 

 

５．剰余金

の使途 

 

防災科研

の決算にお

いて、剰余

金が生じた

時は、重点

的に実施す

べき研究開

発業務への

充当、職員

教育の充

実、研究環

境の整備、

業務の情報

化、広報の

充実等に充

てる。 

５．剰余金の使

途 

 

防災科研の

決算において、

剰余金が生じ

た時は、重点的

に実施すべき

研究開発業務

への充当、職員

教育の充実、研

究環境の整備、

業務の情報化、

広報の充実等

に充てる。 

＜評価の視

点＞ 

・利益剰余

金は有る

か。有る

場合はそ

の要因は

適切か。

・目的積立

金は有る

か。有る

場合は、

活用計画

等の活用

方策を定

める等、

適切に活

用されて

いるか。

５．剰余金の使途 

 

 

剰余金は、中長期計画に定める重点的に実施すべき研究開発業務への充当、職員教育・福利厚生

の充実、業務の情報化、防災科研の行う広報の充実に充てることとなっているが、平成 30 年度の決

算においては、これらに充当できる剰余金は発生しなかった。 

 

（参考）目的積立金等の状況は以下のとおり。 

 （単位：百万円）

 

平成 28

年度末 

（初年

度） 

平成 29

年度末 

平成 30

年度末 

令和元 

年度末 

令和 2 

年度末 

令和 3 

年度末 

令和 4 

年度末 

（最終年

度） 

前期中(長)期 

目標期間繰越 

積立金 

1,111 953 799

目的積立金 0 0 0

積立金 0 602 532

 うち経営 

努力認定 

相当額 

その他の積立金等 0 0 0

 

 

該当無し 

 

 

 

 

以上より、中

長期計画におけ

る所期の目標を

達成していると

認められる。 
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運営費交付金債務 360 3,526 2,120

当期の運営費交付金交

付額（a） 
7,021 9,600 7,741

 うち年度 

末残高(b) 
360 3,526 2,120

当期の運営費交付金残

存率（b÷a） 
5.1 36.7 27.4
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Ⅳ. その他業務運営に関する重要事項 

１．事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

２．主要な経年データ 

評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

―           

３．年度計画、主な評価軸、業務実績及び自己評価 

中長期計画 
年度計画 

(平成30年度の該当部分)
主な評価指標 業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

    <評定に至った理由> 

中長期計画における所期

の目標を達成していると認

められるため、評定をＢとす

る。 

 

１．国民からの信頼の確

保・向上 

 

（１）研究倫理の確立及

びコンプライアンス

の推進 

 

研究開発活動の信頼

性の確保、科学技術の健

全性の観点から、研究不

正に適切に対応するた

め、理事長のリーダーシ

ップの下、予算執行及び

研究不正防止を含む防

１．国民からの信頼の確

保・向上 

 

（１）研究倫理の確立及

びコンプライアンスの

推進 

 

研究開発活動の信頼性

の確保、科学技術の健全

性の観点から、研究不正

に適切に対応するため、

理事長のリーダーシップ

の下、予算執行及び研究

不正防止を含む防災科研

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】

○コンプライアン

ス体制は整備され

ているか 

・法令順守の徹底

と社会的信頼性の

維持向上に資する

業務の遂行、情報

の公開が推進され

たか。 

 

【適正な体制の確

保の観点】 

１．国民からの信頼の確保・向上 

 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 

 

・防災科研の役職員が法令等の遵守を確実に実践すること

を推進するため、「コンプライアンス委員会」を設置し、

コンプライアンス推進のための活動方策の策定・更新及

び実施、コンプライアンスに反する行為に対する対応、

コンプライアンスに反する事案の再発防止策の策定等

について調査審議を行うことしている。 

・なお、「防災科研初任者ガイダンス」において、防災科

研の不正活動防止への取組及び公益通報制度を説明し

て、新規採用者に対しコンプライアンスの啓発を行っ

た。 

１．国民からの信頼の確保・

向上 

 

（１）研究倫理の確立及びコ

ンプライアンスの推進 

 

・コンプライアンスに反する

ような事案の発生はなか

った。また、公的研究費の

適切な執行に関する研修

会を実施や、研究倫理教育

を実施するほか、平成 30

年度において「コンプライ

アンス推進週間」を設定
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災科研における業務全

般の一層の適正性確保

に向け、厳正かつ着実に

コンプライアンス業務

を推進する。また、コン

プライアンス遵守に向

けた体制整備等、ガバナ

ンスの強化を図り、必要

に応じて不断の見直し

を行う。 

 適正な業務運営及び

国民からの信頼を確保

するため、適切かつ積極

的に情報の公開を行う

とともに、個人情報の適

切な保護を図る取組を

推進する。具体的には、

「独立行政法人等の保

有する情報の公開に関

する法律」（平成 13 年法

律第 140 号）及び「個人

情報の保護に関する法

律」（平成 15 年法律第

57 号）に基づき、適切

に対応するとともに、職

員を対象に定期的に不

正防止や個人保護情報

等に係る説明会、ならび

に e-ラーニング等を活

用した理解度調査を実

施する。 

 

における業務全般の一層

の適正性確保に向け、厳

正かつ着実にコンプライ

アンス業務を推進する。

また、コンプライアンス

遵守に向けた体制整備

等、ガバナンスの強化を

図り、必要に応じて不断

の見直しを行う。 

 適正な業務運営及び国

民からの信頼を確保する

ため、適切かつ積極的に

情報の公開を行うととも

に、個人情報の適切な保

護を図る取組を推進す

る。具体的には、「独立行

政法人等の保有する情報

の公開に関する法律」（平

成 13 年法律第 140 号）及

び「個人情報の保護に関

する法律」（平成 15 年法

律第 57 号）に基づき、適

切に対応するとともに、

職員を対象に定期的に不

正防止や個人保護情報等

に係る説明会、ならびに

e-ラーニング等を活用し

た理解度調査を実施す

る。 

 

 

 

 

○研究不正に対応

するための規定や

組織としての責任

体制の整備及び運

用が適切になされ

ているか 

・また、全職員を対象に「公的研究費の適正な執行に関す

る全所説明会」を開催し、不正使用等を引き起こす要因

と防止に向けた取組等の説明を行い、公的研究費の適正

な執行について意識向上を図った。 

・さらに、文部科学大臣決定「研究活動における不正行為

への対応等に関するガイドライン」に基づき、研究活動

にかかわる者等を対象に研究倫理教育に関するプログ

ラムを履修させ、研究倫理の向上を図った。 

・そのほか平成 30 年度より国立研究開発法人協議会にお

いて「コンプライアンス推進週間」が設定され各国立研

究開発法人がコンプライアンスの重要性を職員に訴え

ていく取組の一つとしてポスターの掲示のほか独自の

取組として外部講師派遣によるコンプライアンス研修、

役職員に対するコンプライアンス意識の醸成を図るた

め、携帯可能なコンプライアンスカードを製作した。 

・防災科研の情報提供については、前年度に引き続き防災

科研の組織、業務及び財務についての基礎的な情報、評

価及び監査に関する情報等をホームページに掲載して

諸活動の情報を公開している。 

・なお、情報公開制度の適正な運用については、「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」、「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令」を

踏まえ、「国立研究開発法人防災科学技術研究所情報公

開規程」等を定めており、なお、平成 30 年度において

は、法人文書開示の請求はなかった。 

し、新たな取組としてコン

プライアンスカードを製

作するなどコンプライア

ンス意識啓発のための活

動が強化されたことは評

価できる。 
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（２）情報セキュリティ

対策の推進 

 

政府機関の情報セキ

ュリティ対策のための

統一基準群を踏まえ、情

報セキュリティ・ポリシ

ーを適時適切に見直す

とともに、これに基づき

情報セキュリティ対策

を講じ、情報システムに

対するサイバー攻撃へ

の防御力、攻撃に対する

組織的対応能力の強化

に取り組む。また、対策

の実施状況を毎年度把

握し、PDCA サイクルに

より情報セキュリティ

対策の改善を図るほか、

e-ラーニング等を活用

した情報セキュリティ

対策に関する職員の意

識向上を図るための取

組を継続的に行う。 

 

（２）情報セキュリティ

対策の推進 

 

政府機関の情報セキュ

リティ対策のための統一

基準群を踏まえ、情報セ

キュリティ・ポリシーを

適時適切に見直すととも

に、これに基づき情報セ

キュリティ対策を講じ、

情報システムに対するサ

イバー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織的対応

能力の強化に取り組む。

また、対策の実施状況を

毎年度把握し、PDCA サイ

クルにより情報セキュリ

ティ対策の改善を図るほ

か、e-ラーニング等を活

用した情報セキュリティ

対策に関する職員の意識

向上を図るための取組を

継続的に行う。 

 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】

○情報セキュリテ

ィ対策は整備され

ているか 

・適切な情報セキ

ュリティ対策が推

進されたか。 

 

【適正な体制の確

保の観点】 

○情報セキュリテ

ィに対応するため

の規定や組織とし

ての責任体制の整

備及び運用が適切

になされているか

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

・制定された「国立研究開発法人防災科学技術研究所セキ

ュリティポリシー」に基づき、理事を委員長とする「防

災科学技術研究所セキュリティ委員会」の体制の元、継

続して取り組んでいる。 

・平成 30 年度に制定された、「政府機関等の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準群(平成 30 年度版)」に準拠

するため、平成 30 年 11 月にセキュリティポリシーを見

直し、改訂した。 

・重要なセキュリティ情報は、イントラネットを通じ、全

職員に周知徹底するとともに、継続的なセキュリティ意

識の向上策として、e-ラーニングによるセキュリティ教

育と、標的型攻撃メールの模擬訓練を実施している。ま

た、ネットワーク監視装置、端末の資産管理システムを

平成 30 年度に追加導入し、サイバー攻撃への防御力を

強化した。 

（２）情報セキュリティ対策

の推進 

 

・「国立研究開発法人防災科

学技術研究所セキュリテ

ィポリシー」を策定し、適

宜適切に見直しされてい

る。 

・適切な委員会の体制の元、

継続した教育により、セキ

ュリティ意識の向上を図

っている。 

・さらに、ネットワーク監視

装置、端末の資産管理シス

テム追加設置し、サイバー

攻撃への防御力を強化し

たことは評価できる。 

（３）安全衛生及び職場

環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う事

故及び災害等の発生を

未然に防止するととも

に、業務を安全かつ円滑

に遂行できるよう労働

（３）安全衛生及び職場

環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う事故

及び災害等の発生を未然

に防止するとともに、業

務を安全かつ円滑に遂行

できるよう労働安全衛生

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】

○安全衛生及び職

場環境への配慮が

十分に図られてい

るか 

（３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 

・安全衛生委員会を毎月１回開催し、職員の危険又は健康

障害を防止するための基本となる対策について、調査審

議した。 

・職場内での事故や災害の発生を未然に防止するとともに

衛生管理を徹底させるため、産業医や衛生管理者等によ

る各居室の安全衛生巡視を定期的に実施した。 

（３）安全衛生及び職場環境

への配慮 

 

・労働安全衛生及び職場環境

の向上を目的として、新規

採用職員へのガイダンス

を始め、各種の研修や講習

会が適切に実施されたこ
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安全衛生管理を徹底す

る。 

 実験施設を利用した

業務においては、その都

度、安全管理計画書等を

作成するなど、安全管理

の徹底、事故等の発生防

止に一層努める。また、

職員の健康管理におい

ては、ストレスチェック

や健康相談等のメンタ

ルヘルス対策を推進し、

職員が安心して職務に

専念できる職場環境づ

くりを進める。 

管理を徹底する。 

 実験施設を利用した業

務においては、その都度、

安全管理計画書等を作成

するなど、安全管理の徹

底、事故等の発生防止に

一層努める。また、職員

の健康管理においては、

ストレスチェックや健康

相談等のメンタルヘルス

対策を推進し、職員が安

心して職務に専念できる

職場環境づくりを進め

る。 

・大型実験施設を利用した実験研究においては、その都度、

安全管理計画書を作成、また、所内一般公開においては、

KYK（危険予知訓練）を実施し、安全管理の徹底、事故

等の発生防止に努めた。 

・職員への安全衛生に関する教育としては、 新たに採用

された職員を中心に、AED（AutomatedExternal De-

fibrillator）の取扱方法を含めた救急法講習会を実施

した。 

・職員の健康管理においては、定期健康診断、個人のスト

レスチェックのみならず集団分析を実施し組織毎の改

善指導に役立つデータを作成、健康相談を実施するとと

もに、特にメンタル面でのフォローアップを図るため、

産業医による長時間労働の面接指導を実施した。さら

に、災害派遣時においてもストレスチェックを導入し、

災害派遣期間終了後においても職員のフォローアップ

を実施している。 

・また、外部委託により、24 時間健康相談サービスを取

り入れ、職員等の健康管理、メンタルヘルス等に関する

サポートの充実化を図った。 

 

とは評価できる。また、産

業医や衛生管理者等によ

る安全衛生巡視、大型実験

施設での安全管理計画書

の作成、定期健康診断、健

康相談、ストレスチェック

などが計画的かつ適切に

実行され、また、近年増加

している自然災害に対応

した災害派遣者に対して

もストレスチェックを導

入しフォローアップを実

施している。その他、外部

委託により、メンタルヘル

ス等に関するサポートの

充実化を図ったことも評

価できる。 

２．人事に関する事項 

 

研究開発成果の最大

化と効率的な業務遂行

を図るため、若手職員の

自立、女性職員の活躍等

ができる職場環境の整

備、充実した職員研修、

適切な人事評価等を実

施する。また、防災科学

技術の中核的機関とし

て、研究者の流動性向上

を目指し、外国人研究者

２．人事に関する事項 

 

研究開発成果の最大化

と効率的な業務遂行を図

るため、若手職員の自立、

女性職員の活躍等ができ

る職場環境の整備、充実

した職員研修、適切な人

事評価等を実施する。ま

た、防災科学技術の中核

的機関として、研究者の

流動性向上を目指し、外

国人研究者の受入れを含

＜評価の視点＞ 

【人事に関する計

画】 

・人事に関する計

画は有るか。有る

場合は、当該計画

の進捗は順調か。

・人事管理は適切

に行われている

か。 

 

２．人事に関する事項 

 

（１） 人員に係る指標 

中長期計画に定める人件費の範囲内で、事務部門及び研

究部門の計画的な人員の配置を行った。 

 

（２） 職員研修制度の充実 

平成 30 年度は、防災科研が主催する防災科研ガイダン

ス、公的研究費の適正な執行に向けての説明会、公文書管

理法説明会、文書管理担当者実務研修、広報研修、科研費

獲得に向けた所内説明、安全保障輸出管理セミナー、知的

財産ポリシー説明会、管理者向けメンタルヘルス・ハラス

メントに関する研修会、マネジメント研修、コンプライア

２．人事に関する事項 

 

・中長期計画に定める人件費

の範囲内で人員の計画的

な配置が進められたこと

は評価できる。 

・また、資質の向上を目指し

て研究所の内外において、

昨年度よりも研修内容の

充実を図った様々な研修

や説明会等に、役職員が積

極的に参加し、科研費獲得

に向けた所内説明会や管
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の受入れを含め優秀か

つ多様な人材を確保す

るため、採用及び人材育

成の方針等を盛り込ん

だ人事に関する計画を

策定し、戦略的に取り組

む。 

研究者の流動性向上、総

合防災研究機関として、

これまで以上に多様な

バックグラウンド・専門

性を有した研究者の確

保に努める。 

め優秀かつ多様な人材を

確保するため、採用及び

人材育成の方針等を盛り

込んだ人事に関する計画

を策定し、戦略的に取り

組む。 

研究者の流動性向上、総

合防災研究機関として、

これまで以上に多様なバ

ックグラウンド・専門性

を有した研究者の確保に

努める。 

ンス研修、ウェブアクセシビリティ講習会、英語研修を実

施した。特にメンタルヘルス・ハラスメントにおいては、

一般職員向けにも研修を実施しメンタルヘルス・ハラスメ

ント教育の拡充を図った。また他機関が主催する英語研

修、給与実務研究会等を実施した。そのほか、集合型研修

だけではなく、e-ラーニングによる研修を実施したことに

より、個人情報保護のための研修や、情報セキュリティ研

修、研究活動の不正防止関する研修等に役職員が積極的に

参加した。 

 

（３） 職員評価結果の反映 

職員の業務に対するモチベーションの向上を図るため、

職員評価の結果を昇給、昇格、賞与等に反映させるととも

に、研究職員の評価結果については、結果のフィードバッ

クを行った。 

また、平成 29 年度に新設された業績手当の支給について、

職員評価の結果に基づいて、特に優秀な有期雇用職員に対

して業績手当を支給した。さらに、長期に継続雇用されて

いる有期雇用職員に対して昇給制度を新設し、職員評価の

結果に基づいて特に優秀な有期雇用職員に対して昇給を

実施した。 

 

（４） 職場環境の整備 

所内のイントラネットへ育児・介護に関する制度をわか

りやすくまとめたページを開設し、職員に対しての育児・

介護制度の理解及び促進を図った。 

外国人を含む優秀かつ多様な人材の確保のため、英文での

公募を実施し、就業規則等の主要な規程・契約書について

バイリンガル化を行った。さらに、日本における生活支援

等のため、外国人相談窓口を設けて様々な相談への対応を

行うとともに、外国人向けパンフレットを配布している。

平成 30 年度においては、研究室及び居室等利用委員会を

開催し、組織改正に向けた居室の確保、部門間で離散した

理者向け一般職員向けと

一部の研修内容の差別化

を図り実施したことは高

く評価できる。さらに、職

員評価について、有期雇用

職員の評価を給与に反映

させる制度の新設や評価

結果を給与に反映したこ

とは高く評価できる。 

・居室の環境改善に向けた大

規模な改修などを実施し

たことは評価できる。 
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居室の集約、スペースの拡充や収納の確保に向けた職場環

境改善を実施した。 

 

３．施設・設備に関する

事項 

 

中長期目標を達成す

るために業務に必要な

施設や設備等について

は、老朽化対策を含め必

要に応じて重点的かつ

効率的に更新及び整備

する。 

３．施設・設備に関する

事項 

 

中長期目標を達成する

ために業務に必要な施設

や設備等については、老

朽化対策を含め必要に応

じて重点的かつ効率的に

更新及び整備する。 

＜評価の視点＞ 

【施設・設備に関

す 

る事項】 

・施設及び設備に

関する計画は有る

か。有る場合は、

当該計画の進捗は

順調か。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 

・消防法、建築基準法、電気事業法、水道法、水質汚濁防

止法、フロン排出抑制法、省エネ法、労働安全衛生法（ク

レ－ン等安全規則）等に基づく法令点検、その他機能維

持を保つための定期的な点検及び突発的な修繕を行い、

施設や設備等の維持管理に努めた。 

・さらに、施設・設備等の老朽化対策を含め必要に応じて

重点的かつ効率的に更新及び整備する観点から、調査及

び精査を行い、施設・設備等の経年劣化による破損、発

錆、腐食、故障、性能低下を確認した。 

・平成 30 年度は、この中で優先度の高い施設や設備の更

新及び整備を行うこととし、本所（茨城県つくば市）は

大型降雨実験施設の大扉開閉装置ワイヤーロープ更新

等を行った。また、雪氷防災研究センターでは雪・雪崩

観測設備整備として野外観測設備、及び冷却装置（降雪

装置コントロール設備）の整備を行った。 

・未実施のものは優先度を踏まえて更新計画に基づき、順

次、更新等を行うこととしていきたい。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 

・厳しい財政状況にもかかわ

らず、老朽化が進んだ施設

や設備等を適切に維持管

理できたことは目標を達

成していると認められ、評

価できる。 

４．中長期目標期間を超

える債務負担 

 

中長期目標期間を超

える債務負担について

は、防災科学技術等の研

究開発に係る業務の期

間が中長期目標期間を

超える場合で、当該債務

負担行為の必要性及び

４．中長期目標期間を超

える債務負担 

 

中長期目標期間を超え

る債務負担については、

防災科学技術等の研究開

発に係る業務の期間が中

長期目標期間を超える場

合で、当該債務負担行為

の必要性及び資金計画へ

＜評価の視点＞ 

【中長期目標期間

を超える債務負

担】 

・中長期目標期間

を超える債務負担

は有るか。有る場

合は、その理由は

適切か。 

４．中長期目標期間を超える債務負担 

 

中長期目標を超える債務負担はなかった。 

４．中長期目標期間を超える

債務負担 

 

該当無し。 
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資金計画への影響を勘

案し、合理的と判断され

るものについて行う。 

の影響を勘案し、合理的

と判断されるものについ

て行う。 

 

５．積立金の使途 

 

前中長期目標期間の

最終年度における積立

金残高のうち、文部科学

大臣の承認を受けた金

額については、国立研究

開発法人防災科学技術

研究所法に定める業務

の財源に充てる。 

５．積立金の使途 

 

前中長期目標期間の最

終年度における積立金残

高のうち、文部科学大臣

の承認を受けた金額につ

いては、国立研究開発法

人防災科学技術研究所法

に定める業務の財源に充

てる。 

＜評価の視点＞ 

【積立金の使途】

・積立金の支出は

有るか。有る場合

は、その使途は中

長期計画と整合し

ているか。 

５．積立金の使途 

 

積立金の支出はなかった。 

５．積立金の使途 

 

該当無し。 
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中長期目標期間（７年間）における数値目標の達成状況 

 

項  目 数値目標 
平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 
達成状況 

○中核的機関としての産官学連携の推進          

➣共同研究件数 770 件以上 122 件 138 件 128 件 38８件 

➣受託研究件数 140 件以上 42 件 46 件 49 件 137 件 

➣クロスアポイントメント制度の適用者数  28 人以上 3 人 ５人 6 人 14 人 

➣客員研究員の受入等の件数 420 件以上 85 件 101 件 117 件 303 件 

○基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進  

➣観測網の稼働率 95％以上 99.5% 99.３％ 98.7％ 99.2% 

○研究開発成果の普及・知的財産の活用促進  

➣知的財産の出願件数 28 件以上 5 件 9 件 12 件 26 件 

➣論文数：防災科学技術に関連する査読のある専門誌 7 編/人以上 1.2 編/人 1.3 編/人 1.２編/人 3.7 編/人 

➣学会等での発表 42 件/人以上 6.7 件/人 6.２件/人 6.１件/人 19 件/人 

➣シンポジウム・ワークショップ等の開催 140 回以上 75 回 71 回 61 回 207 回 

➣プレスリリース等の件数 175 件以上 33 件 36 件 40 件 109 件 

○研究開発の国際的な展開  

➣海外の研究機関・国際機関等との共同研究 56 件以上 13 件 1４件 17 件 44 件 

➣海外からの研修生等の受入数 280 人以上 657 人 546 人 448 人 1，651 人 

➣論文数：ＳＣＩ 対象誌(注） 等 336 編以上 6３編 ６６編 ６０編 1８９編 

➣国際学会等での発表 7 件/人以上 1.5 件/人 1.７件/人 1.３件/人 4.5 件/人 

○人材育成  

➣研究員・研修生・インターシップ等の受入数 560 人以上 120 人 21９人 135 人 474 人 

○防災行政への貢献  

➣地方公共団体等の協定数 98 件以上 43 件 7４件 62 件 １79 件 

 

注）SCI (Science Citation Index) 対象誌：Thomson 社が行っている自然科学分野の論文に対する引用指標調査の対象となっている世界の主要な学術雑誌。 

 




